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平成30年第４回定例会議会会期日程 

 

月 日 曜 日 内              容 

12／４ 火  開会・行政報告・提案理由説明・決算審査報告・議案審議（認定第１号～

 認定第５号）質疑・委員会付託・議案審議（承認第10号）・質疑・討論・

 表決 

12／５ 水  一般質問（４人） 

12／６ 木  一般質問（４人） 

12／７ 金  休会（全員協議会） 

12／８ 土  休会 

12／９ 日  休会 

12／10 月  総務常任委員会 

 文教厚生常任委員会 

 産業建設常任委員会 

12／11 火  総務常任委員会 

 文教厚生常任委員会 

12／12 水  休会（議案調査） 

12／13 木  議案審議（議案第60号～議案第69号、同意第12号～同意第14号）質疑・討

 論・表決 

12／14 金  休会（議事整理） 

12／15 土  休会 

12／16 日  休会 

12／17 月  委員長報告・質疑・討論・表決・発議・研修報告・閉会 
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            平成30年第４回菊陽町議会定例会一般質問表 

 

順位 質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 

１ 
甲斐 榮治 

（P47～） 

１．防災広場及び（仮称）光

  の森多目的広場について

(1)通常の用途の範囲をどう考えているか。

(2)広場の管理・運営体制及び管理経費はど

  うなるのか。 

(3)施設の四季に対してや災害の種類に対す

  る対応能力については検討したか。 

(4)（仮称）光の森多目的広場の東側１haの

  活用をどう考えているか。 

(5)この１haについて、民間資金の導入によ

  る公共施設を建設することの可能性につ

  いてどう考えているか。 

２．防災センター建設事業に

  ついて 

(1)進捗状況はどうなっているか。 

(2)この事業の基本構想（理念・規模・施設

  の内容・建設費用の概算等）はどうなっ

  ているか。 

３．町民総合体育館建設事業

  について 

(1)この事業の基本構想（建設の理念・施設

  の規模・建設費用の概算・設置場所・建

  設に関連する条件整備等）はどうなって

  いるか。 

(2)現在の基金積み立て状況及び基金積み立

  ての最終目標額をどう設定しているか。

４．菊陽空港線延伸について

(1)進捗状況及び今後の事業日程はどうなっ

  ているか。 

(2)跨線橋部分及び関連道路の工事費の概算

  はどの程度と想定しているか。 

２ 
西本 友春 

（P61～） 

１．ＳＤＧｓ（持続可能な開

  発目標）について 

(1)町のＳＤＧｓについての取組はどのよう

  になっているのか。 

(2)町長の施政方針実現のためにＳＤＧｓを

  活用してはどうか。 

２．ＬＧＢＴ（性的マイノリ

  ティ）対策について 

(1)小・中学校における制服でスカートとス

  ラックスの両方を選ぶ取組についてどの

  ように考えているのか。 

(2)パートナーシップ制度について積極的に

  進めていくべきだと提案するが、町はど

  のように考えているのか。 
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順位 質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 

３．災害用ゴミ袋について 

(1)災害用ゴミ袋の行政区への事前配布はど

  のように行っているのか、また、利用状

 況はどのようになっているのか。 

(2)災害用ゴミ袋は通常のゴミステーション

  に出せるよう改善を提案するが、町はど

  のように考えているのか。 

４．子育て支援について 

(1)平成30年度の現在の待機児童はどのよう

  な状況となっているのか。また、その対

  処方法をどのように考えているのか。 

(2)次年度の受付状況で待機児童の数はどの

  ように推測するのか。 

(3)（仮称）総合子育て支援センターの整備

  は必要であると考えているが、いつまで

  に整備を行うのか。 

５．公用車へのドライブレコ

  ーダー設置について 

公用車へのドライブレコーダー設置につい

て菊陽町はどのように取り組んでいるの

か。 

３ 
矢野 厚子 

（P74～） 

１．第５期総合計画の取組と

  進捗状況について 

(1)第５期総合計画で菊陽北小校区におけ

  る北部町民センター（仮称）の建設は

  どのような取組と進捗状況となってい

  るのか。 

(2)ＪＲ新駅の設置が、菊陽町図書館付近に

  計画案で示されているが、現在までの取

  組と進捗状況はどのようになっているの

  か。 

２．ＡＥＤの設置状況につい

  て 

(1)町の公共機関におけるＡＥＤの設置の取

  組と状況はどのようになっているのか。

(2)地域の公民館におけるＡＥＤの設置状況

  についてどのように把握しているのか。

３．防災士について 

(1)次年度以降の防災士養成講座の取組をど

  のように考えているのか。 

(2)防災士連絡協議会の更なる活動と組織の

  充実に向けてどのように考えているの

  か。 
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順位 質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 

４ 
那須眞理子 

（P80～） 

１．子育て支援センターにつ

  いて 

(1)子育て支援センターによる利用料の設定

  はどのようになっているか。また、利用

  するための規約はあるか。 

(2)他市町村からの利用についてはどう考え

  るか。また、限定での活動予約は町内・

  町外ではどのように取り扱うのか。 

(3)施設を利用するにあたり他市町村との協

  定の考えはないか。 

(4)町の東部に施設を設置する考えはない

  か。 

２．こども110番について 

(1)こども110番の看板が設置された目的と

  管轄はどこか。それに町はどのように係

  わっているか。 

(2)今後の対応はどのように考えているか。

３．大空港構想における観光

  ＰＲについて 

(1)大空港構想・ネクストステージにおける

  県への提案について進展や変更はある

  か。 

(2)阿蘇くまもと空港を利用した観光ＰＲは

  考えているか。 

(3)町に有するＪＲの駅や幹線道路での観光

  ＰＲはどのように考えるか。 

５ 
大久保 輝 

（P95～） 

１．総合体育館の建設につい

  て 

(1)町長選挙運動用ビラに「まもなく町民の

  皆様にもその概要をお知らせします」と

  あるが、現在の進捗状況及び今後のスケ

  ジュールはどうなっているか。 

(2)どのような施設を検討しているのか。敷

  地や建物の規模はどう考えているか。 

(3)費用はどの程度を見込んでいるのか。ま

  た、その財源はどのように考えているの

  か。 

２．都市計画・開発について

(1)武蔵ヶ丘地区再開発の進捗状況はどうな

  っているのか。また、今後の計画はどの

  ように考えているのか。 

(2)セミコンテクノパーク周辺の道路整備に

  ついて、現在の進捗状況はどうなってい

  るのか。 

(3)ＪＲ新駅の設置について、どう考えるの

  か。 

(4)原水駅周辺地域の開発計画はどのような

  状況か。 
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順位 質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 

３．子育て支援の充実につい

  て 

(1)子育て支援センターの整備とは、具体的

  にどのようなことを行うのか。 

(2)民営化計画が進んでいるが、４園の保

  育士確保の見込み状況はどうか。 

(3)民営化後の民間事業者の保育方針に対し

  て不安の声を聞くことがあるが、説明は

  十分に行われているのか。 

４．選挙に関すること 

(1)菊陽町長選挙の投票率は47.31％と有権

  者の半数以上が投票に行っていない。投

  票率の低さをどのように考えているか。

(2)期日前投票の投票所は菊陽町役場が４日

  間、光の森町民センターが１日であっ

  た。この差の理由は何か。 

(3)今後、期日前投票所の投票期間はどうす

  るのか。 

(4)選挙公報の配布が遅れた。このことにつ

  いて今後どのような対策が考えられる

  か。 

６ 
布田  悟 

（P110～） 

１．施政方針について 

(1)今回の選挙において「生活満足度ＮＯ１

  の菊陽町に！」とスローガンを掲げられ

  たが、具体的にはどのような施策を考え

  ているか。 

(2)今後４年間の公約実現に向けた取り組み

  と成果を、その流れの中で公表してもら

  いたいがどうか。 

２．選挙の投票率について 

(1)投票率の低迷が続いている。また東部地

  域と西部地域の差が著しい。この状況と

  原因をどう思うか。 

(2)投票率上昇のための改善策があると思う

  が、どう考えているか。 

３．巡回バス運行について 

(1)キャロッピー号の利用が非常に少ない。

  東部と西部の利用状況も違う。この現状

  をどう捉えているか。 

(2)現状の打開策は考えられているのか。 

４．住民の生活上の安全を最

  優先で 

道路整備の進展と進出企業の増加に伴い、

その通勤路となる地域住民の生活の安全が

問われて久しい。この現状をどう捉え、そ

の改善に向けた取り組みはどうか。 
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順位 質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 

５．成年後見制度の利用促進

  について 

国の成年後見制度利用促進に向けた取り組

みも動き出した。市町村に対する本制度利

用促進の取り組みも期待されている。本町

におけるその取り組みは考えているか。 

６．商工会育成について 

(1)商工会は地域に密着した事業の展開も増

  加の一途を辿り、町行政と共に取り組ん

  でいる事業も年々充実したものとなって

  いる。それにつれ商工会職員の負担も多

  くなり、マンパワー不足が本来の商工会

  のあるべき姿に影響を与えている。町行

  政と共に実りある事業を展開する上でも

  商工会育成等の補助金の増額が必要であ

  る。この現状をどう捉えているか。 

(2)市町村における中小企業信用保証料補給

  制度の導入についてどう考えているか。

７ 
小林久美子 

（P123～） 

１．介護保険について 

(1)第７期の介護保険料の基準額は、5,700円だ

  が、団塊の世代の方たちが高齢者となる

  時期の保険料基準額の見込みはどうなっ

  ているのか。 

(2)高齢者の中では、年金が減少するなか

  で、介護保険料への負担と将来の介護保

  険料への不安感が強い。国の負担を増や

  すべきだと考えるが、町長の見解はどう

  か。 

２．子育て支援について 

(1)保育所の待機児童の状況とその対応はど

  うしていくのか。 

(2)保育所の来年度の入所見込みはどうか。

(3)放課後児童クラブの待機児童の状況とそ

  の対応はどうなっているのか。 

３．白川の河川改修と堤防の

  強化について 

(1)今まで堤防の強化を要望していた個所に

  ついては、その後どう対応しているの

  か。 

(2)白川中流域の河川整備計画の内容はどう

  なっているのか。 

４．核兵器廃絶のとりくみに

  ついて 

非核都市宣言をしている町として、国が早

急に「核兵器禁止条約」に署名し批准する

ことを求めたいが、町長の見解はどうか。 
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順位 質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 

８ 
中岡 敏博 

（P135～） 

１．児童・生徒の安全安心に

  ついて 

(1)子どもたちの安全・安心を脅かし、保護

  者を不安にさせるものは、具体的になに

  を指すのか、その対策をどのように考え

  ているのか。通学路の安全対策では、ど

  のような危険を想定しているのか。 

(2)本町の声かけ、つきまとい等の不審者情

  報の認知件数及び他の犯罪発生率の把

  握、情報提供の方法について、また、犯

  罪発生率をさらに減少させるために町は

  どのように取り組んでいるのか。 

(3)子どもたちへの安全教育（交通安全・不

  審者・自然災害）をどのようにおこな

  い、子どもを守る方法ではどのようなツ

  ールや技術があり、どのように指導して

  いるのか。 

(4)犯罪防止のため、小学校通学路に防犯カ

  メラの設置や犯罪防止ポスター、標語等

  の募集や子どもたちによる安全マップづ

  くりを進めるべきではないか。 

(5)ＳＮＳによる子どもを巻き込んだ犯罪に

  ついて町は警察と協力しどのような対策

  を講じているのか。 

(6)光の森交番の新設、運用開始から子ども

  たちの安全安心等に対してどのような効

  果が出ていると考えているのか。今後ど

  のように協力していくのか。 

２．その他の子どもたちを守

  るための取組について 

(1)保育園児の安全・安心のため町立・私立

  保育所はどのような安全策をもっている

  のか、それは万全であるといえるのか。

  その根拠を示せ。 

(2)スクールパトロール隊は、ランダムパト

  ロールを進めているが、その理由を具体

  的に示せ。 
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1. 議 事 日 程（１日目） 

    （平成30年第４回菊陽町議会12月定例会） 

                                    平成30年12月４日 

                                    午 前 10 時 開議 

                                    於   議   場 

 日程第１ 議席の指定及び変更について 

 日程第２ 会議録署名議員の指名について 

 日程第３ 会期の決定について 

 日程第４ 諸般の報告 

 日程第５ 行政報告 

 日程第６ 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

 日程第７ 町長提出承認第10号から同意第14号までを一括議題 

 日程第８ 町長の提案理由の説明 

 日程第９ 決算審査報告 

 日程第10 認定第１号 平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 認定第２号 平成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第12 認定第３号 平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第13 認定第４号 平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第14 認定第５号 平成29年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

      （委員会付託） 

 日程第15 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額の決定） 

2. 出席議員は次のとおりである。        

  １番  矢 野 厚 子 君            ２番  大久保   輝 君 

  ３番  阪 本 俊 浩 君            ４番  西 本 友 春 君 

  ５番  那 須 眞理子 君            ６番  佐々木 理美子 君 

  ７番  中 岡 敏 博 君            ８番  吉 山 哲 也 君 

  ９番  北 山 正 樹 君            10番  布 田   悟 君 

  11番  石 原 武 義 君            12番  岩 下 和 高 君 

  13番  大 塚   昇 君            14番  川 俣 鐵 也 君 

  15番  上 田 茂 政 君            16番  小 林 久美子 君 

  17番  甲 斐 榮 治 君            18番  渡  裕 之 君 

3. 欠席議員 

   な   し 

4. 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長  髙 木 定 伸 君 
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  書    記  山 川 真喜子 君 

  書    記  益 満   基 君 

5. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  後 藤 三 雄 君        副  町  長  吉 野 邦 宏 君 

  教  育  長  上 川 幸 俊 君        教 育 部 長  安 武 卓 明 君 

  総 務 部 長  阪 本 浩 德 君        福祉生活部長  阪 本 章 三 君 

  健康保険部長  服 部 誠 也 君        経 済 部 長  士 野 公 典 君 

  土 木 部 長  大 山 陽 祐 君                市 原 憲 吾 君 

  総 務 課 長  板 楠 健 次 君        総合政策課長  中 島 秀 樹 君 

          西 本 一 浩 君                酒 井 章 彦 君 

  人権教育・啓発課長  古 賀 直 之 君        東部町民センター所長  西 本 俊 子 君 

  福 祉 課 長  相 馬 仙 助 君        子育て支援課長  内 藤 優 誠 君 

  町 民 課 長  渡 辺 博 和 君        健康・保険課長  東   桂一郎 君 

  介護保険課長  宮 川 照 之 君        農 政 課 長  山 川 和 徳 君 

  商工振興課長  川 上 一 弘 君                小 野 秀 幸 君 

  都市計画課長  井 芹   渡 君        下水 道課長  矢 野 和 幸 君 

  環境生活課長  丸 山 直 樹 君        総務課総務法制係長  小 泉 秀 和 君 

  学 務 課 長  矢 野 信 哉 君                梅 原 浩 司 君 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              開会 午前10時０分 

○議長（渡裕之君） おはようございます。 

 本日は、議会議員補欠選挙後、初めての議会でございますので、仮の議席に着席していただ

いております。後ほど、議席の指定を行います。 

 それでは、ただいまから平成30年第４回菊陽町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議席の指定及び変更について 

○議長（渡裕之君） 日程第１、議席の指定及び変更を行います。 

 議席の指定及び変更は、会議規則第４条第２項及び第３項の規定により議長において指定し

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。 

 議席番号は、議長席から見て前列右から左へ、２列目も前列どおり、順次番号をつけたいと

思います。御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。 

 それでは、議席番号及び氏名を事務局長より朗読させます。 

○議会事務局長（髙木定伸君） それでは、朗読いたします。 

 １番矢野厚子議員、２番大久保輝議員、３番阪本俊浩議員、４番西本友春議員、５番那須眞

理子議員、６番佐々木理美子議員、７番中岡敏博議員、10番布田悟議員。８番、９番と11番以

降は従前のとおりです。 

○議長（渡裕之君） ただいま事務局長が朗読しましたとおり議席を決定いたしました。 

 変更のあった議員は議席の移動をお願いいたします。 

 よろしいですかね。よろしいですか。はい。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会議録署名議員の指名について 

○議長（渡裕之君） それでは、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、16番小林久美子君、17番甲斐榮治君

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 会期の決定について 

○議長（渡裕之君） 日程第３、会期の決定についてを議題とします。 

 今定例会の会期は、本日から12月17日までの14日間としたいと思いますが、御異議ありませ
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んか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。したがって、今定例会の会期は、本日から12月17日

までの14日間と決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 諸般の報告 

○議長（渡裕之君） 日程第４、諸般の報告を行います。 

 このたび補欠選挙で当選されました議員の常任委員の選任については、閉会中の11月１日、

議長指名により、総務常任委員に布田悟君、産業建設常任委員に矢野厚子君を選任しましたの

で、御報告をいたします。 

 次に、本会議に出席を求めた説明員の職氏名は、議席に配付のとおりです。 

 次に、地方自治法第235条の２第３項の規定による例月出納検査８月、９月、10月分の結果

報告は、議席に配付のとおりです。 

 次に、町村議会議長全国大会が11月21日、ＮＨＫホールで開催されました。大会終了後は、

県関係国会議員への要望と意見交換を行いました。大会内容については、議席に配付のとおり

です。 

 次に、先般、議員派遣を行いました研修概要については、議席に配付のとおり報告をいたし

ます。 

 次に、今回受理しました陳情書は、配付のみといたします。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 行政報告 

○議長（渡裕之君） 日程第５、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申し出があります。これを許します。 

 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、平成30年第４回菊陽町議会定例会をお願いしましたところ、師

走の大変御多用の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 あわせて、９月の地方議会議員補欠選挙で見事当選されました布田議員、矢野議員のお二人

に対しまして心からお祝いを申し上げます。今後の御活躍を祈念いたしますとともに、町行政

に対する御理解と御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 一昨年発生しました熊本地震から２年７か月が過ぎましたが、いまだに仮設住宅やみなし仮

設住宅での生活を余儀なくされている方や、住宅の再建、農地・農業の復旧の道半ばという方

もおられます。商工業者にあっては、事業の再興まではなったが、客が戻らない、売り上げが

戻らない、人手が不足してるという震災の影響が拡大しているところでもあります。 
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 私は、今回の選挙の期間中に、今も気持ちの中では防災服を着ていますと言ってきたところ

であります。そして、今も同じ気持ちであります。それは、今でも、町民の皆さんの生活や事

業活動にいろいろな形で震災の影響が出ているからです。後ほど、熊本地震からの復旧・復興

関連事業の進捗状況について報告いたしますが、完全な復旧・復興の早期実現に向けて全力で

取り組む覚悟でおりますので、議員各位、関係団体、事業所、そして町民の皆様の御協力を賜

りますようお願いいたします。 

 さて、９月30日の菊陽町長選挙が実施されました。結果につきましては、その差が430票と

いう、私にとりましては大変厳しい内容でありました。この町長選挙投票結果の詳細分析を

し、今後の町政運営に反映してまいりたいと考えております。 

 今回の選挙期間中、町民の皆さんから直接に、新たな意見、要望なども聞きました。今まで

の町民懇談会で聞いたようなこともありましたが、また全く違ったものもありました。例え

ば、町長の方からいろいろな政策は聞いたが、初めて聞いたというようなものもありました

し、もっとみんなの意見を聞けというふうなことも言われたところであります。私としては十

分説明しているけれども、これまでの説明が町民の皆様には届いてない、聞いているはずだけ

れども、まだもっと聞いてくれというようなことだと感じております。 

 また、選挙後、政治家、国、県等の人たちとの意見交換をしてまいりました。その結果、東

日本大震災、熊本地震、その後のたび重なる自然災害からの復旧・復興をはじめとして、消費

税率10％、子育て支援、医療・社会保障、農業政策、成長戦略などの解決を迫られている課題

が複雑に絡み合う状況下の中で、政治、行政の運営となるという認識に至ったところでありま

す。 

 その中で最も注意しなければならないことは、今申し上げました、解決を迫られている課題

に対応するため、国、県の方向転換、補助、助成や税配分などの制度変更も考えられるという

ことであります。このようなことに対応するため、総合計画、復旧・復興計画、まち・ひと・

しごと創生総合戦略など町政運営の基本的な計画について、議会、各種団体、業界、そして町

民の皆さんとの意見を重ね、再検討することも考えておりますので、皆様の御理解と御協力を

お願い申し上げます。 

 それでは、最近の状況について行政報告をいたします。 

 最初は、菊陽杉並木公園で発生した事故についてであります。 

 11月７日午前９時半過ぎ、町の非常勤職員で杉並木公園管理作業員の野口也さんが、他の

作業員と一緒に樹木の枝落とし作業中、樹木から転落され、病院に救急搬送された後、医療措

置がなされましたが、誠に残念ながら御逝去されました。改めまして、心から御冥福をお祈り

いたします。 

 このたびは、私どもの管理監督の至らなさによりまして、極めて申し訳ない、御心痛きわま

りない結果をもたらしてしまいました。御本人様、そして御遺族の皆様には誠に申し訳なく思

っております。心から謝罪し、おわび申し上げます。 
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 杉並木公園のみならず町のあらゆる現場で、あらゆる公共工事の現場で安全管理を徹底する

よう訓示したところであります。今後は、引き続き同僚職員に対する心理的な配慮をしなが

ら、御遺族の皆様方には御感情、御心情に最大限に配慮することを最優先として対応してまい

りたいと考えております。 

 次に、全国町村長大会について報告いたします。 

 11月28日に、東京都のＮＨＫホールにおきまして全国町村長大会が開催されました。内容

は、全国町村会長の荒木泰臣嘉島町長の挨拶に続き、安倍総理大臣、大島衆議院議長など来賓

の方々が祝辞を述べられ、議事に入りました。大会決議として、一億総活躍社会実現、地方創

生事業拡充、幼児教育無償化の財源確保、他の全12項目が決議をされました。また、大規模災

害からの復旧・復興、全国的な防災・減災対策の強化に関する特別決議や、車体課税に係る地

方税収の確保に関する緊急決議も全会一致で決議をされました。 

 さらに、重点要望として、１つ、平成28年熊本地震をはじめとする大規模震災、豪雨災害か

らの復旧・復興と全国的な防災・減災対策の強化に関すること。２つ、地方創生のさらなる推

進や社会保障に係る安定財源の確保、子育て支援等の充実等について。３つ目です。地方交付

税の総額の確保や固定資産税の安定的確保について。４つ目に、公立小・中学校施設等の整備

の際は実際の経費を考慮し、十分な予算を確保することについてなど、平成31年度政府予算編

成及び各種政策の具体化に当たっては、特に９つの事項について十分配慮するよう強く要望い

たしました。 

 次は、熊本地震復旧・復興についてであります。 

 まず、震災関連のすまいの再建支援事業についてであります。 

 町事業の転居費用助成事業は、10月末現在で106件、民間賃貸住宅入居費用助成事業は３件

を受け付けています。県事業では、リバースモーゲージ利子助成事業の申請はまだあっていま

せんが、自宅再建利子助成事業は10月末現在で27件受付をしております。 

 以上、４つの支援策により、仮の住まいから、被災者の意向に沿った恒久的な住まいが再

建、確保できるようサポートしているところであります。 

 なお、これまでに行ってきました被災者支援事業についても、継続して支払い事務を進めて

まいります。 

 次に、これまでの継続した被災者支援事業についてであります。 

 １番目に、災害義援金の支給、人的被害及び全壊、半壊、大規模半壊の住家被害に対する支

援。10月末現在で924件、３億7,370万円支払いや、２つ目に一部損壊家屋に対する義援金の支

給ですが、10月末までに1,576件。申請、支給額は、県義援金が787件、7,870万円、町義援金

が1,563件、計3,465万円支払いで、受付期間は平成31年３月末日までとしております。 

 町の条例に基づく見舞金の支給。10月末現在で、690件で3,465万円の支払い。 

 ４番目に、死亡された町民の遺族に対する災害弔慰金の支給。災害弔慰金等支給審査会を開

催し、現在、６名の方を災害関連死と認定をしております。 
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 ５番目に、被災された町民の生活の立て直しのための災害援護資金の貸し付け。現在、２名

に貸し付けをしております。 

 住宅の全壊、大規模半壊あるいは半壊で、やむを得ず解体する場合に対象となります被災者

生活再建支援金の支給。10月末現在での申請件数は349件となっております。 

 住宅の修理や確保などの支援として、家屋が半壊以上が対象となります被災者住宅の応急修

理については、10月末現在で申込件数が376件、そのうち修理完了済み数は353件となっており

ます。 

 次に、仮設住宅であります。 

 応急仮設住宅の光の森仮設団地の入居者は11月末現在で５世帯16人、みなし仮設住宅の入居

者は10月末現在で40世帯111人で、入居の期間は入居時から２年間となっております。今後

も、住まいの再建について支援をしてまいります。 

 次は、被災された農業者の支援に対する被災農業者向け経営体育成支援事業についてであり

ます。 

 現在までに、延べ113経営体232物件の申請があり、申請件数の全部の５億2,852万円の補助

金の交付が決定しております。平成30年11月末までに、113経営体231件の物件が完了をしてお

ります。 

 次に、共同墓地復旧支援事業についてであります。 

 熊本地震で被災した市町村が要望して、熊本県では平成29年度から、集落共有の墓地につい

て、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に要する経費の一部を支援するための共同墓地復旧支

援事業を実施しております。本町では、現在までに延べ23地区35件の申請があり、25件に補助

金の交付を終えたところであります。申請締め切りを今年の12月28日として進めております

が、相談を受けている残り件数につきましても期限内に申請を終える見込みであります。 

 以上、震災関係について報告しましたが、今後も復旧・復興計画に位置づけた事業を着実に

実施し、災害に強い「人・緑 未来輝く生活都市 きくよう」の実現に取り組んでまいりま

す。 

 次は、災害関係事業についてであります。 

 まず、（仮称）光の森多目的広場の整備についてであります。 

 ８月に開催しました整備概要説明会において出された意見や要望を踏まえ、現在、実施設計

を行っております。 

 なお、本議会で提案しております一般会計補正予算で事業費約６億1,200万円を計上いたし

ておりますので、御承認のほどよろしくお願いいたします。 

 次は、民間の危険ブロック塀等の対策についてであります。 

 地震発生時における危険ブロック塀等による人身事故の防止及び避難経路の確保を図るた

め、危険ブロック塀等の撤去を行う方にその費用の一部を補助するため、交付要綱を制定し、

昨日より受付を開始したところであります。 
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 次は、災害により損壊した建築物等の解体撤去の支援に関する協定についてであります。 

 この協定は、熊本県解体工事業協会と熊本県が締結した基本協定に基づき、同協会と本町に

おいて、支援を実施する際の細目について実施協定を８月30日に締結したものであります。こ

れにより、災害発生時に、生活環境の保全及び速やかな復興のために必要な被災した建築物等

の公費解体について、県を通じ支援を要請することで、迅速かつ適正に実施されることが期待

されます。 

 次は、町制施行50周年についてであります。 

 来年の１月１日は、昭和44年、1969年１月１日の町制施行日から50年目に当たります。これ

を記念し、来る２月11日に町制施行50周年記念式典を挙行する計画であります。今日の菊陽町

を築いてこられた先人に感謝するとともに、これからの新しい時代の菊陽町をつくり出す決意

を新たにしているところであります。 

 次は、公立保育所民営化についてであります。 

 民営化の対象であります白菊園、白鈴園、さくら園、武蔵ヶ丘第一保育園、武蔵ヶ丘第二保

育園それぞれの保護者、移管先事業者、町で構成する三者協議会において、移管に関する引き

継ぎの具体的な協議や調整を行っております。新しい園の着任予定の保育士が保育に参加し、

保育課程、保育活動全般、行事、園児ごとの特性などについて現在の町立保育所の保育士と引

き継ぎを行う合同保育も、三者協議会で協議しながら実施をしております。 

 町立保育所で勤務している非正規職員の雇用の継続については、保育所職員コーディネータ

ーによるあっせん、調整を行っております。また、それぞれの保育所設置認可に係る事前申請

が各移管先事業者から熊本県に提出され、認可に向けた審査が行われています。 

 次は、地方創生関連についてであります。 

 国の交付金を活用して、きくよう健康ビジネス起業化プロジェクトに取り組んでいます。こ

の事業の３本の柱の進捗状況について御報告をいたします。 

 １つ目は、総合交流ターミナル施設「さんふれあ」でありますが、大規模改修工事が９月末

に完了し、10月17日にリニューアルオープンをして１か月が経過したところでございます。今

回の改修により新たに設けた健康増進室及び軽運動室の利用状況につきましては、年会員の申

込数が11月26日現在で162名となり、目標としておりました150名を超え、順調にスタートして

いると有限会社さんふれあから聞いております。 

 ２つ目は、きくよう健康倶楽部であります。歩く、健康機器で計測する、健康づくりのプロ

グラムに参加するなどの健康づくりの取組によりポイントがたまる仕組みで、11月末現在で

1,282名の方に参加いただいております。「さんふれあ」のリニューアルオープンに伴い、健

康状態を見える化するための体組成計や血圧計を設置しました。また、健康ポイントの交換を

開始し、歩数イベントを実施しております。 

 ３つ目は、きくよう健康メニューで、健康機器メーカーのタニタによる監修メニューを提供

する飲食店が現在町内に７店舗あり、13品が用意されています。それぞれの店舗の特徴を生か



- 19 - 

した、カロリー控え目でおいしいメニューを提供しております。 

 次は、秋のイベントについてであります。 

 10月から11月にかけて、地域、各種団体、行政などの主催によりさまざまなイベントが開催

をされました。 

 11月10日開催の第31回すぎなみフェスタ2018では、姉妹都市屋久島町から荒木町長はじめ

12名をお迎えし、天候にも恵まれたこともあり、約7,500人の来場者でにぎわいました。ニン

ジンの収穫体験などで本町の特産であるニンジンをＰＲすることができ、また農産物や加工品

の販売及び各種団体の展示や体験コーナーなど、内容の充実が図られたと思っております。今

後も、町の基幹産業であります農業や各種産業の振興、そして健康、福祉、環境といった分野

を含めた総合祭として、町民相互の交流を促進しつつ、菊陽町の魅力を内外に発信してまいり

ます。 

 次は、空港所在地が縁で平成29年２月に災害時相互応援協定を締結した、大阪府豊中市の農

業祭についてであります。 

 農業祭は11月17日に開催され、両市町の交流促進とあわせ、菊陽町及び菊陽にんじんの知名

度向上とブランド化を図るためのＰＲ事業として、初めて参加したところでございます。農業

祭では、ニンジン100％ジュースの試飲やニンジン詰め放題のイベントを行いました。試飲で

は、おいしいとの声が聞かれ、用意した300杯のジュースが瞬く間になくなり、詰め放題では

約100名の長蛇の列ができるほどの盛況ぶりであったとの報告を受けたところでございます。

今後も、本町の農産物ＰＲ活動を通じ、同市との交流を図るとともに、菊陽町及び菊陽にんじ

んの知名度の向上とブランド化を図ってまいります。 

 次に、11月18日には、鼻ぐり井手公園を主会場に、第10回菊陽町鼻ぐり井手祭が開催されま

した。当日は約1,500人の来場者があり、馬場楠の獅子舞や、菊陽南小学校児童による鼻ぐり

井手をめぐる劇など盛りだくさんのステージ発表と、町文化財ボランティアガイド及び子ども

ボランティアガイドが鼻ぐりの説明を行い、町の歴史的遺構をＰＲすることができました。 

 次は、白川流域かんがい用水群の世界かんがい施設遺産登録についてであります。 

 ８月14日に世界かんがい施設遺産に登録されました馬場楠井手の鼻ぐりを含む白川流域かん

がい用水群の登録証伝達式が11月20日に奈良県で行われ、おおきく土地改良区理事長として私

が出席をしてまいりました。これを契機に、熊本市及び大津町と連携し、観光振興並びに地域

の活性化に向けた事業展開をしていきたいと考えております。 

 次は、商工振興についてであります。 

 原水工業団地がほぼ完売の状況となり、熊本県の助言をいただきながら、新たな工業団地の

場所、規模について検討してきました。今般、場所を原水工業団地の南側とし、その規模を約

21.5ヘクタールと決定したところであります。団地名は（仮称）第二原水工業団地とし、平成

33年度の分譲開始に向け、事業を進めてまいります。 

 なお、事業費につきましては、現在のところ約31億円を見込んでおります。 
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 なお、本議会において、菊陽町工業団地造成事業特別会計に係る補正予算で用地取得に伴う

経費の追加補正をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次は、現在、菊池環境保全組合で取り組んでおります新環境工場等の建設についてでありま

す。 

 合志市東部に建設が進んでおります新環境工場等は、平成29年度までに敷地の造成工事、焼

却施設建設工事の契約を終え、本格的な工事に着手しております。また、本年度には、最終処

分場の埋立施設工事と水処理施設工事の契約を完了し、今後も残る雨水調整池等の土木工事を

発注し、平成33年４月からの施設の稼働を行う計画であります。 

 なお、この件については、また全員協議会の方で説明をさせて、環境保全組合の方から説明

に参りますので、よろしくお願いいたします。 

 次は、菊陽中学校合唱部の活躍についてであります。 

 菊陽中学校の合唱部は、九州・沖縄ブロック代表として、10月８日にＮＨＫホールで開催さ

れたＮＨＫ全国学校音楽コンクールに出場しました。惜しくも上位入賞は逸しましたが、菊陽

町の名を全国に広めていただいたと思います。また、11月に行われました熊日学生音楽コンク

ール合唱部門では、実力を十分に発揮し、見事２年ぶりに３回目の熊日大賞、グランプリに輝

きました。合唱部の皆さんに賛辞を贈りたいと思います。 

 最後に、本町出身者の活躍についてであります。 

 昨年６月、2,000本安打を達成したプロ野球中日ドラゴンズの荒木雅博選手が、今季限りで

現役を引退され、中日ドラゴンズのコーチに就任をされました。これまでの功績をたたえます

とともに、今後の御活躍を心から願っております。 

 また、菊陽西小学校出身の中熊大智さんが、プロ野球西武ライオンズに育成ドラフト３位指

名を受けて入団しました。荒木選手が引退された時期に新たなプロ野球選手が誕生すること

は、誠に喜ばしい限りであります。今月の終わりには役場に挨拶にお見えになる予定で、中熊

選手の活躍を祈念いたします。 

 以上、行政報告をいたしましたが、今後も、安全で安心できる生活を回復し、震災前の生活

や事業活動を取り戻し、加えて、一歩進んで将来の発展につながる復興を力強く進めてまいり

ますので、議員各位の御理解、御協力をお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきま

す。 

○議長（渡裕之君） 行政報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

○議長（渡裕之君） 日程第６、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてを議題

とします。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと思いま
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すが、御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定をいたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定をいたしま

した。 

 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に小林久美子君を指名します。これに御異議ありま

せんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名をいたしました小林久美

子君を熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に決定し、会議規則第33条第２項の規定により

告知をいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 町長提出承認第１０号から同意第１４号までを一括議題 

○議長（渡裕之君） 日程第７、町長提出承認第10号から同意第14号までの19件について一括し

て議題といたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 町長の提案理由の説明 

○議長（渡裕之君） 日程第８、ただいま議題といたしました議案に対する町長の提案理由の説

明を求めます。 

 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） それでは、平成30年第４回菊陽町議会定例会の付議事件について提案理由

を申し上げます。 

 提案します付議事件は19件です。内訳は、承認１件、認定５件、議案10件、同意３件であり

ます。 

 それでは、付議事件の順に申し上げます。 

 承認第10号は、損害賠償請求事件の専決処分に係る承認を求めることについてであります。 

 内容は、町道に係る損害賠償事件に関しまして、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和

解について専決処分を行いましたので、これを報告し、承認を求めるものであります。 

 認定第１号から認定第５号は、平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳

出決算４件について、地方自治法第233条第３項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて、

同法第96条第１項第３号の規定により議会の認定を求めるものであります。 
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 議案第60号は、菊陽町職員の定数条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 内容は、近年の急激な人口増加により部課等の事務量が増加しており、複雑、多様化する住

民ニーズに応えるため、職員定数の見直しを行うものであります。 

 議案第61号は、菊陽町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてでありま

す。 

 内容は、複雑、多様化する住民ニーズや一時的に増大する業務等に対応するため、職員の任

期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるた

め、本条例を制定するものであります。 

 議案第62号は、菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 内容は、町立保育所白鈴園、白菊園、さくら園、武蔵ヶ丘第一保育園、武蔵ヶ丘第二保育園

の民間移管に伴い、この５園を廃止し、あわせて文言等の整理をするため、本条例を改正する

ものであります。 

 議案第63号は、菊陽町工場立地法準則条例の制定についてであります。 

 内容は、工場立地法の改正に伴い、国が定める緑地面積率等の準則にかえて適用すべき準則

を定めるものであります。 

 議案第64号は、平成30年度菊陽町一般会計補正予算（第４号）についてであります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に９億57万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を165億

916万6,000円と定めるものであります。 

 歳入の主なものとしては、町税を１億3,924万6,000円、国庫支出金を３億1,240万8,000円、

繰入金を１億188万円、町債を１億9,590万円それぞれ増額するものであります。 

 一方、歳出の主なものとしましては、民生費を１億3,470万5,000円、商工費を5,844万

5,000円、土木費を7,924万3,000円、消防費を６億1,691万8,000円それぞれ増額し、教育費を

5,654万6,000円減額するものであります。 

 議案第65号は、平成30年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてであり

ます。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に１億3,219万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を37億

2,092万7,000円と定めるものであります。 

 歳入は、県支出金を１億3,219万6,000円増額し、歳出の主なものは、保険給付費を１億

3,219万6,000円増額するものであります。 

 議案第66号は、平成30年度菊陽町工業団地造成事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 （仮称）第二原水工業団地の用地取得のための経費が必要となったことから、補正をお願い

するものであります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に5,799万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を３億

2,654万9,000円と定めるものであります。 
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 歳入は、一般会計繰入金を5,799万5,000円増額し、歳出の主なものは、事業費の公有財産購

入費を１億2,000万円増額するものであります。 

 議案第67号は、平成30年度菊陽町下水道事業会計補正予算（第１号）についてであります。 

 内容は、収益的収入及び支出の予定額において、事業収益を72万8,000円増額し、13億

4,846万7,000円と定め、事業費用を623万1,000円減額し、13億2,391万円と定めるものであり

ます。 

 また、資本的収入及び支出の予定額において、収入を695万9,000円減額し、６億1,265万

9,000円と定め、支出においては増減の補正はありません。 

 議案第68号は、熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更についてであります。 

 内容は、熊本県市町村総合事務組合の構成団体である地方独立行政法人くまもと県北病院機

構設立組合が、くまもと県北病院機構設立組合に名称変更するため、熊本県市町村総合事務組

合規約の一部を変更するものであります。 

 なお、この議案につきましては、関係団体において同文での議会の議決を求められておりま

す。 

 議案第69号は、町道路線の変更についてであります。 

 内容は、町道空港戸次線について、戸次地区の下戸橋を町道認定するため、変更するもので

あります。 

 同意第12号は、菊陽町教育委員会委員の任命について議会の同意を求めることについてであ

ります。 

 現教育委員会委員の紫垣徹様の任期が、来る平成30年12月31日をもって満了となります。つ

きましては、引き続き紫垣徹様を教育委員会委員に任命したく、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 同意第13号は、菊陽町固定資産評価審査委員会委員の選任について議会の同意を求めること

についてであります。 

 現固定資産評価審査委員会委員の竹田哲夫様の任期が、来る12月18日をもって満了となりま

す。つきましては、引き続き竹田哲夫様を固定資産評価審査委員会委員に選任したく、地方税

法第423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 同意第14号は、菊陽町固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについてであり

ます。 

 現固定資産評価員の阪本修一様から、本年12月末をもって辞職したい旨の願いが提出されま

した。慰留いたしましたが、御本人の意思がかたいため、12月31日をもって辞職を承認しまし

た。つきましては、新たに税務課長であります酒井章彦様を固定資産評価員に選任したく、地

方税法第404条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 以上、議案の要旨のみについて申し上げましたが、詳細につきましては議案審議の際に御説

明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（渡裕之君） 提案理由の説明を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 決算審査報告 

○議長（渡裕之君） 日程第９、認定第１号から認定第５号までの５件を一括議題といたしま

す。 

 決算審査に先立ちまして、監査委員の審査結果について報告を求めます。 

 代表監査委員橋本輝也君。 

○菊陽町代表監査委員（橋本輝也君） おはようございます。 

 平成29年度菊陽町一般会計・特別会計歳入歳出決算及び財産・基金運用状況審査意見書につ

いて報告します。 

 まず、今回の決算審査の対象としまして、１番、平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算、

２番、平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、３番、平成29年度菊陽町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算、４番、平成29年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算、５

番、平成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算、６番、平成29年度菊陽町財産に関する

調書、７番、平成29年度菊陽町基金運用状況調書の７項目になります。 

 監査の実施日につきましては、平成30年７月９日から８月２日までのうち11日間で、菊陽町

役場監査委員室において決算審査を実施しました。 

 内容でございます。 

 まず、資料２ページの審査の方法及び決算の概要の審査の方法でございますけど、この決算

審査に当たっては、町長から付されました平成29年度の各会計決算書、決算事項別明細書、実

質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況調書等の書類について計数の確認を行

い、さらに会計課保管に属する諸書類、その他各課担当職員からの関係書類の提出を求め、必

要に応じ説明を聴取し、予算執行の可否並びに会計処理が適正で合理的に行われているかなど

について審査を行いました。 

 ２番の決算の概要でございますけど、平成29年度の菊陽町一般会計の状況は、歳入総額

172億2,098万3,000円、歳出総額159億7,424万円で、差引残額は12億4,674万3,000円となって

おります。このうち５億3,466万1,000円が翌年度に繰り越すべき財源となるため、実質収支額

は７億1,208万2,000円の黒字となっています。繰り越すべき財源の詳細な内訳につきまして

は、資料８ページの表10の繰越額明細、繰越明許費及び事故繰越を御参照ください。 

 各年度別決算の推移については、資料２ページに掲載しているとおりでございます。 

 資料３ページの歳入について説明を行います。 

 平成29年度の菊陽町一般会計歳入決算は、予算現額は189億515万6,000円、調定額175億

246万1,000円、収入済額が172億2,098万3,000円となっております。収入済額は、前年度より

10億8,039万7,000円の増加となっております。詳細な内訳につきましては、表２を参照してく

ださい。 
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 次に、本町の自主財源割合については58.29％となっております。その大半を占めます町税

は40.87％であり、他市町村に比べまして割合が高い状況となっております。また、詳細な内

訳につきましては、資料４ページの表３の自主財源と依存財源を御参照ください。 

 次に、歳入の状況を見ますと、収入未済額は２億7,552万2,000円で、不納欠損額は595万

5,000円となっています。その内訳につきましては、資料４ページの表４の収入未済額の状況

と、表５の不納欠損額の状況を御参照ください。 

 続きまして、資料５ページの町税についてでございます。調定額は72億6,848万6,000円で、

前年度の67億6,987万2,000円よりも４億9,861万4,000円増加し、収入済額も70億3,878万

1,000円で、前年度の65億1,723万4,000円よりも５億2,154万7,000円の増加となっています。

収入率は、予算現額に対し100.61％、調定額に対し96.84％となっています。表６の過去３年

間の内訳を見ますと、町民税、固定資産税、軽自動車税の徴収率は、前年度よりも微増ではあ

りますがアップしております。 

 資料６ページの表７、菊陽町税収入未済額の各年度別については、記載しています表のとお

りでございます。 

 また、平成29年度菊陽町税不納欠損額の内訳についても、資料７ページの表８のとおりでご

ざいます。 

 次に、資料７ページの歳出について説明いたします。 

 平成29年度の菊陽町一般会計歳出決算は159億7,423万9,000円で、予算現額189億515万

6,000円に対し、執行率は84.5％となっています。その内訳は、記載しています表９のとおり

でございます。 

 また、支出済額は、前年度より９億7,357万7,000円増加しています。その構成を見ますと、

民生費34.35％、総務費が14.37％、次いで教育費が10.21％で高く、公債費が9.85％、衛生費

が8.62％、この５項目で全歳出額の77.4％を占めております。その内訳につきましては、表９

に記載しているとおりでございます。 

 なお、次年度への繰越額は、繰越明許費が28事業の21億7,238万8,000円、事故繰越が３事業

の5,489万6,000円となってます。繰越しの詳細な内訳につきましては、資料８から９ページに

記載してます表10を参照してください。 

 次に、資料10ページの特別会計について説明いたします。 

 まず、国民健康保険特別会計の概要については、平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計決

算の状況は、歳入総額44億6,487万円、歳出総額42億1,331万8,000円で、差引残額は２億

5,155万2,000円となっています。 

 各年度別決算の推移については、表11を参照してください。 

 歳入について。平成29年度国民健康保険税の歳入決算額は、予算現額７億1,725万2,000円に

対し、収入済額は７億7,940万1,000円で、収入率は108.66％となっています。また、調定額

11億625万6,000円に対して収入率は70.45％となっており、収入済額は前年度より3,253万
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4,000円の増となってます。 

 国民健康保険税の各年度別推移表、表13を見ますと、平成29年度の収入未済額は３億

1,524万6,000円で、不納欠損額は1,161万円となっています。その詳細な内訳につきまして

は、資料11ページの表14、表15に記載しているとおりでございます。 

 資料12ページの歳出の内訳でございます。平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳出決算

は、42億1,331万8,000円に対し、執行率は97.04％であり、前年度より１億1,485万7,000円の

増加となっています。その構成比を見ますと、保険給付費が57.37％、共同事業拠出金が

23.38％となっています。詳細な内訳につきましては、表17に記載しているとおりでございま

す。 

 次に、資料13ページの後期高齢者医療特別会計について説明いたします。 

 平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計決算の状況は、歳入総額３億3,497万1,000円、歳

出総額３億2,515万3,000円で、差引残額は981万8,000円となっています。 

 歳入につきましては、平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入決算は、予算現額３億

3,308万9,000円に対し、収入済額は３億3,497万1,000円で、収入率は予算現年に対し100.57％

となっています。 

 各年度後期高齢者医療保険料の収納状況の詳細内容につきましては、表18に記載していると

おりでございます。 

 歳出について。平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計の歳出決算は３億2,515万3,000円

で、予算現額３億3,308万9,000円に対し、執行率は97.62％となっています。歳出の執行状況

の詳細内容につきましては、表19に記載しているとおりです。 

 また、平成29年度保健事業の状況については、資料14ページの表20のとおりとなっていま

す。 

 次に、資料15ページの介護保険特別会計について説明いたします。 

 平成29年度菊陽町介護保険特別会計決算の状況は、歳入総額24億9,359万3,000円、歳出総額

23億2,287万円で、差引残額は１億7,072万3,000円となっています。 

 歳入につきましては、平成29年度菊陽町介護保険特別会計の歳入決算は、予算現額25億

1,124万円に対し、収入済額は24億9,359万3,000円で、収入率は予算現額に対し99.3％となっ

ています。また、調定額25億1,106万6,000円に対し、99.3％となっています。歳入の執行状況

を見ますと、介護保険料で収入未済額が1,571万9,000円、409名分です、と不納欠損額175万

4,000円、55名分が生じております。 

 各年度別介護保険料の収納状況は、表23に記載しているとおりでございます。 

 次に、歳出についてです。平成29年度菊陽町介護保険特別会計の歳出決算は、23億2,287万

円に対し、執行率は92.5％であり、前年度の21億495万4,000円よりも２億1,791万6,000円増加

しております。執行状況の詳細な内訳につきましては、表25に記載しているとおりです。 

 また、介護保険給付費の各年度別推移と要介護、要支援者数の各年度別推移につきまして
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は、資料16ページの表25、26に記載しているとおりです。 

 次に、資料17ページの土地取得特別会計について説明いたします。 

 平成29年度菊陽町土地取得特別会計の状況は、歳入総額102万4,000円、歳出総額102万

4,000円で、差引残額は０となっています。 

 歳入歳出及び歳入の状況、歳出の状況の内容につきましては、ページ17に記載しているとお

りです。 

 次に、資料18ページの財産に関する調書について説明いたします。 

 公有財産について、総務大臣通知の「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」

に基づきまして固定資産台帳を整備したことに伴い、前年度末の面積に差異が生じたため、土

地につきましては22万1,170平米の減、建物につきましては889平米の減となっております。 

 平成29年度の詳細な内容につきましては、４行目以降に記載している内容のとおりです。 

 また、詳細な内訳は、表29の財産総括表（土地・建物）と表30の財産総括表（土地・建物以

外）に記載しているとおりでございます。 

 公有財産、その他の財産のいずれにおいても、審査の結果、適正に管理運用がなされている

ものと認められますが、台帳精査による修正は今後とも関係課と連携をとり、整備に努めてい

ただきたいと思います。 

 次に、資料19ページの基金運用状況調書について説明します。 

 基金の運用状況は、財政調整基金で、平成30年度事業との財源調整で決算ベース３億

7,336万2,000円の増の25億459万円となっており、また減債基金は地方債の繰上償還等により

２億969万6,000円減少し、３億8,855万8,000円となっております。その他、今後の施設の老朽

化に伴う更新費用や施設整備のため、公共施設整備基金が１億2,477万8,000円増の５億

1,321万1,000円、新たな総合スポーツ施設整備のための総合スポーツ施設整備基金が１億10万

円増の５億24万円となっております。また、平成28年熊本地震からの復興のための基金を新た

に整備し、9,005万1,000円を積み立てております。 

 特別会計においては、国民健康保険特別会計の療養給付支払等基金が１億1,000万1,000円増

の１億1,099万3,000円、介護保険特別会計の介護保険給付費準備基金が１億3,212万3,000円増

の２億3,578万4,000円となっています。 

 全17基金の増減につきましては、資料20ページの表31のとおりです。 

 基金の設置趣旨により適正かつ効率的に運用されているか、また計数は正確であるかについ

て審査した結果、いずれの基金も目的に沿った適正な運用がなされているものと認定しまし

た。 

 次に、資料21ページの本町の財政構造と財政指数について説明します。 

 歳入ですけど、①自主財源と依存財源に区分し、年度別に比較すると、表32に記載している

とおりになります。平成29年度の自主財源と依存財源の構成比は58.3％対41.7％となってお

り、自主財源比率が多くなっております。熊本県内の市町村及び全国平均と比べても、自主財



- 28 - 

源の割合は高い状況となっております。 

 ②平成29年度の経常的収入と臨時的収入の構成比は66.9％対33.1％となっており、年度別に

比較しますと、資料22ページの表33に記載しているとおりとなります。 

 次に、23ページの歳出の構成について説明いたします。 

 性質別歳出決算額を、義務的経費、投資的経費、その他の経費に区分し、前年度と比較しま

すと、表34に記載しているとおりになります。 

 その内訳ですが、義務的経費が66億5,614万7,000円で、前年度と比較しますと4.63％、２億

9,466万2,000円の増となっており、歳出総額に占める割合は41.7％となっております。この主

たる要因は、扶助費と公債費の増であります。 

 次に、投資的経費は22億6,609万2,000円で、前年度と比較しますと10.28％、２億1,132万

7,000円の増となっております。この主たる要因は、総合交流ターミナル施設整備事業費及び

武蔵ヶ丘北小学校増築事業費の増であります。 

 次に、その他の経費につきましては70億5,202万円で、前年度と比較しますと4.44％、２億

9,966万4,000円の増となっています。この主たる要因は、財政調整基金等への積立金の増であ

ります。 

 一方、経常経費に充当された一般財源等は73億6,672万2,000円で、前年度と比較しますと

2.78％、１億9,958万8,000円の増加となっています。 

 次に、資料24ページの財政指数について説明いたします。 

 健全な財政運営の要件は、収支の均衡を保持しながら、経済的変動や町民要望に対応し得る

弾力性を持つものでなければなりません。普通会計における財政力の動向、財政構造の弾力性

を判断する主要財政指標、アの財政力指数、イの経常収支比率、ウの公債費負担比率、エの標

準的財政規模の各年度別推移は、表35に記載しているとおりです。 

 本町の29年度のアの財政力指数は0.93で、前年度から0.01ポイント増加しております。この

指数が１に近いほど財政に余裕があるとされております。 

 また、本町の29年度のイの経常収支比率は83.9％で、前年度から1.5ポイント減少してお

り、類似団体との比較では6.8ポイント低くなっております。 

 なお、平成28年決算における類似団体の経常収支比率の平均値は90.7％となっています。 

 本町の平成29年度のウの公債費負担比率は13.3％で、前年度より0.8ポイント増加しており

ますが、これは平成29年度に繰上償還を実施しているためで、繰上償還を除きますと10.9％

で、前年度より1.6ポイントの減となります。この公債費負担比率は、一般的には、財政の硬

直化を招かない15％以内の範囲が望ましいとされております。 

 次に、本町の29年度のエの標準財政規模は、ここ数年は町税が増加しており、普通交付税等

は減少しているものの、全体的に増加傾向にあります。 

 最後に、資料25ページの審査の結果と意見について説明します。 

 審査に付されました平成29年度の一般・特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収
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支に関する調書及び財産に関する調書、基金運用状況調書は、関係法令に準拠して作成されて

います。上記書類の記載の計数は、関係諸帳簿や証憑書類等と照合し、金融機関残高証明の金

額とも合致したため、予算執行及び関連事務処理は適正に行われていると認定しました。ま

た、個別的な細部の指摘及び是正事項につきましては、例月出納検査、定期監査を含め、その

都度、協議、改善を指導しております。 

 一般・特別会計の予算執行に関する総括的意見としまして、財政運営は適正に運営されてい

るものと認識しております。これに連動し、財政運営の実態を表した財政構造、財政指数につ

いては、多少数値に増減はあるものの、過去の数値推移から問題はないものと判断していま

す。 

 財産や基金に関する運用状況は、行政財産の取得、処分及び債権、物品の移動等について、

関係台帳や証憑類と照合し、適切な管理運営がなされてるものと認められます。ただ、平成

28年４月に発生しました熊本地震などから完全に復興したとは言えないため、今後の財政運営

も慎重にお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 代表監査委員の決算審査の報告を終わります。 

 代表監査委員には、決算審査の結果説明お疲れさまでございました。 

 しばらく休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午前11時９分 

              再開 午前11時20分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（渡裕之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 平成29年度決算認定の件については、各課長に説明を求めますが、決算については、この

後、各委員会に付託を予定しております。質疑については、総括的、大綱的な質疑にとどめ、

詳細については各委員会でお願いをいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１０ 認定第１号 平成２９年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について 

○議長（渡裕之君） 日程第10、認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とします。 

 財政課長、説明を求めます。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） おはようございます。 

 それでは、認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上

げます。 

 本件につきましては、本日、代表監査委員から決算審査報告がなされ、また、議長が今申さ

れましたように各委員会に付託される予定ですので、詳細につきましては、その際、各担当課
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から説明させていただきます。 

 関係書類は、歳入歳出決算書、主要な施策の成果及び引き上げ分の地方消費税収入の使途並

びに平成28年熊本地震関係経費、財産に関する調書及び基金運用状況調書、それから本日代表

監査委員から報告がありました決算審査意見書、さらに添付資料として歳入歳出決算参考資料

の５種類になります。 

 財政課からは、添付資料の歳入歳出決算参考資料を用いまして、歳入歳出の款、項の区分の

主なものについて、収入済額または支出済額の前年度との比較を中心に御説明申し上げ、その

後で歳入歳出決算書によりポイントとなります項目を御説明いたします。 

 なお、御質問に対しましては担当課長等がお答えしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、歳入歳出決算参考資料の１、２ページをお開きください。 

 まず、歳入ですが、予算現額及び調定額については省略させていただき、平成29年度の収入

済額について、前年度との比較を中心に説明させていただきます。 

 款の１町税は、収入済額が70億3,878万1,133円で、前年度との比較は５億2,154万7,240円、

8.0％の増となりました。歳入合計に占める構成比率は40.9％で、一番高い比率です。 

 その中で、項の１町民税は31億1,192万9,510円で、５億6,096万7,730円、22.0％の増となり

ました。個人町民税、法人町民税ともに増加しています。 

 項の２固定資産税は34億6,107万3,440円で、3,360万9,029円、1.0％の減となりました。こ

のうち、土地、建物は増加、償却資産は減少しています。 

 款の２地方譲与税は１億9,871万1,000円で、269万2,000円、1.4％の増となりました。地方

譲与税は、国税として徴収され、都道府県及び市町村に一定の基準をもって譲与されるもの

で、項の１地方揮発油譲与税は減少、項の２自動車重量譲与税は増加、項の３航空機燃料譲与

税も増加しました。 

 款の６地方消費税交付金は７億6,337万9,000円で、6,517万1,000円、9.3％の増となりまし

た。平成26年４月に消費税率が５％から８％に引き上げられ、このうちの地方消費税率が１％

から1.7％に引き上げられています。 

 なお、引き上げ分の地方消費税収入の使途については、関係書類の主要な施策の成果及び引

き上げ分の地方消費税収入の使途並びに平成28年熊本地震関係経費に整理しております。 

 款の12地方交付税は４億6,630万7,000円で、２億780万6,000円、30.8％の減となりました。

このうち、普通交付税が１億2,822万4,000円減の２億9,320万9,000円、特別交付税が7,958万

2,000円減の１億7,309万8,000円になります。 

 款の14分担金及び負担金は３億5,627万5,349円で、665万1,704円、1.8％の減となりまし

た。保育料をはじめとする児童福祉費負担金が約90％を占めております。 

 款の16国庫支出金は24億2,226万1,063円で、３億1,917万4,671円、11.6％の減となりまし

た。構成比は14.1％で、２番目に高い比率です。 

 そのうち、項の１国庫負担金は7,408万1,656円、4.4％の減、項の２国庫補助金は２億
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4,586万1,276円、23.1％の減になります。減少の要因は、保育所等整備交付金や災害廃棄物処

理事業、小・中学校、公共土木施設、農林業施設の災害復旧事業の減が大きく影響しておりま

す。 

 款の17県支出金は15億6,754万6,718円で、9,014万3,701円、6.1％の増となりました。主な

要因は、被災農業者向け経営体育成支援事業、平成28年熊本地震復興基金交付金の増が大きく

影響しております。 

 款の18財産収入は５億4,699万5,020円で、４億4,446万6,753円、433.5％の増となりまし

た。主な要因は、原水工業団地と第二土地区画整理地区の土地売払収入の増になります。 

 次の３、４ページをお開きください。 

 款の20繰入金は５億5,923万1,000円で、１億4,943万1,018円、21.1％の減となりました。財

政調整基金繰入金の減によるものになります。 

 款の21繰越金は、11億3,992万3,663円で、３億5,213万6,664円、44.7％の増となりました。

この中には、繰越明許費分の繰越金が含まれております。 

 款の22諸収入は２億2,435万4,419円で、１億2,049万8,659円、116.0％の増となりました。

主な要因は、財団法人熊本県市町村振興協会市町村交付金と町村有建物災害共済金の増になり

ます。 

 款の23町債は16億3,450万円で、１億7,190万円、11.8％の増となりました。構成比は、３番

目に高い9.5％を占めています。主なものは、臨時財政対策債、総合交流ターミナル整備事業

債、菊陽北小、菊陽西小、武蔵ヶ丘北小及び武蔵ヶ丘中学校施設整備事業債、小学校空調設備

設置事業債、災害対策債になります。 

 以上、歳入合計は、平成28年度からの繰越分を含めて172億2,098万3,394円となり、前年度

から10億8,039万7,109円、6.7％の増となりました。 

 ５、６ページをお開きください。 

 次は、歳出になります。 

 款の１議会費は、支出済額が１億2,028万3,434円で、前年度との比較は344万9,234円、

2.8％の減となりました。 

 款の２総務費は22億9,587万4,191円で、４億5,563万2,892円、24.8％の増となりました。歳

出合計における構成比は14.4％を占めています。増加した主な理由は、項の１総務管理費の中

で財政調整基金積立金、公共施設整備基金積立金、平成28年熊本地震復興基金積立金の増にな

ります。 

 款の３民生費は54億8,738万6,893円で、6,209万6,792円、1.1％の増となりました。歳出合

計における構成比は34.4％と、最も高い比率となっています。 

 項の１社会福祉費は23億5,854万94円で、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計

繰出金、熊本県後期高齢者医療広域連合負担金や障害者福祉費の扶助費、被災住宅応急修理補

助金、臨時福祉給付金などが主なものです。 
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 また、項の２児童福祉費は31億2,884万6,799円で、中部小、西小放課後児童クラブ建設工

事、児童手当、保育園費などが主なものです。 

 款の４衛生費は13億7,621万6,967円で、３億6,649万2,122円、36.3％の増となりました。子

ども医療費助成や予防接種委託料、菊池環境保全組合負担金などが主なものであり、また、災

害ごみ処理、損壊家屋解体撤去委託料について、平成28年度では款の９消防費に計上しており

ましたが、平成29年度には款の４衛生費に計上したため、ごみ収集運搬等委託料が増となって

おります。 

 款の５労働費は295万862円で、３万5,459円、1.2％の減となりました。勤労青少年ホームと

働く婦人の家の管理運営費になります。 

 款の６農林水産業費は５億4,267万1,096円で、１億9,668万9,765円、56.8％の増となりまし

た。総合交流ターミナル整備事業の増が影響しております。 

 款の７商工費は２億9,735万1,678円で、１億2,275万285円、70.3％の増となりました。工場

等立地促進補助金の増が影響しています。 

 款の８土木費は12億7,030万6,825円で、１億2,039万7,800円、10.5％の増となりました。主

な理由は、被災宅地復旧支援事業補助金、復興基金、区画整理事業、古閑原団地建設事業など

の増によるものです。 

 款の９消防費は８億3,011万3,328円で、６億4,012万8,341円、43.5％の減となりました。主

なものでは、繰越明許費分の緊急災害対策事業、災害ごみ処理、家屋解体等、菊池広域連合負

担金になります。 

 款の10教育費は16億3,083万7,450円で、３億5,373万5,731円、27.7％の増となりました。歳

出合計における構成比は10.2％を占めています。主な理由は、菊陽南小学校空調整備事業や菊

陽北小学校大規模改造事業、菊陽西小学校給食室増築改築事業、武蔵ヶ丘北小学校増築事業な

どが増加したことによります。 

 款の11災害復旧費は５億4,623万8,913円で、３億8,640万9,264円、41.4％の減となりまし

た。平成28年熊本地震による災害復旧費事業分になります。 

 款の12公債費は15億7,400万7,907円で、３億2,580万3,833円、26.1％の増となりました。主

な理由は、原水工業団地用地分として起債した第三セクター等改革推進債を繰上償還したこと

による増です。公債費の内訳は、元金が14億5,072万6,718円、利子が１億2,328万1,489円にな

ります。 

 なお、平成29年度末の地方債現在高は、一般会計で163億6,128万円となり、臨時財政対策債

や災害復旧債などの借入れにより、前年度末から約１億8,377万円増加しました。 

 最後は、款の14予備費で、支出済額はありませんが、他の款項に充当しており、決算書に充

当先を記載していますので、後ほど御説明いたします。 

 以上、歳出合計は、平成28年度からの繰越し分を含め159億7,423万9,544円で、前年度から

９億7,357万6,922円、6.5％の増となりました。 



- 33 - 

 以上で参考資料による説明を終わりまして、次に歳入歳出決算書の中でポイントなります項

目を説明いたします。 

 歳入歳出決算書を御覧ください。 

 表紙をめくっていただきますと目次がございます。１の歳入歳出決算書を１ページから、２

の事項別明細書を11ページから、最後に３の実質収支に関する調書を253ページに掲載してい

ます。 

 それでは、１、２ページをお開きください。 

 まず、歳入歳出決算書の歳入ですが、収入済額は先ほど説明したとおりです。 

 次に、不納欠損額についてですが、款の１町税にあります。また、収入未済額は、款の１町

税と款の14分担金及び負担金、款の15使用料及び手数料、款の22諸収入にあります。 

 なお、町税に係る徴収率や不納欠損処分の内訳などについては、監査委員の決算審査意見書

にも一覧として整理されています。 

 右欄の予算現額と収入済額との比較の項目を御覧ください。数値がマイナス、△表示となっ

ているものは、一番下の款の16国庫支出金、次の３、４ページをお開きいただき、款の17県支

出金及び款の23町債で、これは平成30年度への繰越明許費、事故繰越しに係る財源の未収入額

などになります。 

 ５、６ページをお開きください。 

 次は、歳出になります。支出済額等は先ほど説明したとおりですので、省略させていただき

ますが、６ページ中央の列の翌年度繰越額は繰越明許費、事故繰越しでありまして、６月議会

において繰越明許費に係る繰越計算書、事故繰越しに係る繰越計算書で報告させていただいた

内容になります。 

 なお、監査委員の決算審査意見書にも一覧として整理されています。 

 10ページをお開きください。 

 ここからは決算の認定をいただくための書類であります事項別明細書になります。大まかな

内容は、先ほど歳入歳出決算参考資料で説明いたしましたので、省略させていただきますが、

記載項目等について説明させていただきます。 

 11、12ページをお開きください。 

 まず、歳入ですが、款項目節ごとに予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済

額、さらに備考欄に細節や金額などを記載しております。 

 少し飛びますが、45、46ページをお開きください。 

 次は、歳出になります。款項目節ごとに予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、さら

に備考欄に細節や金額などを記載しています。 

 以上、事項別明細書の項目を申し上げましたが、歳入歳出の詳細な内容につきましては、各

委員会に付託される予定ですので、その際、各担当課から詳しく説明させていただきます。 

 次に、最後の方の249、250ページをお開きください。 
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 款の14予備費については、支出済額はありませんが、249ページの右から２番目の列の予備

費支出及び流用増減に記載のとおり、1,858万7,000円を充当しました。内訳は、250ページと

252ページの備考欄に記載のとおりの科目に充当しています。 

 最後に、253ページをお開きください。 

 このページは実質収支に関する調書で、単位は1,000円となります。 

 １の歳入総額172億2,098万3,000円に対し、２の歳出総額が159億7,424万円ですので、３の

歳入歳出差引額は12億4,674万3,000円となります。ただし、４の翌年度へ繰り越すべき財源と

して、繰越明許費繰越額の５億2,181万4,000円と事故繰越し繰越額1,284万7,000円の計５億

3,466万1,000円が必要ですので、５の実質収支額は７億1,208万2,000円となります。 

 なお、一般会計を含みます普通会計における財政指標などにつきましては、監査委員の決算

審査意見書に記載されていますので、後ほど御覧いただければと存じます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明は終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これで認定第１号についての質疑を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１１ 認定第２号 平成２９年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 

○議長（渡裕之君） 日程第11、認定第２号平成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。 

 財政課長、説明を求めます。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） 認定第２号平成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出

決算の認定について御説明申し上げます。 

 １枚めくっていただきますと、資料として主要な施策の成果をつけていますが、この特別会

計は用地先行取得事業に係る歳入歳出を経理するものです。また、１枚めくっていただきます

と、平成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算書をつけています。 

 決算の内容は、歳入歳出決算事項別明細書で説明いたします。 

 ７、８ページをお開きください。 

 まずは歳入ですが、款の１財産収入、項の１財産運用収入、目の１基金運用収入は、収入済

額が１万8,975円で、土地開発基金の利子になります。 

 款の２繰入金、項の１一般会計繰入金、目の１一般会計繰入金は、収入済額が100万4,807円

で、（仮称）光の森多目的広場の維持管理費分を一般会計から繰り入れて財源を確保したもの

です。 
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 以上、歳入合計は、収入済額が102万3,782円となります。 

 次の９、10ページをお開きください。 

 次は、歳出になります。 

 款の１土地開発基金積立金は、支出済額が１万8,975円で、歳入で受け入れた土地開発基金

の利子を積み立てたものです。 

 款の２諸支出金、項の１財産取得費、目の３土地・建物管理費は、（仮称）光の森多目的広

場の維持管理費に100万4,807円を支出しました。 

 以上、歳出合計も102万3,782円となりました。 

 11ページをお開きいただき、実質収支に関する調書ですが、歳入歳出差引額は０円となり、

翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も０円となります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明は終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これで認定第２号についての質疑を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 認定第３号 平成２９年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 

              いて 

○議長（渡裕之君） 日程第12、認定第３号平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。 

 健康・保険課長、説明を求めます。 

○健康・保険課長（東 桂一郎君） 認定第３号平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算について御説明申し上げます。 

 １枚めくっていただきますと、資料として主要な施策の成果をつけています。その次が、平

成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書になります。 

 歳入歳出決算書を御覧ください。 

 表紙をめくっていただきますと目次がございます。１の歳入歳出決算書を１ページから、２

の歳入歳出決算事項別明細書を７ページから、最後に３の実質収支に関する調書を29ページに

掲載しています。 

 国民健康保険特別会計の決算につきましては、文教厚生常任委員会に付託される予定ですの

で、１の歳入歳出決算書で款項の主なものについて御説明させていただきます。 

 それでは、決算書の１ページと２ページを御覧ください。 

 まず、歳入になりますが、予算現額及び調定額については省略させていただき、収入済額を
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中心に主なものについて御説明いたします。 

 款の１国民健康保険税は７億7,940万1,018円で、前年度より3,253万3,556円の増となりまし

た。不納欠損額は1,160万9,738円、収入未済額は３億1,524万5,629円になります。 

 なお、国民健康保険税の現年課税分の収納率は93.0％になります。 

 款の５国庫支出金、項の１国庫負担金は６億5,393万2,379円で、療養給付費等、高額医療費

共同事業、特定健康診査等に対する国庫負担金になります。 

 項の２国庫補助金は３億4,860万9,000円で、普通調整交付金と特別調整交付金などになりま

す。 

 款の６療養給付費等交付金は１億4,962万1,362円で、退職被保険者に係る医療給付費に対し

て社会保険診療報酬支払基金から交付されるものであります。 

 款の７前期高齢者交付金は８億8,790万7,756円で、社会保障診療報酬支払基金から、国保被

保険者のうち65歳から74歳までの前期高齢者分として交付されるものであります。 

 款の８県支出金、項の１県負担金は2,467万5,218円で、高額医療費共同事業と特定健康診査

等に対する負担金になります。 

 項の２県補助金は２億3,413万4,000円で、普通調整交付金と特別調整交付金になります。 

 款の10共同事業交付金は９億1,708万272円で、高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事

業に対する交付金になります。 

 款の13繰入金は、一般会計から法定分繰入れとして２億5,219万5,156円を繰り入れました。 

 なお、国保財政調整のための法定外繰入金はございません。 

 款の14繰越金は２億26万3,643円で、平成28年度からの繰越金になります。 

 以上、歳入合計は、収入済額が44億6,487万502円となり、不納欠損額1,160万9,738円、収入

未済額３億1,677万7,208円となりました。 

 続きまして、３ページと４ページをお開きください。 

 次は、歳出になります。予算現額については省略させていただき、支出済額について主なも

のを御説明いたします。 

 款の２保険給付費、項の１療養諸費は21億2,137万8,636円で、療養給付費と療養費になりま

す。 

 項の２高額療養費は２億7,920万6,187円で、１か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合

に、超えた額を高額療養費として給付するものであります。 

 項の４出産育児諸費は1,593万5,183円で、国保被保険者の出産育児一時金になります。 

 款の３後期高齢者支援金等は４億3,589万4,425円で、後期高齢者医療制度に対する支援金と

して、社会保険診療報酬支払基金に拠出するものであります。 

 款の６介護納付金は１億5,708万7,215円で、40歳から65歳未満の方の介護保険分として、社

会保険診療報酬支払基金に納付するものであります。 

 款の７共同事業拠出金は９億8,516万1,417円で、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定
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化事業に対する国保連合会への拠出金であります。 

 款の８保健事業費、項の１特定健康診査等事業費は2,039万9,576円で、生活習慣病に関する

特定健康診査及び特定保健指導の費用であります。 

 項の２保健事業費は2,004万3,255円で、人間ドック補助金など、被保険者の健康保持、増進

のための費用であります。 

 款の９基金積立金は１億1,000万249円で、平成30年度からの新たな国保制度による国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用の不足など、財政運営に支障が生ずる場合に備えて国保

財政調整基金として積み立てています。 

 款の11諸支出金は4,463万7,884円で、過年度分の療養給付費国庫負担金の返還金などになり

ます。 

 以上、歳出合計は、支出済額が42億1,331万8,318円となりました。 

 最後に、29ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書であります。 

 １の歳入総額が44億6,487万円に対し、２の歳出総額が42億1,331万8,000円ですので、３の

歳入歳出差引額は２億5,155万2,000円となります。また、４の翌年度へ繰り越すべき財源はあ

りませんので、５の実質収支額も２億5,155万2,000円となります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 説明は終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これで認定第３号についての質疑を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３ 認定第４号 平成２９年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

○議長（渡裕之君） 日程第13、認定第４号平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とします。 

 健康・保険課長、説明を求めます。 

○健康・保険課長（東 桂一郎君） 認定第４号平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算について御説明申し上げます。 

 １枚めくっていただきますと、資料として主要な施策の成果をつけています。その次が、平

成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書になります。 

 歳入歳出決算書を御覧ください。 

 表紙をめくっていただきますと目次がございます。１の歳入歳出決算書を１ページから、２
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の歳入歳出決算事項別明細書を７ページから、最後に３の実質収支に関する調書を15ページに

掲載しています。 

 後期高齢者医療特別会計の決算につきましては、文教厚生常任委員会に付託される予定です

ので、１の歳入歳出決算書で款項の主なものについて御説明させていただきます。 

 それでは、決算書の１ページと２ページを御覧ください。 

 まず、歳入になりますが、予算現額、調定額については省略させていただき、収入済額を中

心に主なものについて御説明いたします。 

 款の１後期高齢者医療保険料は２億3,837万7,020円で、前年度より1,945万4,460円増となり

ました。不納欠損額は24万3,340円、収入未済額は163万1,480円になります。 

 なお、後期高齢者医療保険料の現年度分の収納率は99.7％になります。 

 款の４繰入金は、一般会計からの繰入金7,997万6,619円で、事務費繰入金と保険基盤安定繰

入金になります。 

 款の５繰越金は827万5,681円で、平成28年度からの繰越金になります。 

 款の６諸収入は830万6,965円で、熊本県後期高齢者医療広域連合からの保険料還付金や健診

受託事業収入になります。 

 以上、歳入合計は、収入済額３億3,497万1,325円となり、不納欠損額24万3,340円、収入未

済額163万1,480円となりました。 

 続きまして、３ページと４ページをお開きください。 

 次は、歳出になります。予算現額については省略させていただき、支出済額について主なも

のを御説明いたします。 

 款の２後期高齢者医療広域連合納付金は３億1,223万608円で、前年度より1,910万5,031円の

増となりました。 

 款の３保健事業費は809万1,145円で、健診費用負担金や人間ドック補助金などになります。 

 以上、歳出合計は、支出済額が３億2,515万2,884円となりました。 

 最後に、15ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書であります。 

 １の歳入総額が３億3,497万1,000円に対し、２の歳出総額が３億2,515万3,000円ですので、

３の歳入歳出差引額は981万8,000円となります。また、４の翌年度へ繰り越すべき財源はあり

ませんので、５の実質収支額も981万8,000円となります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 
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 これで認定第４号についての質疑を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１４ 認定第５号 平成２９年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

○議長（渡裕之君） 日程第14、認定第５号平成29年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。 

 介護保険課長、説明を求めます。 

○介護保険課長（宮川照之君） 認定第５号平成29年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について御説明いたします。 

 １枚めくっていただきますと、資料として主要な施策の成果をつけています。その次が、平

成29年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算書になります。 

 歳入歳出決算書を御覧ください。 

 表紙をめくっていただきますと目次がございます。１の歳入歳出決算書を１ページから、２

の歳入歳出決算事項別明細書を６ページから、最後に３の実質収支に関する調書を31ページに

掲載しています。 

 介護保険特別会計の決算につきましては、文教厚生常任委員会に付託される予定ですので、

１の歳入歳出決算書で款、項の主なものについて御説明させていただきます。 

 それでは、決算書の１ページと２ページを御覧ください。 

 まず、歳入になりますが、予算現額及び調定額については省略させていただき、収入済額を

中心に主なものについて御説明いたします。 

 款の１、第１号被保険者である65歳以上の方の保険料収入は５億4,561万3,901円で、前年度

より4,099万6,871円の増となりました。不納欠損額は175万4,180円、収入未済額は1,571万

9,149円になります。 

 なお、介護保険料現年分の収納率は96.9％になります。 

 款の４国庫支出金、項の１国庫負担金は４億182万9,541円で、介護給付及び予防給付に対す

る国の負担金になります。 

 項の２国庫補助金は１億2,652万1,290円で、財政調整交付金と介護予防事業、包括的支援事

業の補助金になります。 

 款の５支払基金交付金、項の１支払基金交付金は５億8,975万3,841円で、第２号被保険者で

ある40歳から64歳までの分28％を社会保険診療報酬支払基金から交付されるものです。 

 款の６県支出金、項の１県負担金は３億3,533万8,897円で、介護給付及び予防給付に対する

県の負担金になります。 

 項の２県補助金は1,715万3,520円で、介護予防事業、包括的支援事業の補助金になります。 

 款の９繰入金は、介護給付及び予防給付に対する町負担金として、一般会計から３億805万

7,600円を繰り入れました。 

 以上、歳入合計は、収入済額が24億9,359万3,644円となり、不納欠損額175万4,180円、収入
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未済額1,571万9,149円となりました。 

 続きまして、３ページと４ページをお開きください。 

 次は、歳出になります。予算現額については省略させていただき、支出済額について主なも

のを説明いたします。 

 款の２保険給付費、項の１介護サービス等諸費は20億654万2,546円で、介護給付に対する費

用になります。 

 項の３高額介護サービス等費は4,261万6,679円で、要介護者等が１か月に支払った利用者負

担が一定の上限額を超えたときに払い戻されるものです。 

 款の４地域支援事業費、項の１介護予防・生活支援サービス事業費は6,001万6,607円で、介

護予防に関する啓発や通所による運動教室を行う事業費です。 

 項の３包括的支援事業・任意事業費は4,035万9,537円で、高齢者が住みなれた地域で暮らす

ために、総合相談や権利擁護などを行う事業費です。 

 以上、歳出合計は、支出済額が23億2,287万276円となりました。 

 最後に、31ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書であります。 

 １の歳入総額が24億9,359万3,000円に対し、２の歳出総額が23億2,287万円ですので、３の

歳入歳出差引額は１億7,072万3,000円となります。また、４の翌年度へ繰り越す財源はありま

せんので、５の実質収支額も１億7,072万3,000円となります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 説明は終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これで認定第５号についての質疑を終わります。 

 以上、認定第１号から認定第５号までの質疑を終わります。 

 これから委員会付託についてお諮りします。 

 会議規則第39条の規定によって、認定第１号から認定第５号は、議席に配付しました委員会

付託予定表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託したいと思いますが、御異議ありません

か。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託予定表のとおり、それぞれ

の委員会に付託することに決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１５ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額の決定） 
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○議長（渡裕之君） 日程第15、承認第10号専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の

額の決定）を議題とします。 

 建設課長、説明を求めます。 

○土木部次長兼建設課長（小野秀幸君） 承認第10号、専決処分した事件について御説明いたしま

す。 

 本件は、道路管理瑕疵による破損事故の発生に伴い、早急に損害賠償額を決定し、相手方と

示談を進めなければならず、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自

治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分を行いましたので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 

 内容については、別紙専決処分書により御説明いたします。 

 ２枚目を御覧ください。 

 専決第10号。専決処分書。専決処分日は平成30年10月１日。 

 １、事故発生日時、平成30年７月７日土曜日午後５時ごろ。 

 ２、事故発生場所、記載のとおりでございます。 

 ３、相手方住所氏名、記載のとおりでございます。 

 ４、事故の概要でありますが、長塚団地南側の町道古閑原上堀川線において軽自動車で走行

中、道路上の水たまりになっていた陥没箇所を通過した際に、その衝撃により左後輪のタイヤ

がパンクしたものでございます。 

 ５、損害賠償の額、3,617円でございます。 

 なお、この額を支払うことにより、双方は本件に関し、今後一切の請求、異議の申し立ては

しないということが和解の内容でございます。 

 また、10月１日に示談交渉の中で相手方から損害賠償額の同意をいただきましたが、12月定

例会まで期間があり、その間、損害賠償額が支払われないことから、同意日をもって専決処分

したものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 説明は終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 北山正樹君。 

○９番（北山正樹君） 一、二点、お尋ねをいたします。 

 今回の支払い事案に対してはこれでいいかなと思いますが、前回の９月議会でも同じ、で、

同じ場所での事故ですよね。今までずっと、町道に関する事故の賠償というのが続いておりま

す。今後の町の方針として、町道の安全確認をどのようにしていくのか、その方針をまず伺い

たいと思います。 

○議長（渡裕之君） 建設課長。 
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○土木部次長兼建設課長（小野秀幸君） 今後の方針でありますが、道路の陥没箇所については、

職員によるパトロール、また青色パトロール、スクールパトロール、また地元区長さんからな

どの通報を受けて対応してきているところでございます。それ以上の強化を図るために、地元

の建設業協会に11月１日より道路パトロールについての業務を委託してるところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 承認第10号は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、承認第10号は原案のとおり承認されました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会をいたします。 

 お疲れさまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              散会 午後０時14分 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              開議 午前10時０分 

○議長（渡裕之君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（渡裕之君） 日程第１、一般質問を行います。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 皆さん、おはようございます。 

 今日はたくさん傍聴見えてらっしゃって、少し緊張しております。特に今日は更生保護女性

会の皆さんがおいでになっておりますが、研修にこの傍聴を当てていただきまして大変ありが

とうございます。 

 ちょうど私が３期目のもう終わりに近づいてますけれども、今日は46回目の一般質問になり

ます。ですが、トップバッターは初めてであります。ちょっと緊張しております。今回のこの

議会は町長選挙後、初めての議会であります。町長選挙について後藤町長も何度か町長選挙の

結果について触れられて、大変厳しい戦いをしたということと、それからいろいろ自分として

は説明を尽くしてきたつもりであるけれども、町民の皆さんからはまだ足りんと、もうちょっ

といろいろ要望を聞けというふうな声も聞いたというふうなこともおっしゃっております。そ

ういったことが今後の町政に生かされていくことを望みたいと思います。まずは、当選おめで

とうございます。選挙が終われば、もう全てこれはノーサイドであります。勝った側も、それ

からそうでなかった側も、あとはやはり町民のために一生懸命に公平公正な町政を進めていく

ということが民主主義のルールではないかと思います。町長もひとつ元気を出して今後取り組

んでいただきたい、期待したいと思います。 

 今回は、私が今後町政の中で重要だと思われることについて幾つかを取り上げて一般質問を

行います。時間が限られておりますので、答弁なさる方は簡潔かつ明確に御答弁をいただきた

い。今回は、深く掘り下げた質問ではなくて、今後菊陽町が直面する比較的大きな事業につい

て、これまでずっと問題になりましたが、手順を丁寧にして、よりよく意見を広く聴取して、

そして計画を豊かにするその取っかかりになるように、そういう配慮のもとに今日の一般質問

を行いたいと思います。町長の選挙の総括にもありましたように、情報をしっかり開示して町

民の意見に耳を傾けるということが町政の出発点ではなかろうかというふうに思いますので、

そういう立場で今日は一般質問を行いたいと思います。 

 質問については質問席で行います。よろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） お手元にあるとおりの順序で参りますが、まずは防災広場及び（仮称）
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光の森多目的広場について質問を行いたいと思います。 

 これはもう既に２ヘクタールについては防災広場というふうに決定をしております。ただ、

あと１ヘクタールについてはこれはまだ（仮称）光の森多目的広場のままでございますので、

こういう呼び方をしております。 

 最初に、通常の用途の範囲をどう考えているかと、これは町民の皆さんに町が説明をされた

ときに一番強く出てきた意見だというふうに私は受け取りました。防災広場であるけれども、

通常どういうふうにこれを使用していくのかという点をしっかり考えてくれという意見であっ

たと思います。これは、同じ質問を９月議会でもやりました。板楠課長から答えていただきま

したが、そのときの要点を申し上げますと、この防災広場というのは一時的な緊急避難場所と

位置づけているということが１点ですね。それから、光の森町民センター、あるいは指定避難

所、小・中学校の体育館との連動を考慮しながらここを設置しておるという答えだったと思い

ます。小・中学校には今後冷暖房を設置したいと、体育館ですね、体育館には冷暖房を設置し

たいと。計画にありますこの避難室については、平常時は会議室として使ってよろしいと。そ

れから、広場ですね、これは地域のイベントとして利用を可能にしたいと。遊具については、

要望があったので検討をすると。それから、周囲には歩道を設けると。大体こういったことが

９月議会の返答ではなかったかというふうに覚えております。地震というのは、予測できませ

んが、頻発するものではありません。あと、菊陽町の場合には風水害が考えられますけれど

も、この風水害でのこの広場の活用というのはちょっと頻度がそんなに高くないんじゃないか

というふうに考えられます。町民の皆さんの関心は、この広場を通常どのように活用するか、

そういうことなので、私としては公園に防災機能をつけるという考え方でよかったのではない

かというふうに思います。しかし、これはもう防災広場というふうにして決定をしております

ので、その方向で質問をいたしますが、広場、今のその用途の件ですね、まずはどういう用途

の範囲を考えておるのか、例えばほかの公園からしますと、許可するスポーツとか、許可しな

いスポーツとか、そういうのもあるかと思いますが、その辺についてお聞かせいただきたい。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えいたします。 

 御質問は、災害時以外の平時の用途の範囲だと思いますけれども、この件に関しましては、

これまで答弁をしてきましたとおり防災機能を高める整備を行いながら現在の利用形態を維持

し利便性を高めるということでございます。グラウンド面は広場としてグラウンドゴルフ、ウ

オーキング、ランニング、軽スポーツや地域のレクリエーション活動、屋外イベントなどの利

用を想定しております。また、芝生で整備することとしましたので、公園的な憩いの広場とし

て若い家族連れなどにも幅広く利用していただけるものと思っております。防災訓練や消防団

の行事などもこの広場で開催し、町民の防災意識を高めるための活用も行ってまいりたいとい

うふうに思っております。また、９月議会でも申し上げましたけれども、防災備蓄棟に関して

は、一時避難室は会議室として利用できますし、駐車場を整備することから地域のイベントな
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どにも利用できると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 大体今聞いたようなことだろうと想像はしておりましたが、許可しない

ものとしては何か考えてありますか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） スポーツの大会等は想定しておりません。競技としての大会は想定し

ておりませんし、サッカーとか野球とかそういった競技の大会ですね、こういったのは現在杉

並木公園のスポーツ広場もありますし、町民グラウンド等もございますので、そちらの方で大

会等は行っていただき、こちらの方はそういった競技としての活用はしないということで想定

しております。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） その点大体分かりました。いずれまたこれは詳しい使用規定等が出てく

ると思いますけれども、それでまた見てみたいと思います。 

 あと、この広場の管理運営体制ですね、今どの自治体も高度成長期に敷設をした、例えば道

路、橋梁、橋ですね、それから建物、上下水道、こういったインフラが非常に老朽化して、そ

の維持と老朽化対策に大変お金を使わなくちゃいけないという事態が生じておりますが。それ

はそれとして、もう一つ何かをつくると必ずそこに維持管理費というのが出てまいります。そ

のことも想定した上でこれはやはり計画しなけりゃいけないんじゃないかと思いますが、維持

管理、運営体制についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えいたします。 

 管理体制につきましては防災主管課であります総務課を中心として行い、運営に関しては今

後効率的で効果的な体制を検討してまいりたいと思っております。また、ランニングコストに

つきましても、できるだけかからないよう検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） これも後ほど使用規定の中で出てくると思いますが、総務課ということ

は、要するに例えば直接の申し込み等については西部町民センターを通じてということでしょ

うか、それが１つと。それから、管理運営経費についてはまだ具体的に考えていないというこ

とですかね。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） まず、防災の備蓄棟に関しましては、こちらは物資等の関係がござい

ますので、こちらの管理は総務課の方で考えているということでございまして。それと、貸し

出し等について今のところまだ、今の段階では検討中ということございます。 
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              （17番甲斐榮治君「それと、経費、管理運営費」の声あり） 

 あ、こちらにつきましても、どういったやり方があるか、効率的なやり方があるかというこ

とを検討しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 大体どのぐらいかかるというふうに考えていらっしゃいますか、管理運

営経費については。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） まだ検討の段階ですので、お答えできません。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 本来はやはりそこまで、大体その概算でいいですから含めていろんな計

画をするときにも考えるというのが今後の方向じゃなかろうかというふうに思います。それは

指摘にとどめておきます。 

 それから、この防災広場の中央部分ですね、大部分のところですけれども、広場の部分で

す、これは今度の計画では芝を張るようなことになっておりますが、これまでの討論の段階で

は、ヘリコプターの発着、それから車中泊に対する対応、それから自衛隊による給水、それか

ら仮設風呂の設置等のことを町としてはいろいろ言われておりましたが、随分矛盾するところ

もあります。一方が立てれば一方が立たないところもありますので、この辺は一体どういうふ

うに整理されたのか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 今、いろいろその活用の仕方といいますか、利用の仕方について言わ

れましたけれども、その災害の状況によって使い方といいますか、が変わってくるというふう

に思っております。例えばヘリコプターがおりるなら車中泊として使えないじゃないかとか、

そういうこともありますけれども、その時々の状況によってその使い方というのは変わってく

るというふうに思っております。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） ここでいろいろ言っても深くはならないと思いますが、例えばその車中

泊にしても下が芝生ということでその傷みもあるでしょうし、その辺については考えてらっし

ゃいますか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 災害時は、一番は生命ですね、こちらをいかにして守るかということ

だろうというふうに思いますので、そういった場合に芝生が傷むということもあるかもしれま

せんけれども、災害で安全を第一に使うということが一番だろうというふうに思います。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） では、次に移ります。４番目です。(4)番目になりますが。 
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 （仮称）光の森多目的広場の東側１ヘクタールですね、今までは２ヘクタールの話をしまし

たが、東側の１ヘクタールの活用をどう考えているか、これも前から質問をしてることです。

９月議会での町の答弁は、仮設住宅住民への配慮もあってまだ具体的に何の構想もないと、そ

れから現在その仮設住宅の入居者は５月末現在で９世帯24人いらっしゃると、そういう状況

で、一応の期限が来年７月ですかね、だけども仮設住宅の住民がいらっしゃるのでこの１ヘク

タールについては何の構想も今していないということでしたけれども。仮設住宅の住民の方へ

の配慮は当然であろうというふうに思いますが、西側の２ヘクタールを防災公園にするという

その決定の際にまるで１ヘクタールのことを考えなかったのかどうかですね、あとの１ヘクタ

ールを。考えたけれども、今言ったような配慮上言及を避けたのか。ここは一等地ですので、

今その３分の２、２ヘクタールとの関連も考えるというのが通常の私はあり方ではないかとい

うふうに思いますが。もう一回質問し直します。考えたけれども、その仮設住宅の住民の方へ

の配慮から言わないのか、全く考えてないのか、どちらでしょう。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） こちらの方は、まず２ヘクタールというのは国庫補助の関係もありま

して２ヘクタールということでございまして、このまず２ヘクタールの広場の整備をしなが

ら、もう一方の１ヘクタールについては、その広場の整備を進めながらもう一方の方は検討す

るということでございまして、今のところどういったことにするかというのは決めておりませ

んけれども、そちらの方はじっくり２ヘクタールの工事を進めながら検討してまいるというこ

とでございます。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 要するに、考えてないということですね、１ヘクタールについては。現

時点で何も考えてないということですね。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 今のところどうするかというのは決めておりません。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） これも押し問答になると思いますが、３ヘクタールの土地があるわけで

すから、やはりそれを統一的に運用するというのが一般的な考え方ではないかというふうに思

います。だけど、実際上はあとの１ヘクタールについては何も考えてないと、そのことを確認

するに止めておきたいと思います。 

 あと、この１ヘクタールについて民間資金ですね、町の財政との関連で民間資金の導入によ

る公共施設というのは考えられないかと、これも９月の一般質問で質問をしております。その

ときの町の答えは、これは公共用地先行取得等事業債で購入した土地であるということが１点

ですね。いろいろ言われましたけれども、結論からいえば、民間資金の活用についてはＰＦＩ

法があって、それに基づく公共施設の設備をつくることは制度としては存在するということが

１点ですね。それから、２ヘクタールの部分、今さっき議論しました２ヘクタールについては



- 52 - 

もう既に整備方針を決めておると、町の資金でやるというふうに決めておるので民間資本の活

用はないと。それから、残りの１ヘクタールについては民間資本の活用も含めて検討したい。

もう一回私確認しましたけれども、民間資本の活用は可能性はないではないというそういうお

答えでした。これも、町の将来的な財政を考えて申し上げるんですけれども、この答弁のとお

り確認していいですか、可能性はないではない。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） この点につきましては、９月議会でお答えしておるとおりで、民間資

本を活用した公共施設設置の可能性ということですけれども、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるＰＦＩ法に基づく公共施設の整備等は制度として

はございます。今後どのように整備するかを検討していく中で、その整備の内容が民間資金の

活用にふさわしいものかどうかも含めまして、さまざまな観点から検討してまいりたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） それ確認いたしましたが、もう御存じのとおりに今、国会では上下水道

の民営化といいますか、そういうのが話題になっております。私も比較的簡単に考えておった

んですけども、やはりこの民営化というのは、民間手法の導入というのはよほど真剣に考えな

いといけないようなところもあるみたいで、少し反省もしてますけれども。今後、これは少

子・高齢化が進んでいけばいくほど財政が逼迫してきていろんなことを考えなくちゃいけない

状態が出てくると思うんですね。その中で必ず民間手法の導入とか民営化とか、こういう問題

には突き当たると思いますが、要するに施設を所有する権限と、それから運営する権限とあり

ます。その辺について町としても今後はやっぱり一定の考え方を持っておかにゃいかんのじゃ

ないかというふうな気持ちでおりますが、これは町長にお聞きします。その辺についてはどう

ですか。検討を深めてこの辺については一定の町の見解を持つという方向で努力してもらいた

いと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） この残りの１ヘクタール、大事な土地であります。その使い方について

は、今度防災広場ができ上がっていく中でいろんなまた町民の皆さんの意見等も聞きながら進

めていきたいと思っておりますけども。一方では、もう今言われたように国の動き、今日の新

聞にも出ておりましたけども、水道事業等もありますが、その民間資金等を使ってどうするか

というのは、ＰＦＩでいろいろ先進地でできた施設もありますけども、そこが必ずしもうまく

いっとるかというとそうでもないところがありますので、その辺はこの時代の流れの中でもい

ろんな将来を見据えた中での使い方というのは十分財政的な面も見ながら検討していきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 
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○１７番（甲斐榮治君） 我々ももちろんこの勉強しなくちゃいけませんが、いろんなノウハウと

か知識を集約できるのはやっぱり役場の本庁舎の中での討議だというふうに思います。ぜひそ

の辺については討議をしていただいて、折に触れて我々にもその考え方を聞かせていただきた

い、そういうことを希望しておきたいと思います。 

 次に移ります。 

 防災センターの建設事業についてですが、進捗状況はどうなっているか、それからこの事業

の基本構想（理念、規模、施設の内容、建設費用の概算等）はどうなっているかについて、こ

れはまとめてお聞きをしたいと思います。 

 傍聴席の方はまだよく御存じないかもしれませんが、この役場の庁舎の北側ですね、今、職

員の駐車場等になっておりますが、その一角に防災センターを建設するということが執行部の

方から表明をされております。それについての質問でございます。 

 ここでどう言うたから、あんときこう言うたじゃないかという揚げ足取りはもう全然考えて

おりません。そんなことじゃなくて、今度の防災センターというのがまだ我々の頭の中にもイ

メージとして湧いておりませんけれども、どういう想定をしておられるのか、先ほど申しまし

たが、理念はどういう理念、考え方、それから規模はどの規模なのか、それから施設の内容で

すね、どういう施設を配置するのか、それから建設費用をどのぐらい見込んでいらっしゃるの

か、その辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 （仮称）防災センター整備事業につきましては、昨年12月に策定しました復興まちづくり計

画の中で整備の方針を示したところでございます。３月から７月まで基本計画の策定を行い、

８月31日に基本設計業務委託の入札、９月７日に落札業者との契約を締結し、基本設計の作業

を進めているところでございます。また、８月には係長クラスの職員16名による（仮称）防災

センター整備事業プロジェクトチームを設置し、これまで３回の会議と先進地視察を行い整備

内容の検討を行っております。今後もプロジェクトチームの検討と合わせ、多くの職員の意見

を聞きながら３月を目途に基本設計を終え、来年度には実施設計を行い、平成32年度には建設

工事に入りたいというふうに考えております。 

 それから、この事業の基本構想（理念、規模、施設の内容、建設費用の概算等）はどうなっ

ているかということでございますけれども、基本計画において防災センター整備の基本方針を

定めております。１つは災害対策本部機能の強化、次に災害対応体制の強化、最後に地域防災

力の向上であります。これは、熊本地震での経験を踏まえ、災害対策本部の確実な設置、受援

体制や物資の受入れ、配送拠点の整備、災害時における敷地の利用、町民への防災意識の啓発

といった視点から定めたものでございます。これらの防災センターとしての必要な機能と合わ

せ、手狭となっている執務室のスペース確保としての庁舎機能を整理した結果、現在基本設計

の作業中ではございますけれども、３階建てで延べ床面積約2,500平米程度の建物とする見込
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みとしております。整備内容としましては、これまでの検討内容を紹介いたしますと、防災セ

ンター施設としては、ふだんは防災意識の啓発や防災研修等のための防災研修室として利用

し、災害時には要支援者の避難や救護など避難者支援業務に利用する部屋や、また床の高さや

搬入口を調整した防災備蓄倉庫、応援職員との連携がとりやすい活動拠点の部屋などを検討し

ております。庁舎機能としては、災害対策本部室、防災無線室、執務スペース、書庫などを検

討しております。また、建物の整備費用の概算につきましては、建物の構造や面積等によって

変わってまいりますけれども、基本設計がまとまる段階ではお示しできるのではないかと考え

ております。 

 なお、事業の進捗状況につきましては、今後も必要に応じて議会には御説明、御報告させて

いただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） そういうことが全然分かってませんでしたので、この質問をしたわけで

す。冒頭にも申し上げましたように、この情報を共有しながら知恵を出し合って１つの方向に

まとまっていくということが非常に大事じゃないかという意味で質問をしております。ですか

ら、この基本設計の段階ではもちろん示してほしいんですが、１つ気になることがあるので申

し上げておきたい。これは、議会がまとまっての意見ということじゃございませんが、これは

私の意見ととられて結構です。ほかの議員も通常の雑談中にはよく言ってることですけれど

も、議会棟の設備が余りにも貧弱です。会議室も不足してますし、委員会室も不足をしてます

し、そういったこともぜひこの考えの中に取り入れてほしいというふうな希望を持っておりま

す。よその自治体の議会を見ても本当に寂しい限りです。これは議会だけじゃなくて、もちろ

ん役場の庁舎の施設自体も手狭になってるというふうに思います。今回、職員の増が議案とし

て上がってますけれども、やはりその方向を見ても少し防災センターについては防災機能だけ

ではなくて、そういった役場の庁舎の機能をこれをもうちょっと余裕を持って使えるような、

そういうところもぜひ視点に取り入れてほしいと希望しておきたいと思います。 

 それから、次に参ります。 

 次は、町の事業の中で大きな方の部類に入る事業だと思いますが、町民総合体育館の建設事

業について、これもまだ今のところ何のイメージも頭の中にはありません。ですから、町がど

の程度のことを考えてらっしゃるのか、それを今日はお聞きしたいということで、この事業の

同じく建設の理念ですね、基本構想の建設の理念、それから施設の規模、建設費用の概算それ

から設置場所、建設に関する条件整備等、その辺について今公表できる段階でどのように考え

ていらっしゃるのか、その辺についてまず伺いたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） 御質問にお答えします。 

 総合体育館の整備については、スポーツ関係者をはじめ住民の皆様が待ち望まれているもの
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であり、町としましても、第５期菊陽町総合計画の後期基本計画の中で重点施策として位置づ

けているところであります。 

 総合体育館建設に向けてのこれまでの取組としましては、平成25年度に菊陽町総合スポーツ

施設整備基本構想を策定し、施設整備の基本的な方針を定めております。その後、熊本地震が

発生し、災害対応や地震に伴う復旧・復興事業を優先させるため事業の検討を進めることがで

きていませんでしたが、本年度から町民総合体育館の建設に向けて事業に着手したところで

す。 

 御質問のありました総合体育館建設の理念、施設の規模、建設費用の概算、設置場所、建設

に関連する条件整備等についてでありますが、理念につきましては、平成25年度に策定しまし

た基本構想の中で、町民の誰もがいつでも気軽に生涯にわたりスポーツに親しめ、健康で生き

生きと生活できる環境づくりを推進し、子どもたちに夢を与えられるようなスポーツ施設を整

備するという基本的な方針を出しております。それ以外の施設の規模、建設費用、設置場所な

どについては、具体的にはこれから総合体育館建設検討委員会の中で慎重に検討を進めたいと

考えております。 

 なお、総合体育館は菊陽町におけるスポーツを行うための核となる施設と位置づけ、菊陽町

にはこのようなすばらしい体育館があるんだと住民の皆様に誇っていただけるような施設を整

備したいと考えております。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） この建設検討委員会、これはもう既にできてるんですか。 

○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） 検討委員会としましては、現在検討中でありまし

て、有識者やスポーツ関係団体を中心とした住民代表の方などを考えておりまして、現在大学

教授などの有識者の選考を行っている状況です。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） まだできてないということですね。いつごろ大体立ち上がります。 

○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） 本年度、早い段階で設置したいと考えておりま

す。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 先ほど、今、生涯学習課長がおっしゃられたように、これはもう町民が

非常に一番注目してる事業だというふうに思います。ですから、この建設についてきちっとし

た意見の集約の仕方をしないと、せっかくのこのいい試みが途中でいろんな障害を来すという

こともあり得ますので、慎重に進めてほしいんですが、建設検討委員会はまだできてないとい

うこと、その日程は定かではないということですね。いつごろから立ち上げるかということも

定かではないということですか。 
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○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） 本年度中、もう早い段階でなるべく早く設置した

いと考えております。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 本年度中ということを確認しておきたいと思います。 

 それから、平成29年度末の基金の積立額を見てみますと、公共施設整備基金５億1,321万

1,000円、それから総合スポーツ施設整備基金５億24万円ですかね、これだけが積み立てられ

ておりますが、総合スポーツ施設整備基金がこの総合体育館に使われるのは分かりますが、公

共施設整備基金というのはこれはここと関係してくるんでしょうか、総合体育館の建設と関係

してくるんでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 財政課長。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） お答えいたします。 

 ただいま申されました公共施設整備基金につきましては、その基金につきましては、今御質

問の総合体育館の基金とは別に老朽化しました公共施設であったり、ほかの町の全面的な施設

の整備のためということで、総合体育館そのものということではございません。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） ですから、それでは総合スポーツ施設整備基金としてこの基金の積立て

は約５億円というふうに理解しとっていいですね。あとは、債権を起こす、起債ですね、起債

する、あるいは国庫補助等があると思いますが、その辺については、その財源についてはどう

お考えですか。大体で結構です。 

○議長（渡裕之君） 町長、答弁されますか。 

 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 担当の方に、今スポーツ関係の基金の方については担当の方から30年度末

の状況について説明できる状況にさせておりますので、まず向こうから答えさせます。 

○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） じゃあまず、総合スポーツ施設整備基金の状況に

ついて御説明させていただきます。 

 甲斐議員さんからもありましたように、平成29年度末で５億円となっております。その後、

９月議会で補正予算を提出させていただきました総合スポーツ施設整備基本計画策定業務委託

費の財源として1,500万円を基金から充当しているためその分減額となっておりますが、本年

度に５億円を積み立てるよう予算計上しておりますので、平成30年度末には９億8,500万円と

するところです。基金の積立てにつきましては、総合体育館建設には多額の事業費が見込まれ

ますことから、町の財政状況を見ながら今後も行ってまいりたいと考えております。 

 なお、財源につきましては、国の交付金事業の活用も想定しております。ほかに起債などを



- 57 - 

考えております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 大体どの程度の、言えること言えないことあると思いますが、どの程度

の費用を見込んでいらっしゃいますか。 

○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） 事業費につきましては、用地取得の有無、施設の

規模や内容で変わりますので現在のところお示しできませんが、近隣の体育館施設では、平成

28年４月の熊本地震で被災し、来年度完成予定の益城町総合体育館の本体建て替え工事が38億

5,000万円の工事費となっております。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） これはこの前の質問の場合も申し上げましたが、今こう言ったから、あ

んときはこう言ったじゃないかというそういうふうには使いませんので、大体どういうものを

考えてらっしゃるかというそのイメージをつかみたいということで質問をいたしました。 

 それで、これは直接に事前通告で出してるわけじゃございませんが、今、総合体育館として

提示されておりますけれども、世の中の流れを見ますともう総合体育館ではなくて、アリーナ

ですね、アリーナと申しますと単にスポーツだけじゃなくて、スポーツのいろんな大会はもち

ろんですけれども、いろんなイベントですね、そういったものもできるというふうな、しかも

観客席をたくさん周りに配置をして一大イベントもできるというふうなそういう流れになって

るかというふうに思います。それで、そういうアリーナの可能性ですね、今総合体育館として

出てますが、アリーナの可能性、特に菊陽町の場合には熊本市がすぐ隣にありますし、集客等

については相当なキャパシティーを持ってるというふうに思います。ですから、今から少子・

高齢化で人口減っていきますけれども、交流人口が増えるということは可能だと思うんですよ

ね。そうしますと、単なる体育施設ではなくて、何かそういう総合、要するに人口が交流でき

るようなそういうふうな大規模な施設ですね、先ほどのＰＦＩとも関連してきますけれども、

そういったこと。それと、県が今、大空港構想を出しておりますですね。これとのリンクも考

えにゃいかんのじゃないかと。菊陽町の町次元だけではなくて、もうちょっと目を大きく広げ

て県レベル、熊本市とも含めた県レベルでの施設を菊陽町の中に持ってくるということは、こ

れは討議もされてないでしょうから答えもないかもしれませんが、そういう時代ではないかと

いうふうに思っておりますが、これはもう町長しかこの辺については答えられないと思います

が、町長、その辺はいかがでしょう。ここでこう言ったからあのときはこうじゃないかという

ことは言いませんので。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 施設の大きいのはいいことでありますが、さっきも甲斐議員も心配してい

ただいた防災広場の維持管理費はどうなるかとも言われましたけれども、いろんな面から検討
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しながら、要は今度検討委員会の方が立ち上がってきますので、その中でいろんなことが出て

くるかと思います。もうできるだけいろんな用途として使うためには、いわゆる観客席の分で

すかね、アリーナというとそういうところをどういうようなところに持っていくかというのが

あるかと思いますので、その辺も十分視野に入れながら、検討委員会の中からいろんな意見が

出るのを集約しながら、そして町の財政規模等ももちろん見なければなりませんけども、いろ

んな制度事業等も使って、皆さんが待ち望んでおられる体育館で、施設でありますので、そう

いうことを十分検討委員会の中から上がっていくことを期待しております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） これはもうここでこれ以上のことを言っても何も出てこないと思います

が、菊陽町の場合には本当に熊本市の東に隣接してる、それから空港を持ってる、いろんな面

で菊陽のポテンシャルというのは物すごく大きいと思います。単に菊陽町だけじゃなくて、こ

の熊本県全体から考えてみていろんなものを、事業を起こしていくという視点も大事じゃない

かということを指摘をしまして、この件については終わりたいと思います。 

 失礼しました。もう一点だけ、この場所を、総合体育館にしても何にしてもこの場所につい

てこれも非常に大事な要素になってくると思います。この選定を誤ると、またもめのもとにな

るんじゃないかというふうに思いますが、どういう条件のところ、これも言えること言えんこ

とあるかと思いますが、町長、どういう条件のところを考えていらっしゃいます。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） これも、場所については最初25年度のときに何か所か、具体的なところじ

ゃないんですけども、そういうところがありますので、そういうんも検討委員会の方で見なが

ら、やはり国の制度事業等も使っていきたいと思ってますので、その中から、出てきた中から

集約していくということになると予定しております。できるだけ早く実現しなければならない

ということと、国の制度事業も使えるようなところとか、何か所かの中でそういうところを検

討していただいて集約していきたい、最終的にはどこかに持っていきますけども、この場所、

いろんな条件とか出てきますのでそこを見るとだんだんと集約してくるということで場所は決

まってくるものということで、また最終的にはどうするかというのは議会の方にも報告をしな

がら決めていきたいというふうに思っております。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 重ねて申し上げますけども、やっぱこの辺は非常に慎重にやらないとい

けないと思います。町長としては、場所等についての示唆ですね、今３か所ぐらいとおっしゃ

いましたけれども、それは検討委員会の方には伝えられますか。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） もちろん、検討委員会の方で場所の選定等についてのいろんな議論もして

いただくように予定しております。 
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○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 町長がおっしゃるんじゃなくて、検討委員会の中でその場所についても

検討をするということですかね。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 25年度のときに大体どのあたりというか、可能性のあるようなところを何

点か見てありますけども、ただ詳しく見るといろんな制限のかかっておるところもあるかと思

いますので、そういうところで、検討委員会の中で十分議論していただきながら最終的にはも

うこの町の方で決定いたしますけども、そういうところで予定しております。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） これも余り深く話をしてもこの場では何とも言えない話だと思います

が、ただ菊陽町が将来的にやっぱりみんなが団結していけるようなそういう方向で検討をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、最後の問題に行きます。 

 菊陽空港線の延伸についてです。 

 これも、今、役場の東側に道路がありまして、それがちょうど旧57号線に突き当たったとこ

ろで止まっております。これを、今まで町長もおっしゃってましたが、先に延ばして、そして

ずっと北の方に延ばして、最終的には高規格道路ですかね、九州横断の高規格道路につなぐと

いう、そういう経済的な意味を持った道路にしたいという構想ですけれども、大変これやっぱ

大事な構想ではないかというふうに思います。道路一本通りますと、それにいろんなものが付

随してついていきますですね、ブドウの房みたいにして、工業関係がついたり、商店がついた

り、いろんなものがついて非常に活性化されるという性質を持ってると思いますので、大変こ

れ大事な事業だというふうに思います。今んところでは、旧57号線と、それから豊肥線を跨線

橋で橋で越えると、その部分については県がやるということですね。そして、菊陽町として

は、その先ですね、その先を菊陽町が分担をしてやるというふうな、そういうふうな理解を今

までの流れの中でしております。 

 これも９月議会で聞きましたけれども、今確認できることは、予備設計料として2,385万円

が計上されてると、これはもちろん菊陽町の分担の部分ですね。それから、もう受託事業者も

決定をしておりますということでしたですね、５月末に発注は済んでると。それから、今後は

物件調査、測量、それから上下水道等の埋設物がどうなっているか、それから水路ですね、そ

ういったものの物件調査を基礎にして既存の道路、既にある道路との接触の状況、それから交

差点等の警察と協議をしなくちゃいけないと。そして、それを踏まえて概略設計を行うと。

で、県による全施工区間、全ルートの都市計画の決定がその後に来るということですね。そし

て、それが済んだら詳細設計を行うと。さらに、用地取得、着工という順序になると。こうい

うことを確認しております。 

 もう一点は、県としては、菊陽空港線のこのＪＲ越えですね、それから県道新山原水線のと
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ころまでが県の分担であると。町としては、県道新山原水線から県道大津植木線までの700メ

ートルですね、これが町の分担であると。それはこの前の９月に確認をしたところです。 

 あとそれから、今申し上げたこと以外に進展があればその辺についてお聞かせ願いたい。そ

れから、関連道路の工事の概算等についても、もし分かっていればお伝えいただきたい。 

○議長（渡裕之君） 建設課長。 

○土木部次長兼建設課長（小野秀幸君） お答えいたします。 

 お答えできますのが、町の施工区間でございますので、この区間について説明させていただ

きます。 

 町の施工区間は、鉄砲小路を東西へ走っております県道新山原水線の鉄砲小路区と馬場区の

境界付近を基点としまして、ソニーの南側を東西に走る県道大津植木線を終点とします、先ほ

ど甲斐議員が言われたとおり、区間延長約700メーターでございます。 

 現在、菊陽空港線延伸計画の予備設計業務を進めているところでございます。６月末に長塚

区で道路延伸計画の概要及び測量立ち入りについて住民説明会を行っておりますけれども、現

在その際にいただいたさまざまな御意見、御要望について整理、検討をしているところでござ

います。今後については、いただいた御意見、御要望についてしっかりと地元と対話をしてい

きたいと考えているところでございます。 

 今後の事業日程については、測量等の作業を進めていきたいと考えているところでございま

すが、それ以外にも施工に向けた県と町との検討の場を設けておりまして、進めていくところ

でございます。 

 また、６月議会の甲斐議員の一般質問で御説明申し上げましたとおり、熊本県施工区間との

連携も非常に大事でございます。ですので、県と連携をとりながら、また県にも早急な対応を

求めながら積極的に事業を進めていきたいと考えているところでございます。 

 次に、工事費の概算のことなんですが、跨線橋部分については、熊本県による施工区間にな

りますので概算工事費は県が算出いたしますが、現時点で県から示されていないところでござ

います。また、関連道路の概算工事費とのことでございますけれども、町が現在進めておりま

す道路延伸計画の予備設計業務、及び今後計画する道路構造物等の詳細設計が終了した後で積

算が可能となりますので、現時点で想定することはできないものでございます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 県の動きは分かりますか。 

○議長（渡裕之君） 建設課長。 

○土木部次長兼建設課長（小野秀幸君） 県の動きとしては、予算措置は今県の方はされておりま

せんけれども、県の施工区間それから町の施工区間、双方とも関連がございますので、早期着

工に向けて県と連携をとりながら勉強会、検討会を今現在進めているところでございます。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君。 



- 61 - 

○１７番（甲斐榮治君） 何度も申し上げますが、大変大事な道路ですので、ぜひ県とも調整をと

られてできるだけ早く実現をしていただきたいというふうに思います。ここが完成すれば、先

ほども申し上げましたようにこの原水工業団地ですかね、こことの連携、それからその途中の

道路沿いの開発、あるいはもう最終的には白水台地ですね、白水台地あたりの開発等について

も非常に大きな影響を持ってくるんじゃないかというふうに思います。 

 次の菊陽町の人口増と言い切ったらもう今の現の中であれかもしれませんが、少なくともこ

の今の勢いを維持していくためにはこれは大変大事な作業だというふうに思います。先ほどの

総合体育館とも関連してくると思います。その辺もどうぞ町長、統一的にされてると思います

けれども、統一的に考えて事業を前に進めていただきたいと、そういうことを希望して私の一

般質問を終わります。 

○議長（渡裕之君） 甲斐榮治君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午前10時57分 

              再開 午前11時７分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（渡裕之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 皆さん、おはようございます。議席番号４番、公明党の西本友春です。 

 更生保護女性会の皆さん、お忙しい中、またほかの傍聴の皆さん、お忙しい中傍聴していた

だきましてありがとうございます。 

 今回の一般質問は、ＳＤＧｓについて、ＬＧＢＴについて、災害用ごみ袋について、子育て

支援について、公用車へのドライブレコーダー設置についてで、最近耳にするようになったＳ

ＤＧｓとＬＧＢＴについては取組と今後の町の進め方について質問させていただきます。あと

の３つの質問は、後藤町政４期目としての政策への質問とともに改善点等の提案を行うもので

ございます。なお、今回５問ということで行政の方には途中で足りなくなった場合３月という

ことになりますが、回答をつくっていただいた各関係課にはそのときはそういうふうな対応に

なりますが、よろしくお願いいたします。 

 質問は、質問席にてさせていただきます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） ＳＤＧｓについて質問いたします。 

 2015年９月、ニューヨークの国連本部で国連持続可能な開発サミットが開催され、2030年を

期限とし、人間、地球及び反映のための行動計画として掲げた目標が貧困、教育、環境など

17の目標と169のターゲットから成るＳＤＧｓ、いわゆる持続可能な開発目標であり、誰ひと

り取り残さないと宣言し本格的な取組がスタートしました。開発途上国だけでなく、先進国も
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取り組むべき課題が含まれ、2030年までの15年間で取り組むためには政府だけでなく、地方自

治体、国連関係機関や海外で活躍するＮＧＯ、さらに国内で福祉や地域おこし、環境保護など

に携わるＮＰＯや企業も巻き込んだ取組が必要であるとされています。2008年の環境モデル都

市、2011年の環境未来都市の選定を受けてその実現へ向け取組を続ける中で、平成29年度第１

回ジャパンＳＤＧｓアワード総理大臣賞を受賞した北海道下川町では、社会動態減少が緩和さ

れ、個人住民税収が2009年と2016年比較で16.1％増などの結果を得ていると、下川町のＳＤＧ

ｓ未来都市計画にありました。地方創生に資する地方公共団体におけるＳＤＧｓの達成に向け

た取組の推進は、まち・ひと・しごと創生総合戦略2017年改訂版及びＳＤＧｓアクションプラ

ン2018における日本のＳＤＧｓモデルの方向性において位置づけされた施策であります。民間

企業や各自治体でもその理念や施策を取り入れる動きが始まっています。町のＳＤＧｓについ

ての取組はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） お答えいたします。 

 持続可能な開発目標、ＳＤＧｓは貧困を撲滅し持続可能な世界を実現するなど、2030年を期

限とする17の目標と169のターゲットから成る国際社会全体の開発目標として2015年に国連で

採択されたものです。これは、先進国、途上国、民間企業、ＮＧＯなどが全ての役割を重視し

ながら、経済、社会、環境をめぐる広範な課題に総合的に取り組むものです。これを受けて国

では、内閣総理大臣を本部長とする持続可能な開発目標推進本部を設置して、８つの優先課題

とそれに基づく具体的な施策などを盛り込んだ持続可能な開発目標実施指針を策定したところ

です。ＳＤＧｓの17の目標や国の指針には、保健、ジェンダー、エネルギーなど地方自治体が

取り組む施策と関連するものが多く盛り込まれていますが、町ではこれまでにも持続可能なま

ちづくりを目指し、多様な施策に取り組んできました。町としては、これまでも総合計画の将

来像に、「人、緑、未来輝く生活都市きくよう」を掲げ、持続可能なまちづくりを目標として

ＳＤＧｓの方向性と一致しているものと認識しています。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 17の目標の４番目として教育、質の高い教育をみんなにがありますが、

2017年３月に公示された小・中学校学習指導要領においては、全体の内容にかかわる前文及び

総則において持続可能な社会のつくり手の育成が掲げられており、各教科においても関連する

内容が盛り込まれています。教育におけるＳＤＧｓの取組はどのようになってるのか、お伺い

いたします。 

○議長（渡裕之君） 教育部長。 

○教育部長（安武卓明君） 御質問にお答えします。 

 議員の御質問にありますＳＤＧｓにつきましては、文部科学省では教育に特化し持続可能な

開発のための教育、学校の方ではＥＳＤと呼んでおりますけども、通知文の発出や指導の手引
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書等の配布を通して取組を進めております。取り組む学習の内容としましては、環境学習、防

災学習、エネルギー学習等８つの学習の内容等が示されており、平成29年３月に告示されまし

た学習指導要領の記載は、西本議員御指摘のとおりでございます。 

 具体的な事業例を申し上げますと、小学校第６学年理科の内容の生物と環境では、単なる水

や空気の学習にとどまらず環境問題と関連させながら授業を行います。中学校第３学年社会、

公民的分野の私たちと国際社会の諸問題の学習では、持続可能な社会を形成するという観点か

ら課題を探求させ、自分の考えをまとめさせるという学習展開が学習指導要領に示されており

ます。学習指導要領や学校教育法等に基づき、各学校が教育課程を編成する際の基準を定めた

ものです。小・中学生が使用します教科書も当然学習指導要領で著作、編集されますので、授

業の中で取り組むべき教育課題だと認識をしております。 

 教育委員会としましては、引き続き、小学校では次年度から、中学校では平成32年度から完

全実施となります新学習指導要領周知及び徹底に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 特に子どもの教育ということで取り組まれるということで、しっかりそこ

はお願いしたいというふうに思っております。 

 後藤町長は４期目に挑戦するに当たって政策の考え方として４つの柱を中心に取り組むと掲

げていました。１点目、「自然災害や防犯、交通事故防止のために安全・安心のまちづく

り」、２点目、「快適で豊かな生活を、成長し続けるまちづくり」、３点目、「子どもたちの

未来のために子育て支援充実のまちづくり」、特にこの３点目でいきますとＳＤＧｓで私が考

えられると思うのは３番目の「すべての人に健康と福祉を」、４番目の「質の高い教育をみん

なに」、５番目の「ジェンダー平等を実現しよう」、11番目の「住み続けられるまちづくり

を」、16番目の「平和と公正をすべての人に」に当てはまるかと私は思っております。４点目

は、「健康、長寿、福祉充実のまちづくり」となっております。政策内容についても、ＳＤＧ

ｓ17の目標と見比べましたが、私個人としては全てが該当すると考えています。我が町の行政

運営の方向の一つ一つを広く内外に発信し、ＳＤＧｓ先進自治体を目指すことを期待していま

すが、町長の施政方針実現のためにＳＤＧｓを活用してはどうかと提案いたしますが、町長の

考えをお伺いいたします。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 この町では、先ほど総合政策課長も答えましたけども、今の第５期の基本構想の中で将来像

に「人、緑、未来輝く生活都市きくよう」ということを掲げておりますが、その中で将来像と

して４つ掲げております。１つ目が「人を大切にするまち」、２つ目に「暮らしやすく安全で

安心なまち」、３つ目が「活力にあふれ、にぎわうまち」、４つ目に「みんなで協働して支え

るまち」ということを都市像に掲げておりますけども、先ほど言われました今回の選挙の中で
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も掲げてあるものがこういうところと通じておりまして、今ちょうど時代もどんどんと変わっ

ていきますけども、それを捉えた中での政策を出したところであります。 

 このまちづくりの進め方について少し、少しといいますか、さかのぼってみますと、これも

ともと第２期の町の基本構想をつくるときに、もう昭和55年になりますけども、九州大学の都

留大治郎先生がおられまして、そこの産業構造研究会７名のメンバーでいろいろこのまちづく

りについての提言をお願いしたところでありますが、その中でこの町の将来像、もう40年前に

なりますけども、将来像に１番目が「緑あふれる生活都市、ニュータウン」、２番目に「新し

い顔を持つまち」、３つ目に「活力ある諸産業を持つまち」、４番目に「住民のための住民が

手づくりしていくまち」というのがありました。それをもとに来期の構想が上がっております

けども、その中でのこの生活都市というのが非常に単なるベッドタウンではなくて、生活をす

る場と仕事をする場が接近して両方が実現できる、そういう町を目指していこうということで

なっておりまして、それをずっとこれまでも、もう第５期まで来て、今度もう第６期にも入る

ような時期でありますけども、この生活都市という中にＳＤＧｓの、今、西本議員の方から言

われました理念と共通するといいますか、まさに40年間にわたってきたまちづくりがもうそこ

につながってるというに考えておりますので、今後もこれは国の方でも取り上げてありますけ

ども、ＳＤＧｓの方についても内容を尊重しながらまちづくりに取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） それでは、ＬＧＢＴについてお伺いをいたします。 

 本年８月６日に公明党県本部で「くまにじ」のメンバーの方３名を招いて「ＬＧＢＴの基本

的知識と、特に自治体がすべきこと・できること～誰もが住みやすい熊本のために」のタイト

ルで勉強会をさせていただきました。「くまにじ」がグーグルフォームを利用してオンライン

調査を行った結果では、セクシュアルマイノリティーの所在地として熊本市123名、熊本市以

外の県内64名、県外86名とのアンケート結果とのことです。もちろん菊陽町にも在住している

人がいらっしゃいます。ＬＧＢＴ総合研究所が2016年５月に全国の20歳から59歳の10万人にア

ンケートを行った結果、日本におけるＬＧＢＴの人は約８％の割合で存在するとされていま

す。つまり日本の人口の13人に１人はＬＧＢＴ層ということになります。これは、左ききの人

やＡＢ型の人の割合とほぼ同じです。ＬＧＢＴは思ったよりずっと意外と身近な存在となって

います。１クラス二、三名の方が存在することになります。本年４月５日に開校した千葉県柏

市栢の葉中学校は性的少数者への配慮も考えた新しい制服を導入し、男女とも性別に関係な

く、スラックスやスカートなどを自由に選べるようにしたとのことです。また、福岡市教育委

員会では本年の４月に市立中学校の標準服を見直す検討委員会が発足し、６月より今まで４回

の委員会が開催されたとのことです。また、博多区の小中一貫校は既に見直しがされ、来年に

は中央区の中学校も見直しがされるとのことです。小・中学校における制服でスカートとスラ

ックスの両方を選ぶ取組についてどのように考えているのか、お伺いをいたします。 
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○議長（渡裕之君） 教育部長。 

○教育部長（安武卓明君） 御質問にお答えいたします。 

 平成15年７月に成立しました性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律を受け、文

部科学省では平成22年から教育相談の徹底や対応についての通知文、教職員向けの周知資料を

発出しております。また、平成26年には初めて学校における性同一性障害に係る対応に関する

状況調査を実施し、全国で606件の教育相談があったことを報告しております。特に平成27年

７月30日付、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長名で発出しました性同一性障害に係る児

童・生徒に対するきめ細やかな対応の実施等についてでは、学校における支援のあり方として

服装や髪型、更衣室、トイレ、授業等など９項目について事例を示し、今日の学校における支

援の指針となっております。その中の服装の項目には、自認する性別の服装、衣服や体操着の

着用を認めることが明記されております。本通知文は町内全ての小・中学校に同年５月11日

付、教育長名で発出をしております。 

 さて、本町の小・中学校の現状でございますが、制服を定めております学校は中学校２校で

ございます。６つの小学校では元来服装の規定がなかったり、標準服として一定の基準を示す

にとどまっており、標準服を定めてる学校でも体調や季節、またはその個に応じて大変柔軟に

対応されております。制服を定めております中学校には制服規定があり、両校ともデザインの

差はあれ、詰め襟の学生服とセーラー服を定めております。制服は学校の歴史であり長きにわ

たる伝統を背負っております。多くの生徒が誇りを持って着用し、教育的にも大きな効果があ

るものと考えております。議員お尋ねの選ぶ取組につきましては、本町全ての校長が通達のと

おり、自認する性別の制服、衣服や体操着の着用を認めるとの見解を持っているものと理解を

しております。教育委員会としましては、引き続き文部科学省の指針等に従い柔軟に、そして

本町で学ぶ児童・生徒一人一人の個性がさらに輝きますよう、学校に対して指導してまいりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 東京では制服は校長に権限があるということで、いろいろ問題にはなった

と思いますが、きちんとそこもやっていかれるということですんで、それはよろしくお願いし

たいというふうに思っております。 

 愛媛県西条市の市立丹原東中学校では、2016年11月にほとんど使われていなかった障害者用

トイレの入り口に生徒たちが作成した虹色のステッカーを張り、「思いやりトイレ」とした性

的少数者について学習する中で誰もが使いやすいトイレを設置しようと生徒が発案し、生徒総

会で決め、担当教員は徐々に使う生徒が増えているとのことです。同じく、愛知県豊川市の市

立一宮西部小学校は、2017年３月、児童用のトイレを改修し、男子用、女性用と別に「みんな

のトイレ」を設け、廊下から前室を経て各トイレに入る設計で、廊下からは児童がどのトイレ

に入ったか見えない、また災害時に学校が避難所になったときなどに備え障害者や高齢者らに
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使いやすくするための改修だったが、性的少数者にも配慮したとのことで、2018年２月に５年

生を対象にアンケートを行ったところ、112人のうち100人が「みんなのトイレ」を使ったこと

があると回答、これまでに平均で５回、中には毎日使っているという児童もいた、いつ使って

も恥ずかしくない、男女差を気にしなくていいという感想が寄せられたと３月20日の日本経済

新聞に掲載されていました。これは通告をしていませんが、今後の町の取り組むべきこととし

て提案だけをさせていただきます。 

 2001年にオランダで同性婚姻ができるようになって以来婚姻できるところが年々増え、アジ

アでも2019年５月までに台湾で可能になる見込みです。婚姻とは別の制度で同性間パートナー

シップを保障しているところも多くあります。2015年11月に渋谷区、世田谷区でパートナーシ

ップ制度が導入されてから９つの自治体で導入されています。町では、全国で導入されている

ところはいまだ存在しておりません。2015年10月、全国の2,600人のＬＧＢＴの方にＮＨＫが

調査した結果、自治体が同性カップルをパートナーと認める取組が自分が住む自治体で始まっ

たなら申請してみたいかの問いに、申請したい、38.8％、パートナーができたら申請したい、

43.6％と、パートナーと合わせると約82％、この傾向は地方でも同様とのことでした。また、

本日の熊日の新聞によりますと、熊本市は来年の４月からパートナーシップ制度の導入を決定

をしたということです。多様性を受け入れる先進自治体をアピールするためにも、パートナー

シップ制度について積極的に進めていくべきだと提案するが、また町はどのように考えている

のか、また今後どのように進めていくのか、お伺いいたします。 

○議長（渡裕之君） 人権教育・啓発課長。 

○人権教育・啓発課長（古賀直之君） 質問にお答えいたします。 

 パートナーシップ制度とは、法的に効力はありませんが、同性カップルを自治体が公に婚姻

に準ずる関係として証明する制度であり、恋愛の対象が同性のカップルにとって新たな選択肢

の一つとなっています。現在、パートナーシップ制度を導入している全国の自治体は、

2015年、平成27年11月に施行された東京都世田谷区、渋谷区を皮切りに、平成28年４月に三重

県伊賀市、６月に兵庫県宝塚市、７月に沖縄県那覇市、平成29年６月に札幌市、本年４月に福

岡市、７月に大阪市、８月に東京都中野区の９自治体がパートナーシップ制度を導入してお

り、当該自治体の区域に住民登録があること、20歳以上であること、配偶者がいないこと、及

び当事者以外のパートナーがいないこと、近親者でないことなどを条件に申請があったカップ

ルに証明書を交付しております。今、西本議員がおっしゃいましたように、本日の新聞報道で

熊本市が来年４月からパートナーシップ制度を導入すると公表されました。今後も、千葉市、

名古屋市、さいたま市も導入を検討している報道があり、日本各地に広がっていくことが予想

されます。しかしながら、この同性パートナーシップ制度は法的に保障されるわけでなく、施

行も各自治体単位であるため、今後国が法律において整備されていく可能性もあると思われま

す。 

 議員お尋ねの本町におけるこの制度に対する取組は、住民のニーズがどの程度あるのかが現
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在把握できていない状況にあります。今後は、国、熊本県、近隣自治体の動向を踏まえ、性的

マイノリティーに対する行政に求められる対応や支援のあり方について、先進事例を参考に関

係部署と検討が必要であると考えております。また、今後予定しております町人権教育・啓発

基本計画及び町男女共同参画計画の見直しにおいても、ＬＧＢＴなどの性的マイノリティーを

めぐる対応を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） このＬＧＢＴについては今各自治体も積極的に取り組みを始めたというと

ころで、菊陽町もそこにしっかり乗り遅れないようにしていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 各申請や申込書に対し各自治体で多様性に対応すべき性別記載の見直しがなされています。

法令に基づき性別記載が必要な書類や、様式変更にシステム改修が必要なもの等を除き、町は

どのように見直していくのかをお伺いいたします。 

○議長（渡裕之君） 人権教育・啓発課長。 

○人権教育・啓発課長（古賀直之君） 質問にお答えいたします。 

 県内の市町村では、熊本市が職員向けのハンドブックを作成し、窓口や電話での対応時の職

員研修を実施されております。各種申請、届け出等における性別記載の有無に関する調査を全

庁的にも実施し、今後の対応を検討していくと聞いております。また、既に熊本市、八代市、

荒尾市、美里町、南阿蘇村の５市町村が投票所入場券、期日前投票宣誓書などの書類から性別

欄をなくしたり、性別を数字などで表記する性的マイノリティーに配慮した方法をとっている

と聞いております。今後は、性的マイノリティーに対して行政に求められる対応や支援のあり

方について先進事例を参考に関係部署と慎重に協議をしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） ありがとうございます。様式の見直しは本人の、そういうＬＧＢＴの方に

とってはきつい問題もあると思いますんで、しっかり見直しをよろしくお願いします。 

 それでは、災害用ごみ袋について質問をいたします。 

 平成27年12月の一般質問において、ある御婦人から台風通過後に小枝や葉っぱ等を我が家の

ごみ袋に入れて処分しているので町の方で負担できないのかとの相談を受けて、台風通過後の

ごみ袋、小枝、葉っぱ等を処分するのにごみ袋が必要となるので事前に防災組織や区に配布す

ることは可能かと提案をさせていただき、それを受けて町が災害用ごみ袋を作成し、各行政区

に事前配布されることとなりました。今私が手にしてますこの透明の災害用ごみ袋が各行政区

の方に100枚ずつ配布をされております。災害用ごみ袋の行政区の事前配布はどのようになっ

ているのか、また利用状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○議長（渡裕之君） 環境生活課長。 
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○環境生活課長（丸山直樹君） お答えします。 

 災害用ごみ袋につきましては、台風等で町が災害ごみ仮置き場を開設した場合に地区の道路

の清掃等で集められた小枝、落ち葉類のごみを災害ごみ仮置き場へ搬出する際に使用する目的

で作成し、平成28年８月に全行政区へ各100枚を配布いたしました。また、利用状況ですが、

配布後に台風による災害ごみ仮置き場を開設してないため利用されていないと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 私も地元の区長さんに確認しましたが、災害用ごみ袋の存在を知らないと

のことでした。区長さんが交代したときには全体的な引き継ぎはしても、行政の１つの項目の

徹底は難しいと思うので、区長交代があったときは町からの再度周知徹底を提案いたします。

また、区長は知っていても区民までの周知徹底がなされていない自治区もあります。それに対

する周知活動はどのように考えているのか、お伺いいたします。 

○議長（渡裕之君） 環境生活課長。 

○環境生活課長（丸山直樹君） お答えします。 

 各自治会に在庫確認をさせていただいたところ、配布から時間も経過し、区長さんや役員の

交代で引き継ぎがなく、不明と答えた区が多数ございました。今後は、災害用ごみ袋の利用方

法を嘱託員会議や環境美化推進委員会議等で区民の方々への周知を含めて説明し、災害時に備

えていただくことを考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） ぜひその徹底はよろしくお願いしたいと思います。 

 災害用ごみ袋は通常のごみステーションには出すことができず、先ほど説明がありました災

害用ごみ仮置き場にしか持ち込めません。台風時の木の葉、小枝等を想定しているが、台風通

過後に災害用ごみ置き場の設置がない場合でもごみステーションに出せるよう改善することを

提案するが、町はどのように考えているのか、お伺いいたします。 

○議長（渡裕之君） 環境生活課長。 

○環境生活課長（丸山直樹君） お答えします。 

 まず、本町のごみ処理については、廃棄物処理及び清掃に関する法律により義務づけられて

いる菊陽町一般廃棄物処理計画に基づき行っております。本町には11月末現在で約1,000か所

のごみステーションがあり、家庭系のごみについては、これを利用したステーション回収方式

により処理する方法と、各自清掃工場へ直接持ち込む方法で町民の皆様にはお願いしていると

ころでございます。このごみステーションは家庭系のごみの収集運搬のための一事保管所であ

り、町の指定袋で出していただき、町が委託契約する業者により清掃工場に収集運搬しており

ます。また、町の指定袋は処理費用の一部を利用者からごみ処理手数料として御負担していた
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だく制度で行っております。一方、菊陽町一般廃棄物処理計画で災害ごみについては、菊陽町

地域防災計画の災害廃棄物処理計画に基づき実施することとしております。台風等の災害時に

収集運搬施設の処理能力などから通常のステーション回収では不可能と町が判断した場合に災

害ごみ仮置き場を開設し、町民に拠点回収方式によりその災害ごみの収集は行うことを周知

し、災害ごみ仮置き場までの運搬は各自でお願いしているところでございます。したがって、

西本議員が提案される災害ごみ仮置き場を開設するまでに至らなかった台風時の木の葉、小枝

等のごみについては、台風後の地区清掃活動であっても、通常の家庭ごみの処理と同様の町指

定袋でごみステーションに出すか、清掃工場へ直接出していただくことになります。この災害

用ごみ袋は、町が災害ごみ仮置き場を開設しなければならないほどの災害に見舞われた場合に

町として地区に何ができるのかを考え、運搬時のごみの飛散防止や、トラックをお持ちでない

地区が乗用車等で運搬することなど御意見をいただいて作成しておりますので、ごみステーシ

ョンへ出すことは考えておりません。そのため、災害用ごみ袋には注意事項として、町が災害

ごみ仮置き場を設置した場合に使用することができること、災害ごみ仮置き場への搬入は地区

で行うこと、ごみステーションには出せないことなどを印字しており、個人的なごみ出しにも

利用できません。また、少量でも町の指定ごみ袋制度にないごみ袋を認めますと、災害用ごみ

袋以外の違反ごみの便乗ごみ捨てを誘発することになり、車道へのはみ出しによる危険性や生

活環境の悪化、通常ごみの回収の遅れなど多くの問題があるため、今後もステーション回収は

できないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 基本的にこれは災害用ごみ袋という前提でつくっているわけですんで、今

回初めてせっかくつくっていただいたものがまだ有効利用できないということでの改善の提案

でございますので、今の課長の回答は分かりますが、今後の課題としてしっかり取り組んでい

ただきたいというふうにそこは要請をいたします。 

 現在、菊陽町のホームページは公開予定となっているが、現在のホームページはごみの種類

と分け方、出し方の項目で見ていくと文字で表示されており、家庭に配られているごみカレン

ダー、ごみカレンダーはこういうのが配られて、この裏にイラストでよく分かるようにつくっ

てあります。それが分別方法等絵で分かりやすく表示しているのは、ごみカレンダーの中の収

集地区の中の分別方法等かなり深く階層化しているので、最初のごみの種類と分け方、出し方

の項目の中にイラストつきで表示するよう改善をすることを提案をいたしますが、町はどのよ

うに考えているのか、お伺いします。 

○議長（渡裕之君） 環境生活課長。 

○環境生活課長（丸山直樹君） お答えします。 

 現在、来年１月中旬の公開予定で町のホームページリニューアルを進めておりますので、そ

の中で西本議員の提案内容を検討してまいります。 
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 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） そこはしっかりよろしくお願いしときます。 

 ある自治区においては空き家の掃除をしたときのごみ出しに苦慮しており、町で実施してい

る年２回の特別収集までに自治区で保管し提出を行っているとのことで、本来であれば町が持

ち主等と折衝して対応していただくべきところを、防犯や防災のために自治区が自主的に持ち

主と連絡をとり行っているもので、このように自治区の善意に対して町は何らかの手を打つべ

きだと考えております。しっかりこれは私自身空き家対策検討委員会でも情報提供をしていき

ますが、ごみの問題としてこれは課題を提供をいたしておきます。 

 続きまして、子育て支援についてお伺いいたします。 

 平成30年度の現在の待機児童は何名となっているのか、またその対処方法はあるのかをお伺

いいたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の現在の待機児童についてお答えします。 

 本年10月現在の待機児童数は62名で、年齢ごとの内訳は、ゼロ歳児20名、１歳児21名、２歳

児７名、３歳児14名、４、５歳児はゼロ名となっています。待機児童が発生しているのは、町

立保育所においての保育士の不足が最大の要因です。また、私立保育所においては、各保育所

の定員に応じ保育士が確保できている状況です。このようなことから、保育所の民営化を進め

ることにより待機児童解消が図られるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 次年度の受付が11月で終わっておると思いますが、待機児童の数はどのよ

うに推測されているのかをお伺いいたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の平成31年度の待機児童の見込みについてお答えしま

す。 

 現時点の平成31年４月から保育を希望する児童の入所申込数は、全体で1,580名です。各保

育所から保育士の確保による入所できる児童の枠の数が報告されており、今回の入所申込数へ

の対応は可能で待機児童を解消できると考えております。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 町立として残る２園でゼロ歳から３歳児までの枠は何名まで確保が可能な

のか、また先ほど私立での可能とはなってますという回答ですんで、何名が可能かお伺いをい

たします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の町立保育所みどり園、なかよし園のゼロから３歳児ま
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での入所の可能な児童の枠についてお答えします。 

 全部で59名で、年齢別内訳は、ゼロ歳児５名、１歳児14名、２歳児20名、３歳児20名となる

見込みです。それ以外の入所可能な児童の枠については、私立保育所によって今回への申込数

への対応が可能と考えております。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 同じ兄弟なのに違う保育園に通っていて朝夕の送迎で非常に困っていると

の声を頂戴しているが、次年度、31年度は問題解消に向けてどのように取り組むのか、お伺い

いたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の兄弟が別園になっている件についてお答えします。 

 現在、兄弟が別園になっているのは、待機児童との関連で町立保育所の低年齢児クラスが開

設できなかったり、私立保育所のクラスにあきがないことによるものが主な理由です。町でも

保護者の送迎での負担が大きいことは十分承知をしており、喫緊の課題と考えておりますの

で、町立保育所の民間移管が進むことによって待機児童の解消が図られ、町立保育所の低年齢

児クラスの開設などにより多くは解決できる見込みです。また、次年度は入所選考の際の選考

基準においても兄弟が別園になっている件について配慮したいと考えています。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 今、課長の回答を聞いて非常に安心しているところではあります。私自身

もそういう声を頂戴しながら何とかしてという、一般の方から言われているところでございま

すんで、しっかり取組をしていただきたいというふうに思っております。 

 町長の４期目の政策として子育て支援充実のまちづくりで（仮称）総合子育て支援センター

の整備を公約されています。（仮称）子育て支援センターの整備は必要であると考えている

が、いつまでに整備を行うのか、お伺いをいたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の（仮称）総合子育て支援センターについてお答えしま

す。 

 この総合子育て支援センターの機能については、菊陽町立保育所運営検討委員会を設置し、

今後具体的な検討を進めていく予定です。平成31年度に必要とされる１つの機能について検討

委員会から具体的な答申を受けた上で基本計画、実施計画を策定し、なるべく早く整備ができ

るように考えています。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 31年度中には検討委員会からの答申を受けて行うということで、それを受

ければ２年ぐらいはかかるかと思いますが、大体時期的なものは分かりました。 

 厚生労働省によると、子育て支援拠点事業としてひろば型、センター型、児童館として再編

し、子育て家庭が歩いて行ける身近な場所に親子で集まって相談や交流ができるよう、全ての
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中学校校区での設置を目指して拡充を図っているところです。菊陽町の子育て支援センターは

現在ひろば型でラビットくらぶ、ミニキャロットくらぶ、センター型で光の森町民センター内

のひかりっこ、児童館では菊陽町武蔵ヶ丘児童館で子育て親子の交流の場の提供と交流の促

進、２番目に子育て等に関する相談、援助の実施、３点目に地域の子育て関連情報の提供、４

番目に子育て及び支援に関する講習会等の実施を行っていますが、（仮称）総合子育て支援セ

ンターの整備の政策で障害児デイサービスの実施等が記載されているが、整備に伴う事業は主

にどのようなことを行っていくのか、お伺いをいたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の（仮称）総合子育て支援センターで行うことについて

お答えいたします。 

 この総合子育て支援センターについては、子育て支援の拠点となるように町立保育所として

残る予定のなかよし園、みどり園において、保育所としての機能に加えまして障害を持った児

童やひとり親家庭、外国籍の家庭、貧困家庭などの特別な配慮が必要な家庭の子どもたちへの

対応もできて、出産前からの保健、育児、教育など相談や指導を受けられることを考えており

ます。その内容については、菊陽町立保育所運営検討委員会で具体的な検討を今後進めていき

ます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 菊陽町はよそのところから非常に移住してこられる方も多い、その中では

子育て世代も多いということで、町長にはこの子育ての推進をしっかりとお願いしたいという

ふうに思っております。 

 最後となりましたが、公用車へのドライブレコーダー設置についてお伺いをいたします。 

 職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、並びに交通事故発生時における責任の明確化な

どを目的として公用車へのドライブレコーダー設置を実施している自治体が増えているが、菊

陽町はどのように取り組んでいるのか、お伺いをいたします。 

○議長（渡裕之君） 財政課長。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） まず、本町における公用車の平成30年11月末現在の車種

別の保有台数を申し上げますと、バスが29人乗り１台、57人乗り１台の計２台、トラックが４

台、普通自動車が14台、軽自動車が41台、それからリース車が３台の合計64台となっており、

このうち町外の出張などのため共有として公用車の使用ができるバスなど９台を除いて各課に

それぞれ配置しているところでございます。 

 議員御質問の公用車へのドライブレコーダー設置について菊陽町はどのように取り組んでい

るかについてでありますけども、本町では、もし交通事故が発生した場合に事故の状況を録画

することでその原因を客観的に判断するため、平成28年度末にバス２台へのドライブレコーダ

ー設置を、それから平成29年度に買いかえました10人乗りの普通自動車１台、それから今年度

に買いかえました各課配置の軽自動車２台の計５台にドライブレコーダーを設置しており、今
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後購入、リースなどの入替えを行う際に順次ドライブレコーダーの設置を図る予定としている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 2018年１月に警視庁から全国の警察に対しあおり運転を厳しく取り締まる

ようにとの通達が出されました。これにより、１月以降はあおり運転について厳罰化の流れが

あります。実際にあおり運転で暴行罪が適用された事例もあります。安全運転意識及び運転マ

ナーの向上、並びに交通事故発生時における責任の明確化などを目的とするのと、あおり運転

による職員の生命の危機を排除する観点からも、先ほど説明がありましたが、今のところ６台

で、取替え時に今後更改していくということがありましたが、私としては公用車全てを対象と

して早期に取り組むべきと提案をいたしますが、町はどのように考えているのか、お伺いいた

します。 

○議長（渡裕之君） 財政課長。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） 確かに議員おっしゃられましたとおり、近年あおり運転

による事故が問題となっている状況につきましては認識しております。先ほど申し上げました

ように、本町で設置しておりますドライブレコーダーは、職員にもし交通事故が発生した場合

に、事故の状況を録画することでその原因を客観的に判断するために前方を録画するもののみ

でございます。そのため、現状ではあおり運転による後方の状況を録画することはできており

ません。現在、未設置であります全ての公用車に前後の状況を録画するドライブレコーダーを

設置するとなりますと、リース車を除き未設置の公用車が56台あります。設置には機器本体と

設置費用、合わせて公用車１台約６万円、合計しますと約360万円の費用が必要になると思わ

れます。また、通常職員が公用車を運転するのは町内が主でございます。そこで、今後は町外

への出張での使用が多い共用の公用車を中心に後方の状況を録画するため、前後方向を録画で

きる機器の設置を検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 今、課長が答えられたように、特にあおり等は町内とかではなかなか考え

にくいケースもあると思いますが、職員の生命の危機を排除するという観点ではしっかりと取

り組んでいただきたい、それも早目にということで、この公用車へのドライブレコーダーの質

問を終わらせていただきます。 

 私、今回の質問において、町の方も端的に回答していただきまして、時間内に終わったこと

を感謝申し上げます。それから、今回の質問の中においては、私、どうしても子育てのところ

が非常に気になってたんで、次年度の待機という問題が一番心配で質問をさせていただきまし

たので、町としても待機児童の発生しない、また保留児童も待機とは別にいらっしゃいますん

でそこの解消に向けてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに要望いたしまして、
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私の一般質問を終わらせていただきます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 西本友春君の一般質問を終わります。 

 昼食休憩に入ります。 

 午後は13時より開催いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午後０時２分 

              再開 午後１時０分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（渡裕之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） 皆様、こんにちは。 

 ９月の補欠選挙で当選させていただきました議員番号１番矢野厚子でございます。初めての

議会で一般質問させていただく機会をいただき、深く感謝申し上げます。選挙期間中、地域の

皆様の声を議会に届けたいと訴えてここに立つことができました。午前中、甲斐議員は46回目

の登壇だとおっしゃいました。一方、私は全てが初めてであり、準備不足、勉強不足で言葉足

らずの発言もあるかと思いますが、後ほどの機会で先輩の方々の御注意、アドバイスをいただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 初めての質問も質問席で行わせていただきます。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） 初めての質問は、第５期総合計画の取組と進捗状況についてです。 

 北小校区には現在ふれあいの森研修センターという指定避難場所として指定された施設があ

ります。建物は坂の上にあり、徒歩や自転車で上ることが困難な場所です。イベントや選挙が

実施される場合は、移動手段を持たない高齢者や障害者にとってかなり不便な施設という声が

多くあります。第５期総合計画の中で（仮称）北部町民センター建設の計画が記載されていま

す。私が区長時代に校区別の説明会が行われ、区長側からの質問に対して場所や時期は明言で

きないと言われました。あれからもう２年たっておりますが、その後の取組と進捗状況をお伺

いします。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） それでは、お答えいたします。 

 第５期基本計画の後期基本計画、第４部「みんなで協働して支える町」の第７編第１章に住

民参画の推進を掲げ、地域協働によるまちづくりの推進のために北部町民センターの整備の検

討を行っていくこととしているものです。現在、熊本地震の発生に伴う防災関連施設や総合体

育館などの整備予定があるため、財政状況を見きわめながら検討しているところです。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 
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○１番（矢野厚子君） それでは、今後の具体的な計画はまだ見えていないということでしょう

か。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） はい、そのとおりです。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） すみません、混乱しております。 

 北小校区は、徐々にではありますが、戸建ての住宅と賃貸や分譲マンションが建設され、人

口の増加が進んでいます。32年までの計画としてつくられた計画書であるならば、幻ではな

く、輪郭だけでも見えるように具体化をお願いします。後藤町長にとっては、地元でもありま

すし、やり残したことを仕上げるために今回４期目の立候補をし、見事に御当選をされたはず

です。約束を果たしてくださると信じている町民の思いをどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） この北小校区の方は今ありますのはふれあいの森研修センター、これ北小

校区の人たちだけではなくて、ふれあいの森公園もあって子どもたちがいろんなキャンプとか

して、もともとは老人福祉センターにありました青年研修センターの機能も向こうに移したと

いうところでありますが、現在もう青年団もありませんのでそういう使い方はないんですけど

も。そういう非常に地元の北小校区の方々の要望も強いということは十分知り、またその必要

性も考えておりますけども、ただ、今総合政策課長が答えましたように、現段階ではまだ具体

的なところはありませんけども、できるだけ、非常に要望も高いところも承知しておりますの

で、今後の課題として十分検討させていただきながらこの目標に掲げた一つの施設でもありま

すので、検討するというところの段階でしか今答えられませんけども、その辺は御理解いただ

きたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） ありがとうございました。では、今後に期待、期待というかお願いしたい

と思います。 

 続きまして、同じ総合計画の中でＪＲの新駅が図書館付近に書かれております。今日のお昼

のニュースで県知事が三里木駅から空港に向かうＪＲ路線をという話もされてましたけども、

菊陽町の三里木駅というところは、夏祭りが行われるときにたくさんの方がそこから歩いてさ

んさん公園に向かわれております。地図に書かれてました図書館前付近の南側に位置する新町

西区とあさひケ丘の人口も年々増加し、駅構想の話を聞いて家を建てたという声も聞きます。

また、付近の商業施設も増え、交通量も増える一方です。三里木駅と原水駅の間では近いとい

う声もありますが、乗るのは近隣の住民だけではありません。市内に通勤、通学する南校区や

中部校区の方たちがバスがないために駅に駐輪、駐車、もしくは家族の送迎を受けてＪＲを利

用されています。今後も人口増加が予想される菊陽町です。地元の住民の通勤、通学の足とし

て、また町外からの通勤者や買い物客の足として今後も利用されると予想されます。計画案に
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示されている新駅構想に期待が高まるのですが、現在までの取組と進捗状況をお願いします。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） お答えいたします。 

 ＪＲの新駅につきましては、下原堀川線の杉並木陸橋付近に予定しているもので、町がＪＲ

に対して新駅の設置を要望しているところではありますが、新駅予定地周辺の開発などを行う

必要があります。現在、新駅予定地の南側では第２区画整理事業もほぼ完了しており、北側に

は杉並木公園、図書館、「さんふれあ」があります。また、町では現在、原水駅周辺まちづく

り基本調査業務を実施しているところでありまして、十分にまだ張りついてないというところ

もございます。そこで、今この周辺、原水地区の基本整備業務を行いまして、一体的に整備を

していきたいと考えているところです。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） ありがとうございます。今日のお昼の県知事の発言も、もしかしたら菊陽

町にとって大きなチャンスだと思うんですよね。それも生かしながら今後のことをお願いした

いと思います。今、商工会がまち遊びという町外から人を呼び込むイベントを実施して頑張っ

ています。バスがほとんど走っていない町内では、ＪＲは人の流れをつくる大動脈です。ぜひ

キャロッピー号の路線とつなげて人が交流できるまちづくりを提案して、私のこの質問とさせ

ていただきます。 

 続きましては、ＡＥＤの設置状況についてです。 

 現在、私は防災士の資格取得のために養成講座を受講しており、その入り口として救命蘇生

法の受講をしました。その中で、平成29年度の総務省の救急救命の現況によると、救急車の到

着時間は平均8.5分とのこと、ドリンカーの救急曲線では、蘇生率は呼吸停止から２分で

90％、５分で25％、10分でゼロ％となっています。初期の処置がどれだけ重要かを知りまし

た。そこで、お伺いします。 

 町には人が多く集まる公共の建物が幾つかありますが、ＡＥＤの現在の設置状況はどうなの

かをお伺いします。 

○議長（渡裕之君） 財政課長。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） 町の公共施設は多くの方が利用、集まられる場所である

ため、もし心停止状態に陥った場合の救命のためＡＥＤを役場などの公共施設に設置している

ところです。平成18年９月から役場、その後、平成19年から老人福祉センター、西部町民セン

ター、武蔵ヶ丘コミュニティセンター、図書館、総合交流ターミナル「さんふれあ」、平成

20年10月から三里木町民センター、各小学校、中学校、平成22年10月から杉並木公園管理セン

ター、平成23年３月から各保育所、同年４月から東部町民センター、南部町民センター、中央

公民館、ふれあいの森研修センター、平成24年11月からふれあい交流・福祉支援センター、平

成27年３月から光の森町民センター、同年11月から鼻ぐり井手公園交流センターに設置してい

る状況でございます。 
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 以上です。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） ありがとうございます。公共施設のほとんどは網羅しているということで

理解してよろしいんですよね。 

○議長（渡裕之君） 財政課長。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） はい、ただいま申し上げました30施設には設置している

状況でございます。なお、施設内に職員が配置されていないなどの３か所、福祉支援センター

は老人福祉センターとの兼用、それから町民体育館は中央公民館との兼用、町民総合運動場は

役場との兼用としているところです。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） ありがとうございます。今回たくさんの方が受講してるので、全部に配備

できるようにお願いしたいと思います。 

 続きまして、地域の公民館におけるＡＥＤの設置状況についてどのように把握されているか

もお伺いしたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 町で区、自治会の公民館におけるＡＥＤの設置状況についての全地区を対象とした調査はし

ておりませんので、詳細に把握しているわけではございません。また、地区公民館に設置した

ということをお聞きしたことはございませんが、ある区では、地区公民館への設置ではありま

せんが、区でリースをされ、区長さん宅に配置しているというお話はお聞きしております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） ありがとうございます。今回の防災士養成講座には、各地区の区長さんた

ちが忙しい中受講しております。私の住んでいる新町区公民館にはせっかく資格を取ってもＡ

ＥＤはありません。ＡＥＤそのものは安いものではありませんけれども、命より高いものはあ

りません。地域住民の命を守るためにも公民館へのＡＥＤの設置は必要だと思いますが、どう

考えられますか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 厚生労働省のホームページに掲載されております一般財団法人日本救急医療財団のＡＥＤの

適正配置に関するガイドラインで設置が推奨されている施設の例の主なものとしましては、

駅、空港、スポーツ関連施設、デパート、スーパー、動物園などの多数集客施設、市役所など

比較的規模の大きな公共施設、学校、工場、大規模なホテル、コンベンションなどが挙げてあ

ります。また、ＡＥＤの効果的、効率的設置に当たって考慮すべきこととしては、心停止の発
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生頻度が高い、心停止のリスクがあるイベントが行われる、救助の手がある、心停止を目撃さ

れる可能性が高い、救急隊到着までの時間を要するなどが上げられています。以上のようなこ

とから、地域公民館のＡＥＤの配置については、盗難、損壊などの管理上や費用の面などの課

題もあるかと思っております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） お言葉なんですけども、ふれあいサロンとかカラオケとか地域の方が、高

齢者の方も含めてたくさん利用されておりまして、そういう意味ではリスクがないとは言えな

いんですよね。ですので、ＡＥＤの操作をできる方がサロンなんかにも参加していらっしゃる

という場合には本当にあればとても役に立つと思っておりますので、一遍にというのは無理で

すけども、少しずつでも町の方として考えていただきたいと思っています。 

 これで私の方からのＡＥＤの質問についてを終わります。 

 続きまして、防災士についてです。 

 前の質問でも触れましたけど、私は現在菊池、合志、菊陽町主催の防災士養成講座に参加し

ています。まだ途中ですが、講師の方々の熱心なお話を聞きながら、ふだんからの防災意識が

どれだけ大事かを改めて認識しました。合同の養成講座は３か年計画で今年度で終了と聞いて

います。菊陽町では現在29名の防災士がいるとのことですが、今回の受講生37名が合格し、防

災士になったら合計66名の防災士が誕生すると思います。次年度以降の防災士養成講座をどの

ように考えていらっしゃるのかをお伺いします。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 防災士養成講座については、平成28年度から菊池市、合志市、菊陽町の３市町合同による開

催を行ってきており、本年度は本町が事務局を担当し、今月の１日、２日と９日の３日間図書

館ホールでの開催であります。本町の養成講座の受講者数は、平成28年度が11名、平成29年度

が17名、本年平成30年度が37名で、これまでの３年間で65名となっております。３市町合同に

よる養成講座の事務局が一巡したところですが、３市町とも防災士の養成は必要であるとの認

識から平成31年度においてもこれまでの３市町による合同開催を検討しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） 前向きな御回答ありがとうございます。今後も開催の予定ということです

けれども、50名以上の受講者が開催の条件と聞いておりますが、合同開催が不可欠な場合は町

独自でも50名以上確保し、実施される予定でしょうか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 今申されてましたとおり、50名以上が条件となっておりますので、今



- 79 - 

回も菊陽町は37名の参加ということでございますので、なかなか単独で開催する、50名以上と

いうのは難しいかと考えておりますが、他市町村もまだまだ防災士の養成をということで考え

ておられますので、当面は３市町による合同開催を続けていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） 菊陽町では30年２月に防災士連絡協議会を発足されて以降、毎月活発な活

動をされていると伺いました。私も防災士となったら防災士協議会の一員として頑張りたいと

思っています。来月は全国市町村国際文化研修所で行われる防災と議員の役割という研修を受

けて自らのスキルアップを図り、活動に貢献したいと思っております。 

 ２番目の質問として、防災士連絡協議会のさらなる活動と組織の充実に向けてどのように考

えていらっしゃるかお伺いします。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えいたします。 

 本町の防災士連絡協議会は平成29年12月に設立されました。現在29名の会員で、協議会の本

格的な活動は本年度になってから始まり、防災士としてのスキルアップのための研修や地域の

防災訓練での指導など毎月１回のペースでさまざまな取組をされています。これまでの活動内

容を申し上げますと、５月は白川の水害、土砂災害のおそれのある戸次地区での危険箇所、避

難経路等の調査、把握を、６月は日本防災士会地方議員連絡会九州ブロック長を講師に招き研

修会を開催されました。７月は熊本地方気象台職員４名を招きワークショップを、８月には白

川の水害のおそれのある下津久礼地区での危険箇所、避難経路等の調査、把握が行われまし

た。９月には曲手地区の防災訓練の訓練指導が行われ、10月は東日本大震災でボランティアを

体験された会員の講話と全体検討会が行われました。また、11月は南消防署においてロープ結

束についての講習を受けられました。このように、発足から１年になりますが、防災士連絡協

議会は活発に活動をされておられます。 

 御質問のさらなる活動と組織の充実に向けてどのように考えているのかについてですが、本

年度の防災士養成講座の受講者が37名で協議会の会員数が60名を超え大人数になることから、

どのような活動を行っていくのかを協議会で検討がなされております。町では、今後も防災士

連絡協議会の自主的な活動を支援していくとともに、防災士としてのさらなる知識の習得をし

ていただき、地域の防災リーダーとして活躍していただけるよう支援してまいりたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） ９月に西本議員の一般質問の中で防災士資格が可能な人員の把握と防災士

になっていただくための対策として、消防団の分団長以上の経歴がある方々は現役も含めまし
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て町内に110名いらっしゃるので、今後はまず消防団の分団長以上の経験者の中からリストア

ップし、防災士資格を取得していただけるように進めていくという回答がなされているようで

すけども、そのリストアップと依頼活動はどこまで進んでいるのか、お伺いします。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 今、担当の方でリストアップをしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君。 

○１番（矢野厚子君） 現在、全国の防災士は小学生から80歳代までいると聞いています。年齢制

限とか国籍とか関係ないんですよね。資格までいかなくても防災の知識を持った予備群を地域

の安全・安心のために育成する手段を、私も防災士の資格を取ったらともにできればと願って

おります。今後の地域の安全・安心のために行政の力強い協力をお願いします。 

 言葉足らずでまだまだ思いを伝え切れませんが、生まれ育った地域を思う一人として今日発

言させていただいたことを深く感謝して、私の質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長（渡裕之君） 矢野厚子君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午後１時25分 

              再開 午後１時35分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（渡裕之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 皆さん、こんにちは。 

 鉄砲小路の那須眞理子です。どうぞよろしくお願いします。お昼からは睡魔が襲ってくる時

間帯ですので、大きな声で皆さんが眠気を催さないように頑張りたいと思います。よろしくお

願いします。 

 さて、我が家は畜産業を営んでいます。今月30日はいよいよＴＰＰ、11環太平洋連携協定が

発効されます。言い出しっぺでありますアメリカが離脱し、再協議規定は宙ぶらりんのままで

す。人、物、金が自由に交流するのがＴＰＰです。畜産の牛肉は関税が１年目に27％に下が

り、16年で９％まで下がります。それに伴い、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドか

ら輸入牛肉がどんどん入ってくると思われます。そうなったとき、政府はセーフガード、つま

り緊急輸入制限措置といいますが、それもＳＧといいます、もうこれを発効、発動して対応し

ようとしていますが、これまたはっきりしたことは分かっていません。最近の異常気象から来

る災害の大きさや世界人口の爆発的増加などを考えたとき、食料を輸入に頼るのは怖いことで

す。牛肉に限らず食料は自国で生産するを常に考えるべきだと思っています。災害時は自助が

一番だと、大事であると同じように、食についても自分の命は自分で守るを念頭に、農業をみ
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んなで考え守り育ててほしいと思っています。ぜひ今後のＴＰＰ11の動向に皆さんが関心を持

っていただき、それをお願いしまして質問に入りたいと思いますが、前置きが長くなりました

が、今日は農業についての質問ではありません。ぜひ国産、それも菊陽産の農畜産物を食べて

元気に育ってほしいと願いながら、子どもたちに関する質問と、菊陽町の誇れる数々の史跡や

特産品の観光ＰＲについて質問いたします。それでは、よろしくお願いします。 

 質問は質問席にて行います。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） まず、１番目の子育て支援について質問します。 

 その前に、まず９月に町長選において再選されました後藤三雄町長に改めてお祝いを申し上

げます。それとともに、今期４年間を元気で、そして全力で町政に邁進されることを願ってい

ます。今日は御答弁よろしくお願いいたします。 

 さて、就任の御挨拶の中でも重点施策の１つ目に「子育て支援充実のまち」とあります。転

居してこられた人たちの話を聞きますと、子育て支援がよさそうだからという話をよく聞きま

す。そのような中で、具体策として来春から中学生までの医療費が無料になると聞いていま

す。そうなれば、当事者の親さんには心強いことです。それでは、施設面ではどうでしょう

か。子育て支援センターと名のつくところにラビットくらぶ、ミニキャロットくらぶ、ひかり

っこ、そして武蔵ヶ丘児童館とつどいの広場ぴーすがあります。これらはゼロ歳から未就園の

子どもと保護者が対象となっています。その中では、親子で楽しむ体験活動や子育ての悩みや

情報交換、そして友達づくりの場にもなっています。以上のように子育て中の両親や子どもに

とってはいろんな面で人生の道しるべになっていると言っても過言ではないと思います。それ

では、これより質問に入ります。 

 つどいの広場ぴーすだけは１家族100円と利用料が設定されていますが、これらの施設を利

用するための規約はあるのでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の子育て支援センターによる利用料の設定についてお答

えします。 

 各子育て支援センターは、地域子育て支援拠点事業として行っており、基本的には料金は無

料となっております。地域子育て支援拠点事業は、児童福祉法に記載されており、子育て親子

の交流などの促進、子どもの健やかな育ちの支援を目的に、国の地域子育て支援拠点事業実施

要綱に基づき町が国から補助を受け、子育て支援室の開設や各支援センターに出向いて行う支

援活動を実施しております。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 規約は国のあれによって決まっているということですけれども、規約の

取り決めがないわけですから、ないわけというか市町村との、ほかの市町村ですけれども、な

いわけですから次の質問に入りますけれども、これらの施設は熊本市や合志市からの利用者が
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菊陽町住民よりも多いという話を聞いていますが、これについてはどう考えていますか。ま

た、１日何組限定での活動予約は町内と町外ではどう取り扱っているのでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の他市町村からの利用についてお答えします。 

 先ほど申しましたとおり、子育て支援センターは国の地域子育て支援拠点事業実施要綱に基

づき、市町村の垣根を越えて子育て世帯の交流の場を設けることを目的の一つとしていますこ

とから、菊陽町と同様に近隣の熊本市、菊池市、合志市、大津町などにおいても在住者以外の

利用を可能としております。また、各町民センターに出向いて行う子育て支援活動は、親子

20組限定の事前予約制としておりますけども、町内町外を分けずに御利用いただいておりま

す。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 町内町外問わずに利用されているということですけれども、そうなって

きますと、正式な取り決めはなく、お互いに暗黙のうちに市町村の施設を使用しているとすれ

ば、こちらもそうですけれども、ほかの隣市町村ですね、いろんな大津町とか合志市、熊本

市、そういうところの人たちもやっぱりそこを利用したときにいろいろと不満や問題が生じて

くることも予想されます。そうであれば、お互いに正式に協定を結んで文書化する必要がある

んじゃなかろうかと私は考えますけれども、それについては今後どうお考えですか。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問についてお答えいたします。 

 施設を利用するに当たり、現在他市町村との協定はございませんが、今後利用や予約方法な

どについて近隣市町と情報交換を実施したいと考えております。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） ぜひ近隣の市町村と情報を交換し合って、取り決めを一応お願いしてて

私も見守りたいと思いますが、先ほどの５か所は皆さんも御存じのとおり全部西部に位置しま

す。東部にある親さんは東部にないので遠いと思いながらも西部の施設に連れていったが、利

用されている人たちが町外の人が多くてびっくりした、町内じゃないので話もかみ合わず気ま

ずい思いをしたと語っておられる親さんもいらっしゃいます。やはり現状を考慮し、今後は東

部に設置する必要があると思いますが、どうお考えでしょうか。これは町長にお尋ねします。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） ただいまの御質問でありますけども、町の東部における子育て支援センタ

ーの設置についてということであります。町立保育所を民営化、来年の４月からそちらの方に

変わりますと、町立のなかよし保育園とそれからみどり園が残るわけでありますが、現在の保

育所としての機能に加えて子育て支援の拠点となるよう、（仮称）総合子育て支援センターの

整備を進めていきます。その内容につきまして菊陽町町立保育所運営検討委員会の中で具体的

な検討を進めて、その中で、確かに東部の方にはその必要性も出ておりますので、残る２園の
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中でその辺、この２園はさらに子育て支援センターのみならず総合子育て支援センターと位置

づけておりますので、この施設の中で検討委員会の方からも答えが出てくるかと思いますけど

も、そういう取組をしたいというに考えております。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 先ほども質問の中で総合支援センターの話が出ておりましたけれども、

早々にこれは皆さん利用したいという東部の方の親さんたちの願いがありますので、町長も重

点の施策の１つ目に上げられていますので、ぜひこれを設置して、総合センターができる前に

どこか１か所でもいいですので設置していただいて、さすが後藤町長と言われるようにぜひ設

置をよろしくお願いいたします。これは将来町を担ってくれるであろう人材をつくり出す人生

行路の入り口でもありますので、菊陽町のどの地域に住んでいても同じようにサービスが受け

られることが求められると思います。ぜひ早々の御検討をお願いいたします。 

 続きまして、２番目のこども110番について質問します。 

 最近のニュースを見聞きしていますと本当に恐ろしいと思うことが多々あります。それも、

人がかかわっている事件が多いです。その中でも子どもに対するわいせつ行為や、はたまたそ

れを目的とした殺人等、子どもを取り巻く情勢が私たちのときとは本当に変わってしまいまし

た。私たちの小さいときは生活は貧しくて不便でしたが、恐ろしかったのは墓ぐらいでした。

私たちは墓ぶらと呼んでいましたが、その場所を通るときだけはどんな日中でも大声を出して

走り去っていき、今でも覚えています。それが、今は人が恐ろしくて人を警戒しなければなり

ません。子どもたちは安心して登下校もできないような時代を迎えています。そのような背景

があり、みんなで子どもを守ろうとの趣旨で設置されたのだろうとは思いますが、はっきり分

かりません。区のところどころに子ども110番の家と書かれた看板が個人の庭先や木戸に立っ

ています。皆さんも御存じだと思います。我が家にもあります。そもそもこれは何の目的でど

こが管轄し、町はどのようにかかわっているのでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 学務課長。 

○学務課長（矢野信哉君） 御質問にお答えします。 

 子ども110番の家は1990年代ごろに子どもを狙った犯罪が増え、特に神戸連続殺傷事件をき

っかけに全国に設置されるようになりました。目的は、緊急避難先として子どもの保護と事件

の未然防止のために、町内の小学校のＰＴＡが主体となって学校と協力しながら地域社会、警

察、自治体と連携して取り組んでいるものです。緊急避難先としましては、校区にお住まいの

住民や店舗の事業主等にお願いしています。小学校区別の設置数は、菊陽中部小が38か所、菊

陽南小が24か所、菊陽北小が40か所、武蔵ヶ丘小が30か所、菊陽西小が60か所、武蔵ヶ丘北小

が18か所の計210か所となっております。町では、子ども110番の家の表示プレートやセーフテ

ィーコーンなどの表示板の配布などのサポートを行っています。教育委員会としましても、今

後とも子ども110番の家に関する各学校のＰＴＡ活動についてしっかりと支援してまいりま

す。 
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 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） それでは、私が質問したのは、管轄というのはどこですか、直接的に

は。 

○議長（渡裕之君） 学務課長。 

○学務課長（矢野信哉君） 先ほども申し上げましたように、この取組は各小学校のＰＴＡと学校

が主体となって取り組んでおられますので、教育委員会としましては直接的な管轄というわけ

ではないんですが、関係機関及び関係部署と連携して支援していきたいと思っております。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 私が聞きましたところによりますと、警察が管轄という話を聞きました

が、そうじゃないんですね。警察から学校に行って、学校がＰＴＡでというその流れじゃない

わけですね。 

○議長（渡裕之君） 学務課長。 

○学務課長（矢野信哉君） 先ほど申し上げましたのは、役場内での管轄というところでのお答え

をしましたが、今、那須議員がおっしゃられましたように今は警察が主体、大津で言えば安全

協会ですかね、そちらの方が管轄的な取組を行ってらっしゃるかと思います。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 私もそうでしたけれども、町民の多くはあの看板を見て町、教育委員会

が管轄しているってみんな思っていらっしゃいますね。そして、それをＰＴＡとか、そしたら

さっき岩下議員に聞いたら、うちは何て言いました。 

              （12番岩下和高君「地区委員さんがやる」の声あり） 

 地区委員さん。 

              （12番岩下和高君「地区委員」の声あり） 

 地区委員さん。地区委員さんがされるというところもあるそうですので。それぞれにそこ何

か違うみたいですので、うちのところはＰＴＡの方が持ってこられました。それなんですね、

あとずっと何十年ってあるわけですけれども、町からはもう、警察からももちろんですけれ

ど、一回も便りも情報の共有というか、そういうお便りもありませんでしたので、もうこれが

不思議でたまりませんでした。それが、あるところではこういうことがあったそうです。夏の

暑い日に数人の子どもたちが、ごめんください、ここは子ども110番の家ですよね、水を飲ま

せてくださいと訪ねてきたそうです。すると、そこの住人は、うちは確かに子ども110番の家

の看板は立てているけどね、水を飲みに入るとこじゃなかよと言ったそうです。そして、不審

者が出たとかけがをしたとか、そういう緊急の場合に一時避難するところばいと、そう答えた

そうです。つまり、子どもたちと受入れ側との情報共有がなされていないためにこのような事

態を招いたと思われます。これが、看板を掲げていなくて、ただ単に子どもたちが水を飲みに

立ち寄ったのなら話はまた違ったのかもしれません。つまり、水を飲ませてください、ああ、
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いいよと終わったのかもしれません。そういうことで、この立て看板というか、看板を出して

いるということは、子どももですけども、受け入れてその看板を立てている、両方にそれぞれ

違った概念を与えているのではないでしょうか。子どもたちを地域で守るのは当然のことで

す。だからこそ、子ども110番の家の管轄を明確にして横のつながりの充実を図るべきだと思

いますが、町としては今後どう対応されるのでしょうか。質問します。 

○議長（渡裕之君） 学務課長。 

○学務課長（矢野信哉君） お答えします。 

 新山地区では、平成30年５月に今年で９回目になる子ども110番の家探検ラリーが開催され

ました。これは、新山地区にある７か所の110番の家をラリー形式で探し当てるもので、ゲー

ムを通して子どもたちに場所を認識させるものです。また、110番の家の人を知ることで緊急

時にすぐ飛び込める環境をつくれるようにと実施されたものです。子どもと保護者ら100人以

上が参加され、110番の家を見つけて家の人と挨拶を交わすという取組でした。このような取

組は子ども110番の家を住民に周知し、防犯意識を高揚させるために大変効果のある取組であ

ると考えています。町としましても、警察や地域社会と協力しながら、警察庁が作成している

子ども110番の家対応マニュアルを活用して具体的な対応方法を周知するなど、今後とも子ど

も110番の家に関し各学校のＰＴＡ活動を支援してまいります。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） せっかく教育長が前におられますので、教育長、いかがですか、今の質

問に対して。 

○議長（渡裕之君） 教育長。 

○教育長（上川幸俊君） 御質問ありがとうございます。こども110番のこの取組につきまして

は、地域社会とそれから学校、保護者あるいは関係機関や警察が集まりまして、それが一体と

なって取り組んでいる非常に効果的な取組だなということを、議員の御質問を受けながら改め

て認識をしているところでございます。今の課長の方から申し上げましたけども、地区によっ

ては非常に効果的な取組も行っていただいております。今、学校では地域学校協働活動で町全

体で住民全部で大切な子どもたちを守り育てていこうというような取組を進めておるところで

ございますし、その事業にまさに合致する取組であろうというふうに思います。今後は、せっ

かくこの貴重な取組にまた光を当てていただきましたので、教育委員会としても責任を持って

しっかりとＰＴＡ、学校あるいは関係機関が要となってこの取組を進めてまいりたいと、その

ように思います。ありがとうございます。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 心強い御答弁、ありがとうございます。 

 子どもは国の宝です。みんなで魔の手や緊急事態から守り育てなければなりません。いざと

いうとき、どこをどうしてどう対処するのか、情報の共有とそれらについての見識も重要で
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す。この看板が存在する以上、町もノータッチでは子どもたちを守るという安心・安全が途中

で切れてしまいます。みんなの輪があってこそ子ども110番の家の存在が生きてくると思いま

すので、これからは子どもも一緒に共通認識を持って事件や事故が絶対に起きない菊陽町であ

りたいと思います。２番については以上です。 

 次に、３番に移ります。 

 ３番目は大空港構想における観光ＰＲについてです。 

 これは先ほど矢野議員もおっしゃってましたけども、ちょうどお昼の時間帯に蒲島県政の意

向として三里木駅からの鉄道、ＪＲが延伸される、じゃあ何かその旨で検討がなされるという

ことがニュースで出ておりましたので、ちょうどよかったなと思いました、私のこれからの質

問にありますので。昨年の６月の一般質問におきまして蒲島県政の強い構想であります大空港

構想（ネクストステージ）について質問しました。これは九州の中央に位置する阿蘇くまもと

空港とその周辺地域を一体のものとしてその地域の可能性を引き出し、その最大化を考えてい

く構想であり、平成24年度から熊本県が取り組んでいるということでした。それが、平成28年

の熊本地震からの創造的復興の象徴となり、また点火剤として復興を推し進めるために大規模

な図案、つまりグランドデザインとして新しく策定されたものだと理解しています。それにつ

いて町としては県の意見交換において５つの項目を提案されています。今日は新しい議員さん

もいらっしゃいますので、そのときの答弁を私の方からかいつまんでお伝えします。その１

が、災害時には空港北側から進入を可能とする２本目の主要な道路を整備する、２に、空港北

側にエプロント荷さばき場を設置する、３に、空港や九州自動車道、熊本インターチェンジに

近い白水台地に新たな物資の集積を可能とする施設を誘致し、県の北東部への物資の配給拠点

とする、４に、広大な防災公園を整備する、５に、北熊本駐屯地から空港へのアクセス道路を

整備する、そして防災拠点構想においては空港滑走路を有する本町に必要な施設を今後は積極

的に誘致していく、以上がそのときの御答弁だったと思いますが、間違っていましたら後でお

示しください。それでは、あのときの質問から１年半が過ぎようとしています。現在その提案

に沿って進展があったこと、また変更になったことがありましたらお答えください。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） お答えします。 

 この大空港構想（ネクストステージ）は、阿蘇くまもと空港と熊本地震により甚大な被害を

受けた熊本都市圏東部地域である益城町、西原村及び熊本市東部地区並びに大津町及び菊陽町

の持つ可能性を引き出し、創造的な復興を推進するグランドデザインとして策定されたもの

で、計画期間は10年間となります。この計画には、空港の活用、空港へのアクセスの多重化、

国道443号の４車線化などが盛り込まれるとともに、空港への鉄軌道の延伸も検討項目に掲げ

られています。御承知のとおり、現在熊本空港の民営化が進められており、応募事業者との意

見交換が行われているところであり、町もこの意見交換会に参加して空港やその周辺地域での

観光ＰＲや幹線道路の改良など取組可能な項目などを要望しています。このようなことから、
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新たな空港引受事業者がどこに決まるか注視しているところです。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） せんだって沖縄のモノレールを数人の議員で研修に行きましたが、その

ときも感じましたけれども、このような大規模なプロジェクトは話が出ては消え、消えてはま

た出るといったぐあいに一進一退を繰り返しながら進展が具体的に見えないというのが特徴だ

と思いますが、構想としては、さっきも１番目に言いましたけど、三里木駅からのＪＲの方が

構想として具体的に上がったということですので、少しずつではありますが、前進していると

いうことだと思います。 

 さてそれでは、それを踏まえまして阿蘇くまもと空港周辺がいろんな構想で変貌していくで

あろう、もしくは変貌する中で、町は他の連携市町村よりいち早く恩恵をこうむるように仕向

けなければなりません。その一つにＰＲがあると思います。本町には現在他の連携市町村より

幾つもの利点があります。まず、阿蘇くまもと空港の滑走路は本町に有しています。次に、Ｊ

Ｒの駅が３つもあります。そして、大きな幹線道路が走っています。これだけそろっていると

ころはほかにありません。これを利用しなくてはもったいないです。熊本空港を利用された方

は分かると思いますが、上空から見た本町は東西に白川がゆったりと流れ、その周りには豊か

な田畑が広がり、のどかさを見せながらも幹線道路が東西南北に走り、行き交う車がにぎわい

を感じさせます。本当にすばらしいところに住んでいるといつも感じます。しかし、初めて熊

本を訪れる人たちには眼下に広がるところが菊陽町だとは分かりません。そこで、私の発想か

ら先に申し上げますが、眼下に広がる白水台地に菊陽町のシンボル史跡であります、今も土木

事業として農業に多くの恵みを与えている鼻ぐり井手の大看板を設置したらどうでしょうか。

そうすれば一目瞭然、みんなの目がくぎづけになり、菊陽町を印象づけること間違いなしで

す。そして、この地に興味を抱き、見てみたい、訪ねてみたいと思われることが大事ではない

でしょうか。 

 そこで、質問です。 

 私の発想は別として、町は将来を見据えて大空港構想における阿蘇くまもと空港を利用した

観光ＰＲはどのように考えておいでですか。 

○議長（渡裕之君） 商工振興課長。 

○商工振興課長（川上一弘君） こんにちは。お答えします。 

 本町においては、これまで鼻ぐり井手、杉並木、鉄砲小路などの歴史的景観や眼鏡橋などの

文化財等を資源とした観光の活性化に取り組んでまいりました。地方創生総合戦略において

は、商工会が行っています菊陽まち遊び事業を支援し、本町の魅力を発信しているところで

す。また、本年度、世界かんがい施設遺産に登録された鼻ぐり井手を含む白川流域かんがい用

水群など、関係市町と連携した新たな観光資源の創出に取り組みたいと考えております。 

 御質問の阿蘇くまもと空港を利用した観光ＰＲにつきましては、空港の民営化に合わせて本

町を紹介するパネル展示などを行うなど菊陽町のＰＲを考えております。 
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○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 幾つか考えていらっしゃるということは分かりました。熊本の空の玄関

口としてまず菊陽町に着陸するわけですから、通過点にならないためにも第一印象でインパク

トを与え興味を持っていただけるようなＰＲをし、お出迎えをしたいものです。また、それが

行く行くは観光にとどまらず定住につながっていけば願ったりかなったりでこんなに喜ばしい

ことはありません。今後もさらなる御検討をお願いしたいと思います。つけ加えて申し上げま

すと、先ほど私が申し上げました白水台地に大看板を設置する、それも御検討いただきますよ

うにお願いいたします。 

 それでは、同じＰＲの場としてＪＲの駅と幹線道路が考えられます。ＪＲは原水駅、三里木

駅、光の森駅と３つも駅がありますので、そこにも町の史跡、先ほど言いましたが、鼻ぐり井

手、鉄砲小路の生け垣、津久礼の眼鏡橋などなど、ほかにもたくさんあります。それらの史跡

や特産品などを紹介する看板等を設置したらどうでしょうか。そして、幹線道路には大きなキ

ャロッピーを据え、宣伝大使になってもらいましょう。以上は私の思いですが、町としては幹

線道路を利用しての観光ＰＲはどのように考えておられますでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 商工振興課長。 

○商工振興課長（川上一弘君） お答えします。 

 町に有するＪＲ駅での観光ＰＲにつきましては、菊陽町ルートマップのパンフレットを作成

し、町の出先機関をはじめ三里木駅の情報交流プラザやくまもと森都心プラザ、東京都中央区

にあります地域活性化センターにおいて本町の情報を発信しております。また、今年度は実施

されませんでしたが、例年鉄砲小路生け垣とふれあい祭りを散策するＪＲ九州が主催するウオ

ーキングにあわせましてスタンプラリーを行っており、総合交流ターミナルにおいて本町の特

産品であるニンジンジュースなどの試飲など菊陽町のＰＲを行っております。 

 御質問のＪＲ駅や幹線道路での観光ＰＲにつきましては、ＪＲ駅の利用者が１日約

8,100人、幹線道路であります国道57号は１日の交通量が約３万5,000台と、町内外を問わず多

くの方が利用されており、町のイベント開催など情報の発信場所としては有効な場所と認識し

ております。今後もＪＲの駅や幹線道路において菊陽町を紹介するポスターの掲示や屋外の看

板等による菊陽町のＰＲを考えております。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君。 

○５番（那須眞理子君） 大体熊本県人はＰＲとか宣伝効果が下手だという話は聞いておりますけ

れども、やはりＰＲ効果というのはとても大きなものがありますので、インパクトの強いＰＲ

をぜひ町のどこそこにしていただきますようにお願いいたします。 

 大空港構想は他の市町村との絡みもありますので、想像以上に周辺一帯がさま変わりすると

私は思っています。私たちはその先を見据えながら先手先手で事を起こすことが政治の手腕で

あり、次へのチャンスにつながるものと考えます。現在、議会でも大空港構想（ネクストステ

ージ）について周辺の連携市町村にて研修が行われていますが、どの市町村もおのおのの利益
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につながるように配慮しながら未来像を描きつつあります。だからこそ、菊陽町の観光ＰＲの

果たす役目は大きいと思われます。これからの町政の中でもぜひ取り上げていただき、御検討

をお願いしまして、今日の全部の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（渡裕之君） 那須眞理子君の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問は終わります。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              散会 午後２時８分 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              開議 午前10時０分 

○議長（渡裕之君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（渡裕之君） 日程第１、前日に引き続き一般質問を行います。 

 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） 皆様、おはようございます。大久保輝でございます。 

 本日、足元悪い中、多くの方に傍聴いただいております。どうもありがとうございます。 

 まずは、先般施行されました菊陽町長選挙におかれましては、後藤町長、４期目の当選とい

う結果でございました。誠におめでとうございます。今後４年間の任期において、どのような

町政のかじ取りをされていくのか、任期４年間のその先々まで見据えた菊陽町の発展のため

に、さまざまな政策を掲げてらっしゃいましたので、主にその内容についての御質問をさせて

いただく予定です。 

 １番目が、私も多くの町民の方から期待する声を聞いております。総合体育館の建設につい

て。２番目が、都市計画、開発について。特に、こういった問題、大変時間がかかる課題かと

いうふうに思います。先々の町の発展にとっても大変重要なことであるかと思いますので、そ

ういったところを尋ねてまいりたいと思います。３番目に、子育て支援の充実。町立保育所の

民営化につきまして、町民の方々からの声をいただいております。今定例会で議決される事案

でございますが、その前に質問をさせていただきます。４番目に、選挙に関すること。こち

ら、投票率や期日前投票に関することなどにつきまして尋ねてまいります。 

 以上の４項目でございますが、昨日、４名の議員の皆様の一般質問と重複するところも多く

ございます。そこの、昨日の答弁も踏まえたところでの質問ということでさせていただきたい

と思っております。 

 それでは、質問は質問者席にて行わせていただきます。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） まず、総合体育館の建設についての質問をさせていただきます。 

 町長選挙時の選挙運動用のビラに、総合体育館の建設について、町役場内に担当部署を設置

し、建設地の調査や建設計画を進めており、間もなく町民の皆様にその概要をお知らせします

ということが記されてありました。先ほども申し上げましたとおり、総合体育館の建設につき

ましては、結構多くの町民の方々から、早く実現できないかという期待の声をお聞きしており

まして、間もなくというふうにありましたので、これは私自身、率直に大変喜ばしいことだな

というふうに思っていたところでございます。 

 そこで、どこにどのような施設を予定しているのか。また、現在の進捗状況及び今後のスケ
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ジュールにつきましてお尋ねしたいというふうに思っておりましたけども、昨日の甲斐議員の

一般質問への答弁では、これから総合体育館建設の検討委員会の設置を検討しているという段

階ということでございました。なんで、この後のスケジュールについてはまだまだ分からない

とこありましたけども、今後の計画につきまして、ある程度のイメージはあるのではないかと

思っておりますが、いかがでしょうか。 

 まずは、今後のスケジュールについてお尋ねをいたします。 

○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） おはようございます。 

 御質問にお答えします。 

 総合体育館の整備については、スポーツ関係者をはじめ、住民の皆様が待ち望まれているも

のであり、優先的に行う重点施策として位置づけているところであります。 

 まず、現在の進捗状況ですが、甲斐議員の一般質問の答弁と重複しますが、総合体育館建設

に向けてのこれまでの取組としましては、平成25年度に、菊陽町総合スポーツ施設整備基本構

想を策定し、施設整備の基本的な方針を定めております。その後、熊本地震が発生し、災害対

応や地震に伴う復旧、復興事業を優先させるため、事業の検討を進めることができていません

でしたが、本年度から、町民総合体育館の建設に向け、事業に着手したところです。 

 総合体育館建設に向け、有識者やスポーツ関係団体、各種団体の長を委員とした総合体育館

建設検討委員会を設置し、検討を進めることとしており、現在、大学教授などの有識者の選考

を行っている状況です。また、11月に、菊陽町総合スポーツ施設整備基本計画策定等業務委託

を発注し、基本計画の策定のほか、候補地の選定などに必要な調査や比較検討資料の作成を行

います。 

 これからのスケジュールとしましては、まず検討委員会を経て、できるだけ早く建設場所が

決定できるよう事業を進めていきたいと考えています。その後、施設の内容や規模などの検討

を行い、基本計画を策定し、基本設計、実施設計を経て工事に着工となりますが、施設の完成

については慎重に検討を行いながら、スピード感を持って取り組み、なるべく早い完成を目指

したいと考えております。 

 また、事業の概要につきましては、町民の皆様にも適宜ホームページなどでお知らせしてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） すいません。ちょっと昨日の質問と重複しておりますけど、重複してい

るところは省いていただいて結構でございますので、今後のスケジュールについてもう少し詳

しくお聞きできればというふうに思ったところでございましたけども、まだ今のところ、まだ

まだ不明瞭なところなのかなというとこでございます。 

 ２番目の質問に移らせていただきます。 
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 どのような施設を検討しているのかというところでございますけれども、建物の敷地や規模

をどのように考えているのかというところでございます。こちらについても、昨日の質問及び

答弁で、具体的なことは余り述べられていなかったかなというふうに思います。今のお話で

も、まず予定地を決めてから、それから建物の方を検討していくというところであったかとい

うふうに思います。しかしながら、私が考えるところ、私の意見としましては、建物の規模や

どういったものかというのをある程度先に考えておかないと、先に土地を決めてしまうと、後

で思ったような面積がとれなかったり、あるいは思うような施設が建てられなかったり、ある

いはそういった面積確保できて、施設も建てられても、今度は駐車場の確保ができなかったり

というような問題が出てくるかもしれません。菊陽町にどの程度の規模の施設がよいのかを事

前に考えて、その上で土地の選定ということも同時進行的に行っていった方がいいのではない

かというふうに考えます。 

 改めて、御質問いたします。 

 どの程度の規模でどういった施設を検討しているのか、そのイメージがあればお願いいたし

ます。 

○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） お答えします。 

 基本構想の中では、施設整備の内容としまして、メインアリーナ、サブアリーナにトレーニ

ング施設を備えた総合体育館を想定しているところでありますが、具体的な施設の内容につい

ては今後の検討委員会で検討してまいりたいと思いますが、今、議員様の御意見の方も、今

後、事業を進める上で参考にさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） ぜひよろしくお願いいたします。 

 ３番目の質問に移らせていただきます。 

 費用をどの程度見込んでいるのか、またその財源はという質問の予定でございましたが、こ

ちらも昨日答弁がございました。平成29年度までに約５億円の基金と、そして平成30年度予算

で５億円の基金を積み立て、若干使用している部分もあって、今年度末には基金約９億

8,500万円になるという予定であったかというふうに思います。 

 費用の例として、昨日、菊陽町の総合体育館を例として挙げられておりました。建て替えで

約38億5,000万円ということでよろしかったでしょうか。 

              （「益城町」の声あり） 

 益城町ですね。すいません。益城町、書いてるんですけど、すいません。総合体育館、例

に、建て替えで約38億5,000万円ということでよろしかったでしょうか。 

 これに、あくまでこれ建て替えということでお聞きしましたので、土地取得するのかどうか

というのもありましょうけども、あるいはそれに対しての造成費用なども考えると、仮に同程
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度の規模でも、費用はまだまだ大きくなるというふうにも思います。恐らく、現在予定されて

いる基金だけでは不足するだろうというふうに思うわけです。昨日の答弁には、それに起債で

あったり、国の制度事業であったりということもありましたけども、まずはどれぐらいの金額

を予定しているのか。まだまだ分からないとこかと思いますけども、あとその財源の確保につ

いてというところで再度お尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（梅原浩司君） 御質問にお答えします。 

 事業費につきましては、議員様おっしゃられましたように、用地取得の有無、施設の規模や

内容で変わりますので、現在のところお示しできません。 

 財源につきましては、国の交付金事業の活用も想定しております。ほかに、起債及び総合ス

ポーツ施設整備基金などを考えております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） そして、昨日の答弁におきまして、町長の方から、国の制度事業も使え

るようなところを考えてというところがございました。当然、国の制度事業を使って、町の費

用負担ができるだけ少なく済むようにというところは当然かと思いますけども、当然、それは

ありますが、しかしながら、制度事業がありきではなく、こういった施設をつくりたいという

のを先にお示しいただいて、そこからスタートして、その上でさまざまな制度を検討していた

だきまして、それからすばらしい施設ができることを願っております。 

 次の質問に移らせていただきます。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 所管が、教育委員会の生涯学習課でやっておりますけども、いろいろ財源

等、またどういう施設をつくるかという私の思いもありますが、施設の内容等については検討

委員会の方で、そこでいろんな意見等議論していただきたい、その上で決めていきたいと思っ

ておりますけども、昨日、検討委員会の方も、年度末というような言い方をしたと思いますけ

ども、年内には検討委員会は立ち上げて、できるだけ早い時期に場所等の決定もしていきたい

と思っているところであります。 

 そして、制度事業ということで、これも国の方の補助事業がつかないと、なかなか事業費も

大きくなりますので、その辺も視野に入れた中での基金の積立てをやって、借金はできるだ

け、この国の補助がとれれば、後年度負担にならないようなところでやっていきたいというふ

うに思っております。 

 この件については、またいろんな要望活動あたりもしなければいけないかなと考えておりま

すけども、そういったときは、また議会の皆様の応援といいますか、支援の方もよろしくお願

いしておきたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 
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○２番（大久保 輝君） 昨日、今年度末というところが今年中ということで、早まったかという

ふうに思いますので、ぜひ早く事業の実現ができるようにということでお願いしまして、次の

質問に移らせていただきます。 

 ２番目の都市計画、開発についてという項目の質問に移らせていただきます。 

 冒頭にも申し上げましたとおり、都市計画や開発については、計画を立てて実際に事業が始

まって、そしてそういったさまざまな施設なりが利用できるようになるまでにはかなりの時間

がかるかというふうに思います。なんで、非常に長期的な視点で見ていかなければならないこ

とだというふうに思っております。 

 その中で、まず１番目に、武蔵ヶ丘地区再開発の進捗状況について、また今後の計画はどの

ように考えているのかという項目でございます。 

 こちらにつきましては、昨年９月の議会で、私、一般質問をさせていただきましたので、ど

のような計画なのかということはお聞きしております。その際の進捗状況について少しお尋ね

をしたんですけども、そのときの答弁におきましては、本事業に関しましては、確実にやって

くるであろう武蔵ヶ丘団地を含む合志市、熊本市を含む周辺地域の高齢化を見据え、将来的に

持続可能な地域社会を形成するために町として問題提起しているものというところの答弁でご

ざいました。町として問題提起をしているということでございましたので、私、前回ちょっと

お聞きしたかったところだったですけれども、きちんとお尋ねできてなかったんですが、例え

ば近隣市町村に対しても、具体的にどのように問題提起という形が行われているのかというこ

とをお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） お答えいたします。 

 武蔵ヶ丘地区再開発事業、いわゆるオールドニュータウン再開発事業は、昭和40年代以降の

高度成長期時代に開発された武蔵ヶ丘団地とその周辺戸建て住宅が建つ地域を再開発し、再配

置するものですが、建設から約40年が経過する武蔵ヶ丘団地の耐用年数は70年であること、ま

た周辺の戸建て住宅は個人が所有する財産であることなど、再開発のためクリアしなければな

らない条件が数多くあります。そのため、町単独で再開発が実現できるものではなく、国や

県、関係自治体、大規模土地開発業者、金融機関などと連携して協働しながら、長期的視野に

立って取り組んでいかなければならない事業です。 

 本事業は、確実にやってくるであろう武蔵ヶ丘団地を含む周辺地域の高齢化を見据え、将来

的に持続可能な地域社会を形成するために、県をはじめとする関係機関に町として問題提起す

るものです。 

 これに対しまして、関係市町との協議を行ったかということでございますけれども、今後の

人口減少、少子・高齢化にあっても、地域を活性化し、経済を持続可能なものとして、住民が

安心して暮らしていけるような圏域の中心的役割を担う連携中枢都市圏で問題提起をしたとこ

ろです。 
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 この計画については、個人の財産を扱うなど、さまざまな問題を抱えているため、今後も粘

り強く問題提起をしていくこととしています。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） すいません、ちょっと私がきちっと分かりにくかったものですから、具

体的にどのように問題提起をしたのかというとこだけ端的にお答えいただければと思います。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） 現在、熊本連携中枢都市圏がございまして、その中で問題提起を

しているところです。人口減少、少子・高齢化社会にあっても地域を活性化し、経済を持続可

能なものとして住民が安心して暮らしていけるようなものを解決するために連携中枢都市圏と

いうものがございます。その中で問題提起をしたところでございます。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） 連携中枢都市圏でそういったお話をされたということでいいでしょう

か。はい。すいません、どういったものなのか、簡単にお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 総務部長。 

○総務部長（阪本浩德君） それではお答えいたします。 

 連携中枢都市圏といいますのは、熊本市が中心になりまして、周辺の市町村と個別に協定、

契約を結ぶというような形で、菊陽町も平成28年３月に議会の議決を経まして、こういう形

で、連携中枢都市圏の議決をいただきました。その中で、事業が数十ございますけれども、そ

の中で菊陽町が提案しましたのが、武蔵ヶ丘団地、これは戸建て、それから団地も含みますけ

ど、合志市、それから熊本市の武蔵ヶ丘あたりも含んだところで、空き家等が増えてきている

というところで、都市空間の課題が共通しているというところで提案をさせていただきまし

た。その事前としまして、平成25年度に、熊本市、それから菊陽町、それから熊本大学が協力

しまして、武蔵ヶ丘の戸建ての住宅の調査アンケートをさせていただきました。その中で、空

き家、都市空間の課題は共通しているというテーマが出まして、菊陽町としましても、武蔵ヶ

丘団地を抱えておりますので、この連携中枢都市圏の中で提案をさせていただいたというとこ

ろでございます。 

 実際は、壮大な計画なものですから、町単独でできるものではございません。民間のディベ

ロッパーとか、当然、県、武蔵ヶ丘は県ですから県、それから武蔵ヶ丘の戸建ての方は当然個

人の土地ですから、個人さんの財産あたりが扱うことになりますので、町単独ではとてもでき

るものではございません。熊本市、合志市あたりにもこの連携中枢都市圏に載せてもらうよう

に、私の方から町長も含めまして要請はいたしまして、空き家等を含む都市空間の整備という

ような形で盛り込ませていただいておりますが、実際に、具体的に事業を進めていく上では民

間の力が必要ですので、28年度だったと思いますけど、金融機関等には説明会を１回しており

ます。それから、県にも１回要望はしております。その後、地震もありました関係で、実際余

り進んでないということですけども、会議の際は、再度提案をしていきたいというふうに思っ
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ております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） ありがとうございました。 

 なかなか今おっしゃったように、町単独では難しいというところで、当然だと思いますの

で、ぜひ頑張って取り組んでいただきたいというところでございます。 

 ２つ目の質問に移らせていただきます。 

 セミコンテクノパーク周辺の道路整備について、現在の進捗はどうなっているのかという項

目に移らせていただきます。 

 こちらにつきまして、菊陽空港延伸線につきましては、昨日、またこちらも甲斐議員の一般

質問の答弁で、現在の進捗状況についてはお聞きしました。 

 一昨日の後藤町長の行政報告では、これから（仮称）第２原水工業団地の計画も事業として

進めていくということでございますので、ますます空港延伸線の重要性は高まることとなるか

というふうに思います。しかしながら、今後の予定についてはまだ未確定なところがあるとい

うことでございました。 

 道路整備について、菊陽空港延伸線につきましては、昨日お聞きしましたので、もう一点、

第５期総合計画にも記されております、町道杉並木公園延伸線について、こちら記されており

ますので、こちらの進捗状況についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 建設課長。 

○土木部次長兼建設課長（小野秀幸君） おはようございます。 

 お答えいたします。 

 セミコンテクノパーク周辺の道路の渋滞、混雑につきましては、早急に取り組む必要があり

ます喫緊の課題と認識しているところでございます。 

 このセミコンテクノパークの通勤者は約１万人で、大津町の本田技研などの工場の通勤者も

増加しておりまして、朝夕の通勤、退勤時間帯は慢性的な渋滞となっております。このため、

セミコンテクノパーク協議会からの要望及び地域住民に及ぼす影響等を勘案し、熊本県、合志

市とともに、慢性的な渋滞が続いている地点、例えばセミコンの東口及び西口交差点の改良

や、県道辛川鹿本線、福原バイパス等の建設により、慢性的な渋滞は一定の成果を上げるに至

っております。しかしながら、セミコンテクノパーク、原水工業団地等の企業立地が進みまし

て、議員が申されましたけれども、今後、（仮称）第２原水工業団地も計画しているところか

ら、さらに交通量が増加する見込みであります。 

 このような状況の中、町としましても、町道古閑原上堀川線と県道大津植木線交差点の町道

側からの渋滞が著しいということから、町道側に右折レーンの設置及び右折矢印式信号機の追

加をする事業について、今年度に用地買収が完了しましたので、現在、一部工事を発注してお

りまして、来年夏ごろには完成の予定であります。 
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 それからまた、その交差点改良の南側の県道新山原水線へつながる交差点においても、町道

新町合志線の一部、延長約60メーターですけれども、未改良区間の改良についても、今年度用

地買収が完了しましたので、現在、年度末完了を目標に事業を進めているところでございま

す。 

 菊陽空港線については、先日、甲斐議員の一般質問の答弁で申し上げましたので割愛します

けれども、また現在、熊本県におきましては、県道大津植木線のセミコンの東口、西口交差点

に、左折レーンの設置、そのレーンの設置に取り組んでいるところでございます。 

 それから、大久保議員が申されました杉並木公園線の延伸、これは、図書館前から東の方に

向かいまして、柳南橋の通りがあります町道の大人足線と言いますけれども、そちらまでの構

想がございますけれども、そちらの構想と、あと図書館前から北の方に向かいまして、横道合

志線の延伸、その構想がございますけれども、その路線については、まずは今現在、菊陽空港

線を進めておりますので、その事業がある程度目途が立った時点で、またほかの路線の検討に

入りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） 先に菊陽空港延伸線をということであったかと思いますので、こちら早

く進めていただいて、次というところでいっていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 ＪＲ新駅の設置についてどう考えるのかというところを質問項目としております。 

 こちらの質問ですけれども、昨日、こちらも矢野議員の方から質問があって、その答弁にお

いて、町の方では原水駅周辺まちづくり基本調査業務を実施しており、十分に張りついていな

いと、これ多分住宅のことかというふうに思いますけども、住宅が張りついていないという意

味でおっしゃったんだというふうに思います、いいですかね。原水地域周辺地区を一体的に整

備したいと考えているということでございました。町からＪＲへ新駅の設置を要望していると

いうことでございました。いわゆる請願駅ということになるかというふうに思います。当然、

ＪＲ側としましては、民間の会社でありますから、採算がどうかということもあるでしょう

し、昨日の答弁にもあったとおり、周辺近市の地域の住宅が増えないとなかなか難しいかとい

うふうに思います。また、請願駅というふうになれば、新駅設置の費用はその負担のほとんど

が町ということにもなろうかと思います。町としましては、こちらの新駅設置の実現の可能性

についてどのようにお考えなのかお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） お答えいたします。 

 ＪＲの新駅については、下原堀川線の杉並木越境付近に予定しているもので、町がＪＲに対

して新駅の設置を要望しているところでありますが、新駅予定地周辺の開発などを行う必要が

あります。この新駅予定地の南側では、第２区画整理事業がほぼ終了しており、北側には杉並
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木公園や図書館、「さんふれあ」もあります。また、町では現在、原水駅周辺まちづくり基本

調査業務を実施しており、新駅予定地周辺もこの業務に入っています。これらを一体的に推し

進めることにより、新駅の着工がより現実的になるものと考えます。 

 また、今御質問されました新駅の試算についてですけれども、このようなことから新駅の設

置に当たっては、まだ試算できるような状況ではないと考えているところです。参考までに申

し上げますと、平成４年開業の平成駅は5,300万円、平成18年開業の光の森駅は自由通路と駅

前広場を除いた工事費が５億円でした。いずれも当時の金額となります。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） すいません。ちょっと私の滑舌が悪いのか、特別ちょっと費用について

お尋ねをしたつもりはなかったんですけれども、実現の可能性についてどうお考えなのかなと

いうことをお尋ねしたつもりだったんですけども、その辺について、町長どういうふうにお考

えなのかお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） この新駅については、もう以前からずっといろいろＪＲの方とも協議あた

りやってきたところでありますけども、新駅をつくるのは、いわゆる今、大久保議員が言われ

たように、請願駅ということになりますので、請願した者が全て費用負担をするというのがＪ

Ｒの受けとめ方でありました。そして、その駅をつくるためには、やはりそれだけの乗降客が

ないと、現実的には余り見えないんですけれども、見えないところに相当の金がかかるのと、

止めることによって電車の車輪等がいろいろ摩耗するとか、そういうことまで言われたんです

けども、そういう費用あたりも、いわゆる乗降客の運賃で取れない場合は、その差額は町の負

担と言われて、そういうことで、またその当時は、あそこに駅をつくっても、三里木駅と原水

駅の乗降客が分散する程度じゃないかということで、なかなかそのところまで至っていなかっ

たんですけども。そして、さらに自由通路もかけんといかんということでありました。自由通

路については、現段階では杉並木陸橋ができて、あそこから歩いておりてこれるようになりま

すので、その辺はもう解消できるかと思うんですけども、あとの乗降客数、そのために、この

後都市計画の方からも答えるかと思うんですけども、そういった乗降客、あの周辺での乗降

客、一方で、あそこにできれば、道路から南側、第２土地区画整理事業もほぼ終わりまして、

いろんな店等もできておりますので、そっちの方の利用もあるんじゃないかとは見込まれます

けども、そういうところも十分調査しながら、ＪＲと協議した中で、維持管理の負担が町の方

に来ないような、採算制のとれるようなところにするためには、あの辺周辺の開発があって住

宅が張りつかないと、そういう課題もあるような状況でありますけども、その辺も含めて、今

取組といいますか、将来を見据えた中での必要性というところもありますけども。 

 もう一つ、今日の新聞は大きく出ておりました。蒲島知事が空港への乗り入れ、いろいろ検

討された中で、三里木駅からこの空港までの豊肥線の延長をするということで出ておりました

けども、そういうのもまだ、詳しい情報はまだ分かっておりませんので、そういうところも見
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ながら、どの辺にできるのかを見ながら、きちんと対応していきたいというように考えており

ます。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） ありがとうございました。 

 周辺の道路整備や新駅の設置についてということでお尋ねしましたけども、ここと関連して

というところで、私が一緒くたに質問したいなと思っていたところでございましたけども、原

水駅周辺地域の開発計画というところをお尋ねさせていただきます。 

 昨年の９月の議会の阪本俊浩議員の一般質問への答弁で、原水駅周辺地域について、開発の

ポテンシャルが高い地域と考えていると。宅地化等の整備を行うことの実現の可能性について

必要な調査と検討を行っていくという旨の答弁がなされておりました。先に新駅の設置やセミ

コンテクノパーク周辺の道路整備ということで質問させていただきました。まだ、時期未確定

ということでございましたけども、空港延伸線についてもこれから進んでいくかと思います。

こちらの道路、特に菊陽空港延伸線、こちらの道路が通ることで、交通アクセスがよくなる反

面、こちら高規格道路にもつながるというふうに思いますけれども、それによっては、通過点

というふうになってしまうところも若干懸念するところもあります。道路周辺が発展するため

にも、開発ということを考えていっていただきたいなというふうに思います。さまざまな法律

的な問題もあるということでございましたけども、今後の開発計画どのようにお考えなのか、

状況をお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 都市計画課長。 

○都市計画課長（井芹 渡君） お答えする前に、まず原水駅周辺の都市化に向けた開発ポテンシ

ャルの高さについて説明させていただきます。 

 昨年９月定例会の阪本議員からの一般質問の答弁の中で、原水駅の乗降者数の推移につい

て、平成19年度の１日当たり平均842名が、平成28年度は1,312名と、10年間で56％増加したと

説明しておりましたが、平成29年度は1,601名となり、わずか１年で289名も増加しておりま

す。また、菊陽北小学校の児童数を見ましても、平成21年度の177名から、平成30年度は333名

となり、この10年間で倍増したことになります。これは、菊陽第１、菊陽第２土地区画整理事

業や集落内開発制度による宅地や商業施設の開発、またセミコンテクノパークや原水工業団地

への企業の進出による雇用と転入が進んだ結果だと思われます。今後も、菊陽空港線の延伸、

図書館前の杉並木公園線の東への延伸、（仮称）第２原水工業団地、約21ヘクタールの開発整

備が進みますと、都市化へのポテンシャルはますます高くなると思われます。 

 御質問の、原水駅周辺地域の開発計画はどのような状況かについてお答えします。 

 現在、原水駅周辺まちづくり基本調査業務を発注し、条件調査と課題の整理を行い、開発に

向けた基本構想を策定中であります。今後は、この基本構想をもとに、都市計画法、下水道法

及び農地、農振法等の関係法令の制限、課題をクリアすべく、関係機関との協議を進めてまい

ります。全国的に、少子・高齢化が問題とされている中、本庁が人口増加を継続させるまちづ
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くりを進めるためにも、原水駅周辺の開発は重要な事業と認識しております。大久保議員をは

じめ、議員の皆様の御理解と御協力をお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） ぜひ進めていただきたいというふうに思うとこでございますけども、そ

してこちら、町民の方からの要望として、菊陽町には会議場や宴会場などを併設したようなホ

テルだったりとか宿泊施設、こういったものが少ないなという声をよくお聞きします。私も商

工業者の一員としてでもありますけども、地元の商工業者のためにも、そういった人が集まり

まして、また宿泊できるような施設がぜひとも欲しいという声をいただいておりますので、こ

れからこういった地域の開発を考えるに当たりまして、ぜひそういった施設の誘致もあわせて

お願いできればと思っておりますけども、町のお考え、いかがでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 都市計画課長。 

○都市計画課長（井芹 渡君） すいません。お答えする前に、先ほどの質問の答弁の中で、原水

駅周辺というふうに表現しておりますけれども、新駅の話もありまして、そこまで含んだ地域

ということでお願いいたします。 

 それでは、今の件についてお答えします。 

 本町にはホテルや旅館が少ないということは認識しております。ホテルは、宿泊のみなら

ず、会議場やパーティー会場として町民の皆様の利用、セミコンテクノパークや原水工業団地

の企業の利用も考えられます。また、昨日の那須議員の一般質問にもありました大空港構想に

よります観光、インバウンドの利用も予想されます。原水駅周辺の基本構想の中でも、ホテル

等が建設できる用途地域も検討したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） ぜひ前向きに進めていただけますようにお願いできればというふうに思

いまして、次の質問に移らせていただきます。 

 ３番目の子育て支援の充実について、１番目の項目は子育て支援センターの整備とは具体的

にどのようなことを行うのかということでございましたけども、昨日の一般質問の答弁でお聞

きしておりますので、２番目の項目に移らせていただきます。 

 民営化が進んでおりますが、４園の保育士確保の見込み状況はどうかというところでござい

ます。 

 こちらも昨日の答弁によると、各保育所、民営化するところです、定員に応じて保育士が確

保できているということで答弁だったですけども、間違いございませんでしょうか。そこのと

ころだけ端的にお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 各民営化の４園の保育士の確保の見込み状況についてお答えい
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たします。 

 現在、町立保育所で勤務している非正規職員で、私立保育所に勤務を希望する保育士の方、

ほとんどが内定しております。また、各移管先事業者においては、事業者自身が運営している

保育所などから職員の異動や新たな採用により保育士を確保できる見込みです。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） 昨日、もう確保できているというようなふうに聞こえてたものですか

ら、一応見込みということでございますね。分かりました。 

 それじゃあ、３番目の質問に移らせていただきます。 

 民営化後の民間事業者の保育方針に対して不安の声を聞くことがあるが、説明は十分に行わ

れているのかということで、こちら質問の要旨、書いておりますけども、こちらこのままお尋

ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問の保護者への説明についてお答えします。 

 保護者の皆様の不安解消を図り、理解を得るために、保護者会、移管先事業者、町で構成さ

れる三者協議会で協議を進めています。三者協議会では、新しい園の運営事項や合同保育など

について情報提供や意見交換を行い、保護者の意見も取り入れながら移管の準備を進めており

ます。また、保護者から多く要望がありました、来年度からの運営についてどうなるのか説明

してほしいということでしたので、民営化後の各保育所の主な概要をまとめた入園のしおり

（案）を作成し、保護者全員に配付しております。これに対する御意見も伺いながら協議を行

い、お互いの理解を深めております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） ぜひしっかりと十分な説明を行っていただきたいというふうに思います

けども、この件に関連した質問としてお尋ねをいたします。 

 一昨日の後藤町長の行政報告におきましても、現在、町立保育所の保育士と引き継ぎを行う

合同保育も三者協議会で協議しながら実施をしていますということでございました。ちょっと

こちらについてお尋ねなんですけれども、私お聞きしているところですと、その前に、合同保

育というのは、私のイメージですが、受入れ事業者の保育士が民営化する園の保育士さんたち

と一緒に子どもたちの保育を行うというようなところで考えていますけど、おおむねそういっ

たことでよろしゅうございますでしょうか。 

 それをお聞きしたとこで、まだそういったところがあってるように聞いてない部分もあった

ものですから、どういった状況なのかということをお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 合同保育の実施の内容についてお答えいたします。 
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 ９月から、まず園長予定者と町立の園の園長と事務的な引き継ぎを始めております。10月か

らは、毎週、新しい園の園長や主任保育士の予定者が保育に参加して、保育課程や保育活動全

般、行事についての引き継ぎを行っております。今後、移管先事業者の来年度の人事配置の状

況に合わせて、園児ごとの特性や記録など、個別の引き継ぎを行い、３月までに引き継ぎを完

了する予定で、現在、合同保育を実施しております。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） まだ、事務的な引き継ぎとかが行われているところもあるというような

ことでいいでしょうかね。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 10月からは、先ほど言いましたとおり、新しい園の園長や主任

の予定者の方が実際保育に入って、園児と顔見知りになったり、行事に参加して、保育の引き

継ぎを始めております。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） 分かりました。そのところでお聞きしましたので、子どもと保護者が安

心して移管できる方向で進めていただければというふうに思います。 

 次の質問、４番目の選挙に関することというところに移らせていただきます。 

 菊陽町長選挙の投票率は47.31％と、有権者の半数以上が投票に行っていないというところ

でございます。この投票率の低さをどのように考えているのかということで書いておりますけ

ども、こちらにつきましては、前々回の町長選挙でも、投票率で少し上がっておりますけど

も、それでも50％切ってると思うので、低いなというふうに思うわけでありますけども、この

件、質問相手が選挙管理委員長というふうになっておりますけども、町長の方にお尋ねできれ

ばと思います。 

○議長（渡裕之君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（板楠健次君） 選挙管理委員会書記長としてお答えいたします。 

 地方選挙における投票率についてでございますけれども、全国、県内においても、その低下

傾向が課題となっているところでございます。平成29年１月以降の県内の市町村長選挙、市町

村議会議員選挙30選挙のうち、前回より投票率が上がったのは平成29年の荒尾市長選挙と本年

９月の本町の町長選挙、本年10月の宇土市議会議員選挙の３選挙のみでございます。ただし、

市町村長選挙で50％を割ったのは本町の町長選挙の47.31％と熊本市長選挙の31.38％の２つの

選挙でございます。 

 どうしても都市部や人口が増加している自治体の選挙は投票率が低い状況にあります。これ

は、都市部や人口が増加している自治体では、まちづくりや選挙などに対する関心が薄いこと

が考えられるところでございます。本町においても人口が増加しております西部地域が、東部

地域に比べまして投票率が低い状況にございます。町全体の投票率を高くすることはそう簡単

なことではないかと思いますけれども、町民一人一人が菊陽町民としていかにまちづくりや選
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挙に関心を持ってもらうかが重要なことではないかというふうに思っているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） 今、都市部の方が選挙、投票率低いということで、私も西部地域の方の

住民でございますので、関心を持ってもらえるように、私自身も努めなければならないという

ふうに思っているところでございます。 

 ２番目の項目に移らせていただきます。 

 前回の町長選挙です。期日前投票の投票所は菊陽町役場が４日間、光の森町民センターが１

日間ということでありました。光の森町民センターが期日前投票所として投票ができるように

なったということは、これはありがたいことだというふうに思っておりますけれども、しかし

ながら、菊陽町役場の４日間に対して、光の森町民センターは１日間ということで、まずはこ

の差の理由をお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 公職選挙法第44条において、選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければな

らないとされており、原則は選挙当日の投票であり、その例外として期日前投票、不在者投票

などがございます。期日前投票の制度は、選挙当日に投票に行くことができない定められた事

由に該当する場合に、期日前に投票ができるものでございます。また、期日前投票所について

は、公職選挙法において、選挙の期日の公示または告示のあった翌日から選挙の期日の前日ま

でに間、市役所、町村役場、または市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設けるとなって

おります。ただし、２か所以上の期日前投票所を設置する場合は、１つの期日前投票所を除

き、市町村の選挙管理委員会が指定した期日に限り設置することができることになっておりま

す。 

 本町では、平成15年に期日前投票の制度が導入されて以降、役場１か所を期日前投票所とし

てまいりましたが、平成28年７月の参議院議員通常選挙において、初めて２か所目の期日前投

票所を光の森町民センターに開設をいたしました。その次の平成29年10月の衆議院議員総選挙

においても、２か所目の期日前投票所を光の森町民センターに開設をいたしました。この２回

とも、開設期間は投票日の前日１日とし、開設時間は午前８時30分から午後７時までとしてお

りました。そして、本年９月の町長選挙では、開設期間は投票日前日の１日でしたが、開設時

間を役場と同じ午後８時までとしたところでございます。これまで役場を期日前投票所として

きましたが、少しでも西部地域の方々の利便性を図れればと、プラスした形で光の森町民セン

ターを２か所目の期日前投票所としたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 
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○２番（大久保 輝君） あくまでも期日前投票所だから例外的であるということでございました

けども、しかしながら、全部の投票数の半分以上が期日前投票で、台風の影響もこの前の町長

選挙ではあったのかもしれませんけれども、半分以上が期日前投票ということになってるとい

う現状もございます。こちらの問題につきましては、町民の方々には、どうしても先ほど課

長、都市部というふうにおっしゃいましたけれども、西部地域、軽視されてるんじゃないかと

いうふうな声もいただきますし、またこちら、選挙前には新聞でも結構大きく取り上げられて

いたかというふうに思います。 

 そこで、今後、期日前投票所の投票期間をどのようにするのかということをお尋ねいたしま

す。 

○議長（渡裕之君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 光の森町民センターにおける期日前投票所の設置期間については、現在、選挙管理委員会に

おいて、これまでの期日前投票の状況を分析するとともに、投票期間を変更することによる事

務従事者、投票管理者、投票立会人などの人的体制の確保や経費面などを試算し、来春の統一

地方選挙に向けて検討を進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） 検討を進めるということでございましたけど、ぜひとも同日間できるよ

うにしていただきたいなというふうに思うところでございます。 

 最後に、４つ目の質問が、選挙公報の配布が遅れたという書き方をしておりますけども、こ

ちらがこの表現、ちょっとどうかというふうに思うところがありましたので、詳しく申し上げ

ますと、私の地域ではございませんけども、とある町民の方から、選挙公報が10月３日に届い

たと、９月30日が投票日だったですけども、10月３日に届いたという声をいただきました。選

挙公報は、有権者の方が誰に投票するのかということを考える上で大変大切なものだというふ

うに思います。これが投票日の後に届くということは非常に問題であるかというふうに思いま

す。 

 特に、この町の選挙というのが５日間しかございませんのでこのような事態も起こりやすい

のかというふうに思いますけども、こちらについて何らかの対策を考えていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 現在、選挙公報の配布につきましては、各地区の嘱託員さんを通じて、地区内の全世帯への

配布をお願いしておりますけれども、本町では、町長選、町議選の選挙公報は前日までに配布

することになっておりますので、その旨も嘱託員さんには周知をしているところでございま

す。しかしながら、選挙前に届かないという声を時々お聞きすることがございます。特に、町
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の選挙である町長選挙、町議会議員選挙では、選挙期間が短く、告示日の立候補届け出の受け

付け時間終了後に、選挙管理委員会で選挙公報の掲載順をくじで決め、その後、印刷に回すと

いうことになります。このため、公報が納品されるのは選挙日の４日前、嘱託員に届けるのが

３日前となり、時間的に非常に厳しい状況であります。また、このようなことから、近隣の自

治体も選挙公報の配布については苦慮されているようで、他の自治体の例を見てみますと、新

聞折り込みとしているところがありますが、新聞をとっていない世帯には配布されないことに

なります。また、業者にポスティングを依頼しても、配布漏れが多くあるようでございます。

今後の対策としましては、短い期間に漏れなく配布できる方法の検討をしてまいりたいと思っ

ておりますが、当面は現行の嘱託員さんを通じた配布を行い、配布日の周知徹底を行うととも

に、選挙公報を町のホームページにも掲載しておりますので、掲載することの周知も、選挙啓

発チラシ等で事前にお知らせをしたいというふうに思っております。さらには、町民センター

等の町の施設にも選挙公報を置くなどの改善を図ってまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君。 

○２番（大久保 輝君） 今お聞きしまして、なかなか難しい問題もあるかというふうに思います

けども、ぜひしっかりと対策の方とっていただければというふうに思います。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（渡裕之君） 大久保輝君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午前10時55分 

              再開 午前11時５分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（渡裕之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 傍聴の皆様、おはようございます。 

 まず、この席をおかりいたしまして、去る11月末に菊陽町の杉並木公園で、菊陽町の臨時職

員でありました野口也さんが不慮の事故により亡くなられました。まずもって、御本人の御

冥福と、御遺族の方に対する哀悼の意を表したいと思います。この点は、せんだって開かれま

した全員協議会におきましても、後藤町長、それから関係部署より丁寧な説明もございまし

た。また、深く町執行部の反省もしているということでございましたけれど、その真摯な態度

にも心を打たれたわけであります。 

 さて、私、この壇に立ちますのが約11年ぶりであります。1999年、平成11年に46歳で菊陽町

議員を拝命いたしまして、２期、約８年務めさせていただきました。その後、商工会活動の方



- 111 - 

に専任しておりまして、また今回、御縁がありまして、この席に立たせていただくことになり

ました。その当時、平成11年を振り返ってみますと、熊本国体が開催されております。天皇皇

后両陛下も、今のうまかな・よかなスタジアムからえがおに今変わっておりますかね。そこに

来られまして、開会式を拝謁されております。菊陽町の多目的広場といいますか、さんさん公

園の横のスポーツ広場、あそこにおきましては、アーチェリー競技がメイン会場で展開されま

した。その当時の議会の議長は鍋島有志男さんでありまして、当然今もお元気でおられます。

その当時は20名の議員でありました。私も新人議員でしたので、主に国体関係の関連行事には

議員も参加するようにということで、その当時の町長冨永清次さん、それから先ほど言いまし

た鍋島有志男議長、それから我々議員、菊陽町が一つのスポーツのメイン会場にもなるという

こと、それからメインスタジアムが菊陽町に隣接している地域であるということで、その責任

の重さも感じながら、関連行事にも出たことを思い出しております。 

 また、その当時、鍋島有志男議長が私に、新人議員でありますから、私にこう聞かれまし

た。布田さん、あなたは司法書士もしよるけど、仕事は何かと聞かれたら何と答える。私もそ

の当時は、なりわいとしては当然、私だけじゃなく従業員もいましたので、司法書士、行政書

士業務ということを答えますけれどと言いました。そこで、鍋島議長はこう言われました。布

田さんな、あなたは菊陽町の有権者から選挙でもって選ばれた立場なんだから、仕事は何です

かと聞かれたときは、菊陽町議会議員ですと、そういうふうに胸を張って答えなせと、そう言

われたのを覚えております。ここにおられます議員の中では、当時、同期の上田茂政議員がお

られます。その当時は７人が新人で、選挙で選ばれております。皆さんは皆若かったから、何

か団体、組織の名前をつけようかということで、七人の侍なんていうネーミングをつけまし

て、仲よく、そしていろいろ切磋琢磨しながら、勉強会もしたり、飲み方もよくしました。そ

ういった中で、先輩議員たちとの間のコミュニケーションもとれるようになり、ここに小林議

員もおられますけど、小林議員は私よりも年は若いんですけど、先輩議員でありました。先輩

たちの話をよく聞きながら、そして議会も一つになり、執行部の出された予算に基づく議案、

それをしっかりと議員として検討して、町長を筆頭とする執行部、それから議員、議会、これ

は二元代表制ということで、それぞれ町民から選ばれた重要なそれぞれの立場であるというこ

とで、２つの車が相まって、真っすぐ歩いていくような、進んでいくような、そういった町政

を執行部とともに取り組んでいこうというのを、この七人の侍で決意した思い出があります。 

 その中で、今私も12年ぶりにここに戻ってきましたけれど、上田茂政さんがおられます。そ

の他、やめられた方、そして亡くなられた方もおられます。私が一番年も近く、懇意にしてお

ったといいますか、特にソフトボールの大会では力を発揮していたと思います吉本堅さんも３

期でやめ、その後すぐに早世されました。その方たちの思いを胸に受けながら、私、３期のブ

ランクがありますけれど、２期はその当時の思いを受けながら、その当時の議員としての決意

を胸に秘めながら、まずは来年４月の統一地方選までの短い期間ではありますけれど、精いっ

ぱい議員としての職務に専念したいと思いますので、どうかよろしく、議員の皆様方、そして
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今日、町民を代表して来られていると思います傍聴の方々に対してお願いを申し上げます。ど

うかよろしくお願いいたします。 

 まず、後藤町長におかれましては、先ほど選挙の投票率についてもお話が出ておりましたけ

れど、まず激戦を勝ち抜かれたということに対して敬意を表し、祝意を表したいと思います。

おめでとうございます。 

 思いはいろいろございますけれど、もう一つだけ伝えたいことがございます。これも後藤町

長からお話がありましたように、菊陽町西小学校から九州学院中学校、高校を経て、山口県の

徳山大学野球部を経て、今度、西武ライオンズに育成ドラフトの３位で入団することになりま

した中熊大智さんに対し、菊陽町町民、これから彼のプロ野球選手としての、今から頑張って

いくその姿を見守りながら応援したいと思いますので、この席をかりてお願いをしておきたい

と思っております。 

 それでは、質問事項６点上げております。質問席に戻り、質問させていただきます。どうか

よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 暖房もきいているようですので、汗が出ておりますけれど、温度の方は

下げられましたか。傍聴席も暑いかなと。 

 それでは、１番に、施政方針についてということで、後藤町長の方が今回の選挙において掲

げておられましたスローガンであります生活満足度ナンバーワンの菊陽町にということで、４

点ほど掲げておられます。非常に大事な観点からの４つのスローガン、公約であったと思いま

す。昨日飛び込んでまいりました菊陽町三里木駅を起点とする空港への軌道、列車による延伸

計画が、熊本県蒲島県知事より発表されました。この件も含めまして、菊陽町は、これから４

年間、特に後藤町長が務められますこの４年間におきまして、大きな変化が訪れると思いま

す。 

 熊本県におきましても、今、熊本空港の民営化、そしてこの議会、一般質問でも出ておりま

す大空港構想、それの起爆剤にもなろうかというこの三里木駅からの空港への延伸計画、これ

が熊本県にとりましても、そして菊陽町にとりましても、大きな熊本地震後の創造的復興の要

になる事業になるんではないかと考えております。 

 そういった意味で、この後藤町長が掲げられておりますスローガン、このスローガン、公約

とリンクさせながら、この熊本県の創造的復興が進められていくものと思います。菊陽町にお

ける行政手腕、そして議会議員のそれに対する取組が注視され、その結果が、またその経過が

評価される時期になるんではないかと思っております。 

 この今後の４年間におかれます後藤町政におけるこのスローガンを、具体的にこの場で披露

していただければと思いますので、まずはお願いします、よろしく。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） まず、布田議員におかれましては、議員を２期された後、ずっと商工会の
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方で会長ということで、まちづくりの方にもいろんな面で御協力、御支援をいただいていたと

ころであります。そして、今回、また今回の補欠選挙において見事に当選されましたところで

ありまして、今その決意を聞かせていただいたところであります。 

 それでは、御質問にお答えしていきたいと思います。 

 今回の選挙で掲げました重点施策に示しておりますのは、１つ目に、子育て支援充実の菊陽

町であります。具体的には、既に入っております保育所の民営化や、そして総合子育て支援セ

ンターの整備などがあります。 

 そして、２つ目に健康長寿福祉充実の菊陽町を掲げておりまして、これ今、具体的に申し上

げまして、今取り組んでおりますのは、菊陽健康ビジネス起業家プロジェクト、これ地方創生

事業を活用しておりますけれども、その中で、現時点で既に「さんふれあ」の方に健康増進室

及び軽運動室を設置しておりまして、会員の方も年会員が162名ということであります。そし

て、菊陽健康クラブも立ち上げておりますけども、こちらの方も、今の時点で見てきましたと

ころ、1,300人を超えて1,308名になっているようなところであります。 

 そして、その次にも、これがまた大きな事業費を伴いますけども、避難所となります小・中

学校の体育館あるいは町民センター等の軽運動室を持っておりますけども、そこにちょうど西

日本豪雨があった時点で、防災広場の説明会、町民の皆さんの意見を聞く中でも出てきました

けども、熊本地震の折はちょうど４月であって、冷暖房のあれは要りませんでしたけども、西

日本豪雨のときには非常に暑さの中で避難された方々が、この避難所の中での生活するのに冷

房装置がないということで非常に問題があったということで、今回、この選挙の中での大きな

取組の一つとして、避難所となる小・中学校の体育館等に空調設置ということを上げておりま

す。これは先般、国の方から補正予算の説明がありましたけども、国の方が出しておりますの

は、教室への空調設備のところまででありまして、教室棟につきましては、本町の場合、小・

中学校、全て終えておりますので、これからは体育館等がありますけども、これはまた国の方

にいろんな制度の拡充ということで要望等もしなければならないと考えているところでありま

す。 

 それから、健康づくりやスポーツの振興の拠点となる、一般質問にも出ておりますし、関心

のあります総合体育館の建設。あるいは、高齢者の社会参加と健康づくりの促進などを上げて

おります。 

 ３つ目が、安全・安心の菊陽町ということでありますけども、この中では、防災広場及び防

災センターの整備、避難施設となります地区公民館が、非常に熊本地震の折も、この地区公民

館が整備されているところでは、地元の方で、いわゆる共助の形で、地域の高齢者の方々あた

りの避難者の方々を支えていただいたんでありますが、そういった意味で、地区公民館の耐震

補強への支援。そして、非常に今も、これも先日、大津警察署とそれから大津町、西原村も一

緒に協定を結びました防犯カメラの整備など、そして交通安全施設などがあります。 

 そして、４つ目が、成長が続く菊陽町を目指しておりまして、この中には、具体的にはイン
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フラの整備でありますと、菊陽空港線の延伸、国道443号、県道、それから各地域の中であり

ます生活道路の改良、特には本町の場合、狭隘道路等もありますので、これも整備の方に入っ

ているところでもあります。そして、（仮称）第２原水工業団地の整備と企業誘致の推進、そ

れから農地の集積、集約などによる農業振興などを掲げておるところであります。 

 そういった中で、昨日、布田議員の方からもお話がありましたように、蒲島知事が県議会の

中で、熊本空港へＪＲ豊肥本線の延伸をする方法を、三里木駅からどうもするということで表

明をされたところであります。詳細についてはまだ分かっておりませんけども、これは本町と

して非常に大空港構想の中でも大事なところでありますけども、さらなる発展を遂げていくた

めに非常に大きな起爆剤になるということで、町としてできるだけのことを協力をしながら、

また一方では、影響を受けるようなところの地域も出てくるかと思いますけども、そういった

ところもありますけども、さらなる発展のためには取り組んでいかなければならないと思って

いるところであります。 

 これらの施策を進めることによりまして、菊陽町、今も県内で見てみますと、既に県内で第

１位を占めるいろんなデータ等がありますけども、財政力指数については、やがて不交付団体

になるようなところまでの税収等も上がってきておりますけども、一方では、都市化とまた農

村部の調和を図るためには、やらなければならない事業はそれ以上に課題もあるところであり

ます。 

 そして、そういった中でありますけども、本当にこういうことを実現していく中で、菊陽町

が日本一住みやすい、生活しやすい町になるように、今掲げて取り組んでおります「人・緑 

未来輝く生活都市 きくよう」の実現を目指していきたいと思いますけど、これは布田議員が

言われますように、議会と両輪になった中でしなければ、昨日の行政報告でも申し上げました

けども、今非常に国の方も、熊本地震、その前の東日本大震災、そしてその後のたび重なる自

然災害等からの復旧、復興をはじめといたしまして、消費税が来年の10月から10％になるとい

うところもあります。そして、子育て支援、医療、社会保障、農業政策、いろんなものが複雑

に絡み合った状況の中でまちづくりを進めていかなければならないところであります。そのた

めには、やはり議会の方と情報共有しながら、課題をまた共有しながら取り組みたいと思って

おります。そういう中で、菊陽町がさらなる発展を続けていく取組をしたい、そういう覚悟で

おるところであります。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 選挙というものは、いろんな立場の選挙がございます。地方議員、国会

議員、それから市町村長、知事、それぞれの立場でスローガン、マニフェスト、公約というこ

とが掲げられるわけでありますけど、１期、限られた期間は４年間でありますので、非常に町

長としても執行部としても、この４年間のうちに今まで継続してきた計画、事業を続行し、そ

れを完遂させる。そしてまた、新たにさらなる４年間のうちに事業を計画し、それを立ち上げ

る。時間は限られておりますので、非常に苦労もされるかと思いますけれど、また先ほど言い
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ましたような、ＪＲの延伸の計画も飛び込んでまいりました。その中でのこの４年間でありま

すので、議会に対しても、年間４回の定例議会がございます。また、全員協議会でお話をいた

だく機会もございます。そういった中で、今後４年間におきまして、公約実現に向けた町長、

それから執行部の取組というものを成果として公表していただきたいと思いますので、その点

はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） ここに公約として上げたものの実現に向けまして、これは４年間といいま

すか、ずっと菊陽町のこれからのまちづくりの中でというのは、いろんな長期間にかかるもの

も上げてきておりますけども、それにつきましては全力を尽くしていきますけども、県や国の

支援といいますか、そういうところの制度事業等に結びつけていくものが必要なものが、大き

なものについてはほとんどそうなっておりますが、これにつきまして、当然のことながら、議

会の皆様と情報や課題を共有しながら、ともに行動を起こしていきたいというふうに考えてい

るところであります。そういう意味で、進捗状況や、それから成果等には十分、必要に応じて

報告等しながら、菊陽町の発展には執行部と議会の方が車の両輪となって進まなければ、実現

には非常に厳しいものがありますので、その点はぜひともにして進めていきたいと思っており

ますので、必要に応じた中で、いろんな御相談も申し上げていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いをしておきます。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 私も在野に12年間ほどおりましたので、議会のあり方、それから執行部

の動向などは、菊陽町の議会だよりとか、菊陽町広報等でしか知る機会は余りございません。

でありますので、風通しのいい議会、それから詳細な町の取り組んでいる事業等の情報など

を、今はインターネットで町のホームページ等でも伝えられておりますけど、ある程度は具体

的に、この４年間における、進行している事業計画等を示していただければと思います。 

 とりわけ４つの大きな柱のスローガンとなっておりますけれど、総合体育館の構想というの

は、これはもう前々から取り上げられておりまして、今回も数名の議員の方から質問がされて

おります。これも懸案事項でありまして、重要な事案でもあります。私が思うところに、非常

に重要な事案ではございますけれど、優先順位というものもあろうかと思います。とりわけ子

ども、幼児から小・中学生、義務教育における子どもたちの健全なる育成、それから高齢者、

それから障害者の方たちの菊陽町における生活の安寧というのが求められると思います。ヨー

ロッパにおきましては、特に社会福祉が最優先の行政の課題ということで取り組んでいるとこ

ろも多うございます。地方自治体におきましても、社会福祉、教育にかける予算も大きなウエ

ートを占めているということで、重要な部門を占めている分野でございます。やはり菊陽町に

来てよかった、菊陽町で子どもを産み、育ててよかった、そして生活できてよかった、そして

老後も菊陽町で迎えられ、安心した生活が送れ、そして天に召されるというのが一番いいわけ

でございますけれど、特に、教育問題とか社会福祉の問題というのはこれ待ったなしでありま
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すので、この辺におきまして、特に力を入れたいとか、入れようとか思っていることがござい

ましたら、町長からでも関係部署からでも結構ですけど、お話をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 菊陽町の今の第５期の総合計画の中でのまちづくりの大きな柱が人を大切

にする町ということでありまして、子育て支援、子どもたち、就学前、それからそれを出ます

と、小学校に入ってきますけども、待機児童のことも一生懸命やっておりますけども、小学校

に入った途端、共働きの家庭におきましては、やはりなかなか、特に外部から入ってきた世帯

が多いところでありますので、学童保育に入りたいというとこが多くて、また学童保育に待機

の児童が出るようなところも出ておりますんで、そういうことも大事でありますし、学校教育

も大事だということで取り組んでまいりますけども、一方で、2025年が団塊の世代が後期高齢

者に入る世代に入っていくわけでありますけども、菊陽町、人口もやがて４万3,000人という

ところまで来ていまして、65歳以上の方々がもう既に8,500人を超えておるということで、高

齢者のための対策というのも非常に重要であります。 

 本町の場合、いろんな高齢者の方々、健康づくりに取り組んでいただいておるということ

で、平成30年度からの介護保険料も値上げをせずに済んだところでありますが、そういった元

気で長生きできる人生を本当に過ごしていただくためのいろんな高齢者のための健康づくり

や、あるいはいざというときの施設整備も必要ということになりますので、そういうものにも

十分配慮した上で取り組んでいきたいと思うところであります。 

 ただ一方では、非常に障害者の対策も重要になってきておりまして、今予算編成に入ってお

りますけども、民生費の部分が物すごい予算の中に占める位置になってきておりまして、国等

からの支援も十分いただけねばやっていけないような状況もありますので、そういう面も十分

頭に入れた中で取組をしていきたい、大事にしていきたいというふうに考えております。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 菊陽町は人口もますますまだ増加しており、５万人近くまで伸びていく

のかと思っております。そのような中で、教育分野に占める重要な動きというものも注視され

ると思いますので、上川教育長、それから安武教育部長先生には、ますますこれから活躍の場

が増えてくるかと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 上川教育長。 

○教育長（上川幸俊君） 教育の件に関しまして、非常に激励をいただきましてありがとうござい

ます。教育を進めるに当たりましては、不易と流行のバランスということをしっかりと考えて

いかなければならないということを前提にいたしまして、今の教育委員会で特に進めておりま

すのが、菊陽町の子どもたちを地域と学校が一緒になって守り育てていこうという、地域学校

協働活動というのがございます。これは学校のコミュニティ・スクールの推進とともに、中心

的なものとして進めてまいりたいと。 
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 もう一点は、21世紀を生きる、未来社会を生きる子どもたちがしっかり将来の次代を担って

いく、そういう力をつけていく必要がございます。具体的には、予算をいただきまして、ＩＣ

Ｔを全クラスに、電子黒板を配置するというような事業をはじめ、外国語教育にも力を入れて

いるというところでございます。 

 また、いろんな面において、ぜひ御助言をいただきながら、教育をしっかりと進めてまいり

たいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） それでは、２番目の選挙の投票率についてということで、これは先ほ

ど、大久保議員の方からも質問がありまして、関連するところでもございます。ただ１つ、キ

ャロッピアにおける期日前投票が１日だけということで、それはなぜかということに対する答

弁もございました。それに対する制度がこうなってるということを課長おっしゃられたと思い

ますけど、これやはり大票田でもありますし、一番投票率が低い地域でもあります西部方面、

その辺のところは期日前投票が１日であったということも起因しているかと思いますので、こ

れを本庁並みの期日前投票にしていただくということは、これできないんでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（板楠健次君） 先ほどの大久保議員の答弁でも申しましたように、現

在、期日前投票所の開設の日数につきましては、役場、それから光の森町民センターの期日を

どうするかという検討を今行っている途中でございますので、統一地方選挙に向けて改善の検

討を行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 来年４月には、統一地方選挙、熊本県議会議員選挙、そして私たち菊陽

町議会選挙もございますので、必ずそのときには、期日前投票もキャロッピアでは本庁と同じ

ような期間、フルに開設していただくということを要望しておきます。 

 それからもう一つ、これは西部の方に向陽台地域とか杉の本地域がございます。こちらはか

なり高齢化も進んでおりまして、ここも投票所に行くのに足がない、送ってくれる人もいない

ということで投票率が低い地域でもありました。こういうときには、私のぱっと思いついた考

えなんですが、行政バスでも出していただければ、例えば向陽台に行政バス出して、今日行き

ますよと、期日前投票に行きますよとやっていただければ、かなり投票率も上がると思います

ので、そういった考えも入れて、来年度、統一地方選挙の投票率上昇に向けて考えを展開して

いただきたいと思います。これ要望です。 

 それでは、３番目の巡回バス運行についてということで、これも前々から議会でも取り上げ

られておりまして、菊陽町の各種団体、組織で体験乗車、統計をとられたり、アンケートとら

れたりしております。私も常日ごろ、キャロッピー号が回っておりますと、やっぱり気になる

もんですから見るわけでございます、中に何人乗っておられるかと。ゼロのときもあります
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し、１人、２人というときもありますし、また大津寄りの東部地域、それから熊本市寄りの西

部地域では、その利用率、利用者の多い少ないがあるということを感じておりますけれど、こ

の点につきましては、この議会の常任委員会でも視察研修がされております。そういった点も

含めまして、どのように今後、このキャロッピー号の運用、展開について、それを反映される

のかお聞きいたします。 

○議長（渡裕之君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（中島秀樹君） お答えいたします。 

 町内巡回バスは、平成14年９月に運行を開始し、平成25年10月に大幅な路線の見直しを行

い、その後も利用者の声を聞きながら見直しを行ってきました。そのため巡回バスの利用者

は、平成29年度には４万4,705人と、平成26年度以降、年々増加傾向にあります。しかしなが

ら、１便当たりの平均乗車人数は、南部線が25.6人、西部線が10.1人、中央循環線が4.4人、

東部循環線が3.4人と一定の利用がある路線に対し、南部循環線が2.9人、北部循環線が1.0人

と利用が少ない路線も見られます。平成28年度に町が実施した公共交通に関する利用実態調査

の結果によると、約８割の方が巡回バスを利用しないと回答しており、その主な理由は、運行

本数が少ないから、必要な時間帯に運行していない、バス停や運行時間が分からないというも

のであり、現在運行する巡回バスにおいては、町民の皆様の満足が十分に得られていないと考

えています。また、利用しない理由でその他と答えた方が251人で28.6％と最も高く、自家用

車を利用するので必要ないが93人、必要がないが44人と、公共交通自体の必要性を感じていな

い町民も多いことが考えられます。 

 このようなことから、現状の課題を整理し、新たに公共交通の導入を見据え、公共交通を必

要とする方やそれぞれの地域に合った公共交通のあり方について検討していく必要があると考

えており、現在、その準備を進めています。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 私が見ましたアンケートでは、キャロッピー号を利用しないと答えた人

が81％、これアンケートに答えた人の中のパーセントで81％ということで、あってもなかなか

利用しにくいというのがこのアンケート結果にも出ていると思います。しかしながら、片や、

町の公共交通機関とか町が考えている交通手段を利用したいという方はおられますので、高齢

者の方々や社会的な弱者と言われるような方々が一人でもいれば、その方のために利用できる

手段を考えるというのが行政じゃないかと思いますので、キャロッピー号をぐるぐる回しとけ

ば、見た目はいいようですけど、費用対効果の問題もありますし、本当に必要とされる方のた

めの交通手段というものを考えていただきたいと思いますし、このキャロッピー号の運営とい

うのも行き詰まっていると思いますので、どうかその点を考慮に入れて前に進めて、新たなる

展開に向けて進めていってもらいたいと思います。 

 ４番目に参ります。 

 住民の生活上の安全を最優先でということで、これも今回の一般質問の中にもいろんな形で
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出てきております。私が特に考えておりますのは、やはりセミコンテクノパークの拡大につれ

まして、ますます通勤上の車が増えている、その地域の住民の人たちの生活の安全でありま

す。もう何回も出ておりますのでお分かりと思いますけれど、花立、八久保方面から新山、沖

野、鉄砲小路、馬場地区、柳、入道、古閑原と、この地域が特に生活上の安全の上で交通問題

で生活の安全が脅かされているというような地域でありますので、この点は何回も出てきてお

りますし、またいろんなインフラ整備がこれからまたできておりますので変わってくるとは思

いますけれど、特に町といたしましても、その地域に生活されている住民のことを最優先で考

えて、この問題、交通渋滞の問題もありますけれど、車による住民の方々の交通事故、死亡事

故等も発生する、そういった可能性も含んでおりますので、その辺に対する取組を、県などと

一緒になって取り組んでいただきたいと思いますので、この点だけひとつ回答お願いいたしま

す。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 本町はじめ、合志市や大津町等への企業進出によりまして、町内の道路を通る通勤自動車の

数は多くなっております。また、交通渋滞が発生している道路を避けるため、抜け道として狭

い生活道路を通過する車が増えていることも承知しております。このような状況の中で、町で

は交通安全上の危険箇所の確認や地域からの要望を受け、町で改善できるところは改善を図

り、交通安全の確保に取り組んでいるところではありますが、関係機関との連携が必要な箇所

も多く、速度規制、信号、横断歩道や一時停止などの交通規制関係については警察へ、県道に

ついては県へ話をさせていただいているところであります。セミコンテクノパーク関係では、

セミコンテクノパーク協議会で推奨する通勤道路を定め、それ以外の道路を通らないような申

し合わせもされております。また、自家用車による通勤を少しでも少なくする取組として、セ

ミコン通勤バスを原水駅からセミコンテクノパークまで運行しております。このセミコンバス

の利用も多く、現在、１日平均約500人の利用があっております。また、道路関係について

は、菊陽空港線の延伸、３車線化や交差点の改良などを進めており、これにより渋滞の解消や

利便性の向上、あわせて交通安全の確保につながるものと思っております。今後も関係機関と

連携をとりながら、住民の安全・安心に向け、積極的に取り組んでまいりたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 特に、先ほど言いました地域は、集落地内開発というものが進んでおり

まして、新しく若い御夫婦が来られ、子どももそこで生まれ育ち、菊陽北小学校、それから西

小学校等の児童数は驚くばかりの上昇であります。鉄砲小路というところを特に真っすぐ３キ

ロ、４キロありますけれど、子どもたちが自宅から前の方の、前の方は畑が広がってますの

で、割と遊びに行ったりするんでしょうけれど、ちょろちょろして渡っておったりしておりま
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す。それから、高齢者の方も、大丈夫だろうと、車はそこに来てるから、まだ先だから大丈夫

だろうと思っても、そう体が動かずに事故に遭うという、そういったケースも聞いておりま

す。 

 死亡事故等が発生しないように、死亡事故が起きたから改善するということじゃないよう

に、先手先手を打って、先ほども答弁にありましたように、企業との協力も踏まえながら、１

件の事故もないような、そして地域住民の人たちが先祖伝来、そこで生活しているわけであり

ますので、これから来られる方たちのためにも、子どもたちのためにも、住民が安心して暮ら

せるような生活環境にしていただきたいと思います。 

 それでは、５番目に移ります。 

 成年後見制度の利用促進についてということで、菊陽町も若い人たちも入ってきております

けれど、高齢者も増えております。菊陽町は女性の平均寿命、これ日本一ということで、男性

も高位につけております。男性の平均寿命といいますのも。そういった中で、生きてはいるけ

ど、意思無能力者ということで、いわゆる認知症の状態の方がかなりおられると思います。全

国におきましても、成年後見利用というのが国策としても進められておりますけれど、なかな

か進まないということで、全国では年間、直近の統計では21万人の利用と、21万人です。当町

におきましてはどれぐらいの方が利用されているか分かりませんけれど、やはり地方自治体、

市町村がそういった状況にある人に対して、安心して老後を生活し、そして終えんを迎えられ

るような制度でありますので、この成年後見制度の利用促進という観点からどのような施策を

展開されていくのか。国におきましても、成年後見制度利用促進に向けた取組も地方自治体の

方にそれを投げかけられておりますので、いち早く熊本県におきましても、菊陽町に促進につ

いて取り組んでいただきたいと思いますけど、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 介護保険課長。 

○介護保険課長（宮川照之君） 御質問にお答えします。 

 現在、全国的に見て、成年後見制度が十分に利用されていない状況から、成年後見制度の利

用の促進に関する法律が平成28年５月13日に施行されました。この法律には、市町村は成年後

見制度の利用促進に関して必要な措置を講ずるよう努めることが規定されております。 

 菊陽町では、この法律が施行される前の平成19年７月から、成年後見制度を利用することが

有用であることから、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる方に対し、

成年後見制度の申し立てに要する経費、登記手数料、鑑定費用等及び後見人等の報酬等の全部

または一部を補助する事業を行っています。平成25年度には、成年後見制度そのものを周知す

るために、啓発用パンフレットを作成し、これまでの間、機会あるごとに周知啓発に努めてい

るところです。また、相談窓口については、認知症を含めた65歳以上の高齢者は介護保険課内

の地域包括支援センターを窓口に、知的障害者及び精神障害者については福祉課を窓口にし

て、それぞれ内容によって社会福祉協議会などの関係機関と連携をとりながら適切に対応して

いるところです。 
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 しかしながら、菊陽町においても、成年後見制度が十分に利用されてるとは言いがたいた

め、成年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨にのっとり、今後も町ホームページや広報

紙の活用をはじめ、町施設や福祉事業所、医療機関等へのパンフレットの配布といった周知啓

発を積極的に行っていきたいと考えております。 

 以上となります。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 全国におけます認知症患者の潜在ニーズが約870万人と言われておりま

す。１年前の統計でありますけれど、それが21万人、利用者は21万人ということですので、ま

ずは一番地域住民に身近なところにいる市町村が、この制度を利用されるような取組に、今答

弁にありましたようなところで、社会福祉協議会とも連携しながら取り組んでいただきたいと

思います。 

 最後になりますけど、商工会育成についてということで、後藤町長からも先ほどお話があり

ましたように、私も菊陽町商工会の方で、菊陽町と菊陽町商工会が共催するようなイベント、

事業に長年取り組んでまいりました。その中で、やはり菊陽町における唯一の経済団体であり

ます商工会でありますけれど、現在は商工会員のことだけではなく、菊陽町における地域住民

の方々の福利厚生、それからいろんなイベント等における娯楽、そのような形での協力という

ものも必要になってきております。地域に密着した事業の展開ということで、町行政とも一緒

に取り組んでおりますので、そこにおける、特に商工会職員の果たす役割というのが非常に増

えてきておりまして、心身を病む例もかなり増えてきております。マンパワー不足ということ

が考えられるところでございますので、そのためには、菊陽町からも法律にのっとり、町助成

金等もいただいておりますけれど、これがマンパワー不足を解消するためには、この補助金の

増額ということも、これはお願いしてきておりますけれど、菊陽町のためにも、菊陽町住民の

ためにも一緒になって活動する、一緒になって取り組んでまいる商工会のためにも、この現状

を打破するためにも、この補助金の増額というものが必要でございますけれど、なかなか私も

会長職を経験しておりましたので、議員となって言うのは非常に心苦しいわけでありますけ

ど、あえてこの点をお願いかたがた質問いたしますけれど、いかがでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 商工振興課長。 

○商工振興課長（川上一弘君） お答えいたします。 

 商工会は、小規模企業者の最も身近な支援団体として、経営、税務、経理、金融、労務な

ど、さまざまな課題について指導助言を行っており、また観光の推進として、菊陽まち遊び事

業を通じて、菊陽町の魅力を発信されるなど、大変重要な役割を果たしていると認識しており

ます。 

 また、熊本地震後は、グループ補助金や小規模企業持続化補助金の申請支援をされるなど、

熊本地震からの復興に大きく貢献していただいているところです。 

 商工会から、先般、町に対し、補助金の増額について要望書の提出があっており、その要望
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内容について、現在、精査しているところでございます。 

○議長（渡裕之君） 布田悟君。 

○１０番（布田 悟君） 町補助金でありますけれど、これは商工会の会員のためにも使う部分は

ございますけれど、かなりの部分が菊陽町地域住民のためのいろんなイベントに対する職員、

それから役員のいろんな場での活動の資金にもなりますし、まずは商工会の職員の人員を増や

すということが考えられますので、今後も前向きな、要望を、菊陽町商工会、それから菊陽町

の現状を鑑みた上でのお考えを努めてもらえますよう、重ねてお願いを申し上げます。 

 最後になりますけれど、これも菊陽町におかれましては、菊陽町商工業者が融資を受ける場

合、熊本県信用保証協会の保証制度というのを利用しております。融資を受ける場合の利子補

給というのはいただいておりますけれど、熊本地震後のいろんな機械器具の購入、新たな導

入、施設の設備の充実というあたりにも融資を受けざるを得ない事例が出てきております。そ

のような中で、信用保証料を、これも補填していただくということで、熊本県下におかれて

も、二、三の市で取り組んでいるところもありますので、この点におかれましてはどのように

考えていただけますでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 商工振興課長。 

○商工振興課長（川上一弘君） お答えいたします。 

 この制度は、中小企業者の金融の円滑化や中小企業の振興を図るため設けられた制度であり

ます。内容は、中小企業者が経営の近代化等を図るために金融機関に融資を申し込む場合に、

金融機関が融資額に対する信用保証をつける場合があり、その信用保証に対する保証料の負担

軽減を図るものであります。 

 本町においては、中小企業等の資金の調達の円滑化に関する施策として、中小企業が必要と

する設備資金の融資を受けた場合に、その利子額の６割を補給する制度を要綱で定めておりま

す。 

 保証料補給制度導入につきましては、その必要性、効果など、今後検討してまいります。 

              （10番布田 悟君「よろしくお願いします。終わります」の声あ

り） 

○議長（渡裕之君） 以上で布田悟君の一般質問を終わります。 

 ここで昼食休憩いたします。 

 午後は１時から再開いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午後０時５分 

              再開 午後１時０分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（渡裕之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小林久美子君。 
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○１６番（小林久美子君） 皆さん、こんにちは。日本共産党の小林久美子です。町民の皆さんを

代表しまして、一般質問を行います。執行部には明確な答弁をお願いいたします。 

 菊陽町は人口が４万人を超え、町政への要望も多岐にわたっています。私たち日本共産党

は、町民の皆さんに町政アンケートをお願いしました。今返送していただいているところです

が、その中でも、暮らしが苦しくなったという方が５割近くに上っています。その理由には、

年金は下がるし、物価は上がる、税や公的費用、医療費負担が多くなった、老後を考えて思い

切って消費に回すことができない、保育料が高いなどなど、多くの御意見が寄せられました。 

 町長もこの前、町長選挙を戦われて、町内を回られたと思いますが、私も一軒一軒、アンケ

ートをお届けして回りますと、本当に大きく菊陽町変化している、地域も変化してるなという

ふうに思いました。今まで余り人口が多くなかったところにも新しい家がどんどん建っていた

り、本当に若い世代も多いなというのが印象です。また、この町政アンケートには、今までと

違って、かなり切実で本当にやってほしいというような、そういう思いをしっかり私も受け取

ることができる、何とかしてほしいという、非常にそういう気持ちを感じるものもたくさんあ

ります。また、実際に町民の方とお話しして、またしっかりと受けとめていきたいというふう

に思っています。 

 今日は一般質問を、介護保険について、白川の河川改修と堤防の強化について、核兵器廃絶

の取組について、子育て支援についてと４項目していますが、介護保険についての後に子育て

支援についてを入れさせていただいて、その順番で行っていきたいというふうに思います。 

 第１が、介護保険についてです。 

 菊陽町の65歳以上の方は、先ほど町長のお話にもありましたけれども、約8,000人おられま

す。毎日の暮らしの中での心配や不安については、先ほども少し紹介しましたが、第１が税金

の負担、第２が老後の不安、年金や介護など、第３が介護保険料利用料の負担となっていまし

た。その中の御意見では、介護施設にお世話になった場合、年金が安くて入居できないのでは

ないか。また、別の方ですけれども、65歳となり、医療費の３割負担は大きい。年金も減らす

ペースが早いし、福祉の面も悪化していくばかり。本当に不安が消えない。このように、切実

な声と同時に、将来への不安が大きいということが読み取れます。介護保険は、2000年にスタ

ートしました。菊陽町は、たしか１期目は基準額が2,650円だったと思いますけれども、今回

７期目の介護保険の事業計画は、基準額が5,700円で据え置きになりました。この介護保険の

事業計画は３年ごとの見直しです。今回据え置きになりましたが、今後、団塊の世代が75歳の

高齢者となる2025年問題があります。保険料の基準額は、この第７期の事業計画の中でも記入

されていますけれども、約8,000円と見込まれると事業計画には書いてありますが、今の時点

でどのように計画をされているのか、このことを担当課長にお尋ねします。 

○議長（渡裕之君） 介護保険課長。 

○介護保険課長（宮川照之君） 質問にお答えします。 

 御質問の団塊の世代の方が75歳の後期高齢者になる平成37年、2025年の介護保険料について



- 124 - 

説明します。 

 なお、この後は、元号を分かりやすいように平成で説明させていただきます。 

 昨年度確定しました第７期菊陽町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画平成30年度から平成

32年度まででは、国が示した将来予測を使って計算した結果、月額8,000円になると見込んだ

ところです。金額にして2,300円の引き上げとなりますが、その要因としては、高齢者が増え

ることに伴う介護サービス給付費の増加によるものですが、通所サービスや訪問介護等の居宅

サービスが９億円から14億円と５億円の増加、老人保健施設や特別養護老人ホーム等の施設サ

ービスが８億円から12億4,000万円と４億4,000万円の増加など、平成30年度よりも平成37年度

は約11億円程度給付費が増えることが予想され、全体の事業費を36億3,000万円と見込んでい

ます。平成37年度においては、全体事業費の25％を第１号被保険者の保険料として賄う予定に

なりますが、調整交付金を含めた保険料収納必要額を９億4,000万円と見込み、これを第１号

被保険者１万30人の所得段階ごとの保険料として割り戻して算定した基準額が月額8,000円の

見込みとなったものです。 

 以上となります。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 皆さん十分御存じかもしれないんですが、今の第１号保険者というの

は、基準額が5,700円の場合は、この前の介護の決算の表にもありましたとおり、11段階に分

かれていまして、保険料が月額2,565円から１万830円までの11段階になります。これが、今の

課長の答弁のとおりでいきますと、2025年には基準額が8,000円ですから、4,000円の方から１

万5,200円の段階の方までなるということだと思います。それで、介護保険料だけではなく

て、これに例えば後期高齢者の医療費の保険料の支払いもありますから、大きな負担です。先

ほどお話ししましたように、本当に町民の方が将来これだけ介護保険料払ってても、自分が必

要になったときに、施設に高くて入れないのではないかとか、そういう不安を持っておられ

る、こういう内容になっています。 

 また、年金の月額１万5,000円以上の高齢者の介護保険料は、いや応なく差し引かれ、これ

は特別徴収といいますけど、この場合滞納は発生しません。しかしその一方、年金が月額１万

5,000円以下の人には、月2,565円、今であれば保険料の負担になりますけれども、これが７年

後になれば4,000円、一番最低でも4,000円の負担というふうに、私は理解していますが、そう

いう内容で課長の方はいいでしょうか。その確認ですけれども、よろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 介護保険課長。 

○介護保険課長（宮川照之君） 今、議員が言われた基準額8,000円だった場合、一番最低が、現

在0.45なんですけども、一応消費税増税とか今考えられてますので、それによって、低所得の

軽減の措置というのが国の方で考えられてまして、大体0.5なんですけども、それが今0.45で

す。それが、段階的にですけども、0.3まで下げるところになっておりますので、37年度は基

準額8,000円に対して、月額が2,400円ということで今のところ予定されております。 
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 以上となります。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） いずれにしましても、軽減措置も一定、消費税との絡みであると、発

生するということでしたが、一番最初にスタートしたときから比べましても、本当に、

2,650円が8,000円になるわけですから、かなり数倍の値段になるわけです。高齢者の保険料の

負担は、もう既に限界になっているのではないか。その解決のためには、国の介護財源の負担

を引き上げるしかないのではないかというふうに思います。 

 私はやはり、介護保険の総費用、今、国は約10兆円ですけれども、国の負担はその25％で

2.5兆円になります。国の負担割合を３割とか引き上げていかなければ解決できないのではな

いかというふうに思いますが、町長はどのようにお考えでしょうか。 

 国保税については、全国の知事会、全国の市長会、全国町村会なども、国庫負担の増額を政

府に要望し続けていまして、知事会では、2014年、公費を１兆円投入して、やはり国保税の場

合も協会けんぽ並みにやっていきたいということで、各自治体からそういう要望が出ていま

す。私はこの構図と介護保険も一緒ではないかというふうに考えまして、この質問をしたわけ

なんですけれども、町長の見解をお尋ねします。 

○議長（渡裕之君） 町長ですか。 

              （16番小林久美子君「町長で」の声あり） 

 介護保険課長。 

              （16番小林久美子君「これは町長なんだけど」の声あり） 

○介護保険課長（宮川照之君） 私の方から、まず質問にお答えする前に、介護保険の財源構成に

ついて簡単に説明します。 

              （16番小林久美子君「それは分かってるのでいいです」の声あり） 

 いいですか。 

 一応。いいですか。 

              （16番小林久美子君「いいです」の声あり） 

 いいですね。 

              （16番小林久美子君「はい」の声あり） 

 一応、財源構成は国が25％ということになります。 

              （16番小林久美子君「それはもう理解してるのでいいです」の声あ

り） 

 財源構成が国の25％なんですが、菊陽町の現状なんですけども、国の負担金25％の中に５％

が含まれてるんですけども、菊陽町の場合、高齢化率が低いということで、菊陽町は実際、

29年度は負担の割合は22％ぐらいになってます。 

 議員の見解として、国の負担を増やすべきとの考えなんですけども、町では例年、介護保険

制度の円滑な実施について、全国町村会を通じまして、本年度は７月に、平成31年度政府予算
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編成及び施策に関する要望として、さらには先月開催されました全国町村長大会の要望として

も、厚生労働省、総務省、財務省に要望を行っているところでございます。この要望の中に、

財政運営の充実として、先ほど説明しました国の負担である給付費の25％の中に含まれている

調整交付金を25％の外枠として交付すること、また低所得者への軽減対策を国の責任において

適切な財政措置を講ずることなどを要望しているところでございます。 

 町としては、今後もきくよう健康倶楽部事業等で健康増進や介護予防を積極的に推奨し、介

護給付費の抑制につなげていければと考えているところです。また、財政運営の充実について

も、引き続き国に対し要望していきたいと考えております。 

 以上となります。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） それでは、今答えがありましたけれども、菊陽町の場合は高齢化率が

低いので、国の財源負担は25％ではなくて、それよりも低い22％しかないということという答

弁でしたけど、その差額というのはどの程度の金額になるんでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 介護保険課長。 

○介護保険課長（宮川照之君） 現在が20億円程度給付費としてかかってますので、それの３％、

6,000万円ですか、ぐらいが少し少ないということになります。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 私は、同一の25％全体にかかってるというふうに理解してたんですけ

れども、菊陽町の場合は高齢化率が低いということですが、これからは多分、いつか後藤町長

とも一緒に行かせていただきましたけれども、菊陽町は、ほかの自治体よりも急速に高齢化

が、速いスピードで来るという、たしか県の担当課長の説明で、2025年に向けてどういうふう

にいろんなことを考えていかないといけないのかというのが一番求められる、県内でも一番求

められる町ということで、私はちょっとびっくりしたんですけれども、そういう状況もありま

すので、私はこのままでは介護保険は自治体独自ではなかなか維持が難しいのではないかとい

うふうに思っていますが、最後に町長の見解をお願いしたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 先ほど、議員の言われる国の負担を増やすべきではないかという考えであ

りますけども、これはまさに、年金とほとんど変わらないような中での介護保険の負担という

のは非常に重いところがあるわけですけども、全国の町村会等を通じて、さっき担当課長が申

し上げましたように、今年の全国町村長大会の中でもこの要望活動はしたとこでありますけど

も、今後につきましては、将来的には菊陽町の方も65歳以上の高齢者がどんどん増えて、団塊

の世代が75歳になる2025年がありますけども、その後もまた、予想はだんだんと人口が減少し

ていますので、そういった中で、菊陽町については高齢化が進むというのが将来の推計を見た

場合なっておりますので、国に対しましては、非常に被保険者の負担が増えてきますので、そ

の辺はきちんとまた要望しなければならないと思っておりますけども、また一方では、今もや
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っておりますけども、元気で長生きされるような健康倶楽部あたりも立ち上げてやってますけ

ども、そういう元気で長生きされるような健康づくりの方も進めていくものやはり大事なこと

であるということで考えております。 

 いずれにしましても、将来を見据えながら、国あたりに申すべきことは、また町村会を通じ

て、単独ではなかなか話が通っていきませんので、そういう面については、十分将来を見なが

ら、要望はやっていきたいと考えております。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 町としては、健康づくり等々、努力されてるというのは十分理解して

います。ただ介護保険制度そのものが、要支援、以前でしたら介護保険で賄っていた要支援

１、２は総合支援事業、これ自治体におりてきてます。また、特別養護老人ホームに、必要な

場合、入ろうと思っても、介護度３以上からしか入れないという状況もあります。以前は、介

護度３以下の方も入れたんですけれども、今は３以上しか入れない。また、菊陽町でも、恐ら

く六十数人の待機がいるという、介護ではそういう状況があります。私はやはり今後は、今、

町長にもお願いしましたように、介護保険への国の負担割合の引き上げ、また保険料や利用料

の負担の軽減、本当にわずかな年金からの負担が非常に重いという声が、私は日ごとに増えて

るのではないかというふうに思っています。 

 また、介護職員の賃上げなどの待遇改善が、これから、これは国や県と協力して、やはり私

たちも求めていかなければいけないというふうに思っています。 

 次、子育て支援です。 

 子育て支援についても、私はかなり後藤町長は努力をしていただいて、子育て世代の施策を

この間もされてきてるというふうに思っていました。ただ、アンケートでは、かなりいろんな

意見がありまして、その中では、やはり保育園が決まらなくて仕事ができない、子どもを産ん

でも保育園が決まらなければ本当に不安だと。もっとすんなり入れると思っていた。４月から

入れなかったらと思うと不安で夜も眠れないとか、公立の幼稚園がないことに驚いた。本当に

子育てに適している町なのか疑問。現在、妊娠、出産後も仕事を続けることを望んでいるけれ

ども、希望の保育園に入園できるかとても心配。私も子ども医療費のこととか、この間も取り

上げて、無料化も来年１月からスタートしていただけるということで、子育て支援をかなり努

力をしてきているのではというふうに思っていましたけれども、それ以上に、今同僚の議員の

質問でもありましたが、今年10月現在の保留児童数が246名、これは希望する保育所に入所で

きない児童。どこの保育所でもいいから入れてほしいといっても入れない人が65名の方がおら

れます。これは恐らく公立保育所の民営化の移行に伴う事情もあるんですけれども、やはりほ

かの熊本市やほかのところから転居したお母さん方にとっては、いざ自分が仕事をしたくて

も、なかなか保育園に入れないという、こういう待機の問題がありますので、今後どういうふ

うにこのことを対応していくのかということです。 

 もう一つ、個別のところでは、西本議員の質問でもありましたけれども、兄弟で別の保育所
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に通っている児童で、そのことが何名かの方から対応を考えてほしいというのが出てました。

兄弟で保育園を別々にされ、時間に追われる毎日です。このままいつになったら一緒になれる

のか。兄弟はせめて一緒にいさせてあげれるよう町で取り組んでほしいということでしたけれ

ども、今、兄弟で別々の保育所に通っている児童は何名なのか、その対応は町としてどういう

ふうに考えているのか、担当課にお尋ねしたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） まずは、待機児童の対応についてお答えいたします。 

 待機児童が発生しているのは、町立保育所においての保育士の不足が最大の要因です。ま

た、私立保育所においては、各保育所の定員に応じ、保育士が確保できている状況です。この

ようなことから、保育所民営化を進めることにより待機児童解消が図られていくものと考えて

おります。 

 また、兄弟が別園になっているという件についてお答えいたします。 

 現在、兄弟が別園になっているのは34世帯でございます。それは、待機児童との関連で、町

立保育所の低年齢児クラスが開設できなかったり、私立保育所のクラスにあきがないことによ

るものが主な理由です。町でも、保護者の送迎での負担が大きいことは十分承知をしており、

喫緊の課題と考えておりますので、町立保育所の民間移管が進むことによって待機児童の解消

が図られ、町立保育所の低年児クラスの開設などにより多くは解消できる見込みです。また、

次年度は、入所選考の際の選考基準においても、兄弟が別園になっている件について配慮した

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 次年度はできるということですけれども、今、34世帯の方は、順次対

応できるのかどうか、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 今、別園になってる方は、基本的には上のお子さんが入られ

て、下の低年児クラスに入りたいけれども入れないという状況が多うございます。保育士１人

当たりに対する預かれる児童が限りがございますので、今年度は現時点では解消できる見込み

ではございません。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 町長にお尋ねしますが、やはり34世帯の方が別々に通ってるというの

は、何とか手当てを、来年まで待たずにできることからしていただきたいと思いますが、その

辺で町長どうでしょうか。やはり切実みたいなんです。非常に仕事に行く前に両方に預けない

といけないとか、片方の子どもさんは、またおじいちゃん、おばあちゃんにそこは行ってもら

うとか、いろいろ皆さん工夫されてるようなんですけど、ここは34というのが非常に多いんじ

ゃないかなというふうに思いますので、町長もぜひどういうふうにお考えか、対応をお願いし
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たいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 今、小林議員が言われたようなことは、保護者の方の方から、私も直接ど

うにかならんかという話はよく来ておりますけども、やはり定数の枠としては、今、町立７園

ある中で、枠はあるんですけども、保育士の方が見つからないというのが一番の理由であっ

て、そういうこともあって、一日も早く民営化の方に移して、移せば、民間の方ではいろんな

工夫されてやられますけども、町の方が保育士は募集はしてますけども、担当課も努力してま

すけど、やはり町立の場合の賃金もあるかと思いますけども、なかなか対応できない分がとい

うことで本当に心を痛めているところでありますけども、そういう面でもどうにかして解消し

たいという気持ちは、小林議員が言われるのはよく分かりますけれども、その辺できるだけ今

の時点でも、私立の方で受入れの方ができるようになればいいと思うんですが、特にゼロ歳児

あたりは３人預かるごとに１人保育士をつけないといかんというのは非常に厳しいところがあ

るものですから、制度上、子育てした親がおられれば、そういう人を補助的に使うことってで

きるような方法はないかと思いますけれども、そういうこともできないということであります

ので、とにかくきちんと民間の方に移して、そこで預かっていただくようなところを今願って

いるところであります。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） それでは、なかなか対応が難しいということですけれども、34世帯の

保護者の方に、ぜひこういうふうに今対応してて、来年度からはこういうことでやっていきた

いということで説明をしていただくと、保護者の方も一定納得なさるのではないかというふう

に思いますので、それは検討していただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、育児休業に入った方で、私もその方とは直接お話を聞いてないのであれなんです

けれども、退園させられて、２番目の子どもの保育料も上がったとかということなんですけ

ど、育児休業も１年以内と１年後とかというのがありますから、今、町は育児休業の育休をお

母さんが受けた場合、とられた場合、どう対応されているのか、その点についてお尋ねしま

す。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問にお答えします。 

 育児休業時の在園児の保育の継続利用についてですが、保護者が育児休業を取得した場合、

産後１年間は上の子であります在園児はそのまま入所継続可能となっております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 育児休業についてもしっかりと対応していただきたいというふうに思

います。 

 それから、学童の問題です。 
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 学童の待機児童数は、11月１日現在で61名となっています。これもこの間、議会で町にも要

望しまして、学童の施設の建設は町長の方でしっかりと対応していただいたというふうに思い

ますが、これも恐らく学童保育の支援員の方の足りなさ、不足ということで、待機というのが

生まれているのではないかというふうに思いますけれども、小４になって入所できると思って

いたが、入れなくて、子どもだけを置いとくのは非常に不安だというお母さんの声もあります

ので、学童の待機については、11月１日現在、61名となっていますが、今後どう対応をしてい

こうと考えられているのか、担当課長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問にお答えいたします。 

 先ほど、議員がおっしゃったとおり、待機児童は本年11月１日現在、全部で61人となってお

りまして、１年生から３年生で23人、４、５年生で38人となっております。その要因は、こち

らも議員がおっしゃったとおり、指導員の確保が困難なことによるもので、今後も町が運営を

委託しているＮＰＯ法人子育てサポート学童クラブきくようにおける指導員の確保を支援して

いきたいと考えております。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 学童保育の支援員の方たちは、いろんな資格をお持ちだったり、主婦

の方だったりいろいろあるかと思います。特に、仕事ができる人は短時間ではなくてもっと仕

事をしたいとか、あと学童の時間後、家に帰っても一定家事ができるとか、御主人が単身赴任

であるとか、いろいろ学童の支援員の方の条件もあるようなんですけど、全体としては、不安

定な雇用というか、短時間の雇用だし、処遇の改善というのがこれから求められるのではない

かというように思います。特に、賃金にしても、近隣の市町と比べてどうかということで、

今、時給が800円前後というふうに聞いていますけれども、その辺も今後検討していただい

て、学童保育の支援員の処遇改善もしていかなければ、なかなか雇用が埋まらないというか、

雇用できないという状況がありますので、そのことも要望しておきたいと思います。 

 それでは、次の白川の河川改修と堤防の強化についてに移ります。 

 白川の河川改修については、この間、議会でも何度も要望してきました。特に、下津久礼、

上津久礼に対応する地域の堤防の強化など、要望が出されているところは、その後どのように

対応されているのでしょうか。 

 それから、この２番も一緒にお聞きしますけれども、白川中流域の河川整備計画の内容はど

うなっているのかというふうに質問をしています。今まで、議会の中で、小野課長の方から

は、白川中流域の河川整備計画はあるということで説明は受けてきましたけれども、県の河川

課に確認してもらったところ、大津、菊陽の中流域の河川整備計画はつくっていないというこ

とでした。町の今までの答弁は間違っていたのではないかと思いますが、この点についていろ

いろ要望が出されている箇所についてどう対応されてきたのかということと、河川整備計画そ

のものはどういうふうに認識されているのか、この２点についてお尋ねをします。 
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○議長（渡裕之君） 建設課長。 

○土木部次長兼建設課長（小野秀幸君） それでは、お答えします。 

 白川の河川改修については、平成24年７月の九州北部豪雨発災後、熊本県におきまして、発

災直後から災害復旧事業が進められておりまして、昨年度末に当面の事業が完了したところで

ございます。 

 御質問の堤防の強化を要望している箇所の一つであります津白橋下流の右岸側、通称キエモ

ン付近の整備については、昨年５月に、地元国会議員と町長及び県による現地視察がありまし

て、その中で町長が、県に対して強く要望を行ったところでございます。また、毎年、県に対

して行っております単県要望でも強く要望を行っているところでもあります。 

 県によりますと、みらい大橋下流部の下津久礼西側の県道、通称いぼ通りといいますけれど

も、その付近の白川左岸側については、現在、河道拡幅事業が進められておりまして、完成し

ますと、大雨時の下津久礼地区への溢水の危険性は大きく低減されると伺っているところでご

ざいます。 

 また、御質問の津白橋下流右岸側の整備につきましては、今後見直しの予定である河川整備

計画の中で検討されると伺っております。 

 今後については、護岸未整備箇所の整備やパラペットの要望がほかの地区からも上がってお

りますので、これらの箇所の早期整備を含めて、今後も引き続き早期事業着手に向け、強く要

望を行っていきたいと考えているところでございます。 

 次に、白川の河川整備計画の件でございますけれども、白川中流域の河川整備計画につきま

しては、幾度となく一般質問で答弁しており、繰り返しになりますが、白川の治水対策につい

ては、平成14年７月に策定されました白川水系河川整備計画において、立野ダムを含む洪水調

節施設、それと河川改修の両方を進めることが明記されておるところでございます。町としま

しても、近年発生している水害から地域住民の生命と財産を守るためには、立野ダムや河川改

修など、総合的に治水対策を推進することが必要であると考えております。 

 また現在、下流の熊本市街地部で河川改修事業が進められておりますけれども、今後、中流

域の河川改修が進められていくと考えております。しかしながら、菊陽町や大津町の中流域

は、白川水系河川整備計画区域内でありながら、現在、具体的な治水対策は示されておりませ

んので、白川改修立野ダム建設促進期成会や白川水系治水対策連絡調整会議の中で、大津菊陽

間の白川水系河川整備計画の見直しを強く要望をしてきたところでございます。 

 なお、11月27日の熊本日日新聞の記事の中で、次期河川整備計画に黒川下流域の河道拡幅を

盛り込むと掲載されておりましたが、県の河川課によりますと、現在、菊陽町の区間について

も整備区間として河川整備計画に盛り込むよう検討を進めているということでございます。 

 いずれにいたしましても、計画された河川改修事業が一日も早く完成し、その効果が発揮さ

れて、流域住民の皆様の安心・安全な生活が確保されるよう、町も積極的に要望及び協力して

まいりたいと考えているところでございます。 
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 それから、小林議員が先ほど申されました河川整備計画が県の方では作成されてないという

ふうなことを言われましたけれども、河川整備計画は、今国の方で平成14年７月に作成されて

おりまして、その中で、白川の中流域については、毎秒1,500立方メートル、その目標数値に

向けて改修を行っていくというふうに記載されているところでございます。このことは、小林

議員も御承知のとおりだろうと思います。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 今、担当課の小野課長の方から、これはあくまでもこれが白川の河川

整備計画だという町の認識は変わらないということですよね。今の答弁では。私と違うんです

けど。 

○議長（渡裕之君） 建設課長。 

○土木部次長兼建設課長（小野秀幸君） あくまでも白川水系の河川整備計画というのがもう策定

されております。その中でもう数値が出ておりますので、県の方は策定してないということを

言われてるというのが、ちょっと私も理解ができないところがございますけれども、私はそう

いう数値が書いてある以上は、整備計画の中に区域内として入っているというふうな認識でご

ざいまして、今後、そのことは見直しをしていくんだろうというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 私は、また県に直接お聞きしたいと思いますが、結局、河川整備計

画、今言われた整備目標だったり、基準地点だったり、いろいろなことが盛り込まれていない

といけないと思います。課長さんからいただいた中流ブロックの部分は、かなり簡単に書いて

ありまして、どういう整備をしていくかまではなかなか見えません。今後20年から30年の目標

としてこういうというふうに書いてありますから、私はこれだけ災害が頻発している中では、

2014年でしたっけ、平成14年でしたっけ。 

              （土木部次長兼建設課長小野秀幸君「平成14年」の声あり） 

 平成14年ですね。平成14年の河川整備計画ではなくて、今見直しをされるんでしょうけど、

今の時点でいろんなことが以前とは大きく、災害も変わってきてますし、本当に河川の整備、

治水をどうしていくかというのは、つくっていかないといけないんじゃないかというふうに思

っています。今日は立野ダムのことは触れないですから、それを置いといたとしても、白川の

改修のことはしっかりとしていかないといけないというふうに思っています。 

 それと、白川の改修は、今、いぼ通りの話が出ましたけれども、熊本市がかなり改修をして

まして、これは国も県も説明してないんですけど、毎秒1,000トンから2,000トンぐらい流下能

力が改修したことによって増えてるということも聞いていますので、こういうこともしっかり

と説明をしていただきたいというふうに思います。 

 私、よく分からないんですけど、町長にお尋ねしますが、１つの白川なのに、なぜ国の管轄
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と県の管轄とあるのか、そもそもなぜこうなってるのかがよく分からないんですけど、その

点、町長御存じでしたら教えてください。 

○議長（渡裕之君） どうします。後藤町長。 

              （16番小林久美子君「町長にお尋ねしてます」の声あり） 

 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 今、建設課長が申し上げましたけども、私の方は、具体的な実施整備計

画、これについては菊陽と大津の区間は熊本県が整備するというところで話があって、白川中

流域の会議があるときに、熊本市関係の整備の状況については国土交通省の方から説明があり

ますので、同じような整備計画を早く立ててもらって、それでやっていただきたいという要望

は大津町とともに機会があるごとに言っております。 

 また、今やっておるのは、平成20年のときの水害があって、その改修というか。 

              （16番小林久美子君「24年」の声あり） 

 平成…… 

              （16番小林久美子君「24年ですね」の声あり） 

 24年だったと思います。大水害があって、そのときの整備はほぼ終わってきておりますけど

も、本格的な熊本市と同じような整備計画の方に基づいたのをきちんと立てて、県の方に取り

組んでいただきたいというのは要望続けているところであります。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 河川整備計画については県に直接お聞きします。 

 それで、地元の要望では、なぜ私が何回も取り上げてるかといいますと、先ほど、津白橋の

下流の右岸もありましたけれども、津白橋の上流の方もやはり溢水して、この前の災害のとき

ありますので、そういうところも堤防をかさ上げするとかいろいろしてほしいという要望が地

元から寄せられています。なぜかといいますと、菊陽町、平成24年７月12日の豪雨災害で、曲

手、馬場楠、戸次などの護岸工事、築堤、河道掘削などは行われてるんです。それと熊本市も

いぼ通りまで来てるということですから、熊本市の川の整備も非常に激特事業で多く進んでま

す。これも以前もお話ししたかと思いますけど、河川整備の河川の専門家の方が、こんなにや

る気になればできるんだと言われるぐらい、熊本市の整備というのはすごいということなの

で、よく川は下流の方から整備をするんだと言われてますけども、両方を整備されてるので、

どうしても上津久礼、下津久礼に対応する白川のところは、なぜ自分たちのところだけが手を

つけないんだという疑問は消えてませんので、これも県にまた直接要望も、私たちもしていき

たいというふうに思っています。 

 次に、核兵器廃絶の取組に移ります。 

 核兵器廃絶の取組については、非核都市宣言をしている町として、国が早急に核兵器禁止条

約に署名し、比準することを求めたいが、町長の見解はどうでしょうかということで出してい

ます。 
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 昨日、報道ステーションを見ていましたら、昨年、ノーベル平和賞を受賞した国際ＮＧＯ核

兵器廃絶国際キャンペーンＩＣＡＮとともに活動されていた広島の出身者であるサーロー節子

さん、昨日の報道ステーションにも出演をされて、自民党の国会議員の方に要望をされていま

した。私も、核兵器禁止条約、なぜ日本は唯一戦争被爆国で体験しているにもかかわらず、こ

の核兵器禁止条約に署名、批准をしないのか、非常にそのことが疑問です。この菊陽町も非核

都市宣言をしている町として、ぜひ上げてほしいというふうに思いますけれども、どうでしょ

うか。 

 核兵器禁止条約は国連会議で採択された昨年の７月７日以降、日本政府に対して、禁止条約

への署名や批准、参加を求める意見書の可決は、2018年９月１日で、全国では301議会に上っ

ています。もちろん私もほかの同僚の議員さんにお願いしながら、この議会での意見書の可決

というのも求めていきたいというふうに思っていますけれども、今の段階で、町長の見解をお

尋ねしたいと思います。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 本町における非核平和都市宣言は、昭和61年12月議会において、非核自治

体宣言決議要請に関する請願書が提出されまして、総務常任委員会の方に付託されて承認され

て、その後、本会議で採択をされております。 

 小林議員が言われるように、世界で唯一の被爆国である我が国が、世界の平和を願い、地球

上からの核兵器がなくなることを願うことは当然であると思っております。しかしながら、国

が核兵器禁止条約に署名し、批准することについては、これは国が判断することであると考え

ているところであります。議員も言われましたように、日本政府に対して、禁止条約への署名

や批准、参加を求める意見書を可決しているのは301の地方議会です。だから、議会の方で内

訳を見てみますと、岩手、長野、三重、沖縄の４の県議会をはじめ、133市、132町、32村とな

っているところで、これ30年９月１日現在、小林さんの機関紙であります赤旗の方からそうい

うのが載せてあったというところで認識をしているところであります。 

 それで、国には、これは国が判断することであって、核兵器国と、それから非核兵器国の協

力のもとに両方がやらんといかんのじゃないかというところが国の判断を今そこで止まってる

とこじゃないかと思いますけども、いずれにしましても、これは大きな国が判断すべき内容で

あって、私個人としては、町の方では地球上からの核兵器がなくなることは願っているのは当

然のことと思っておりますけども、判断するのは国の方ではないかというふうに考えておりま

す。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 国の判断がなかなか、世界から見ても、これだけ戦争、被爆国日本の

政府が批准しないというのは非常に残念だという声が多いというのもありますので、ちょっと

残念なんですけれども、しっかりと核兵器のない世界を実現するために、唯一の戦争被爆国日

本政府がそれにふさわしく、核兵器禁止、廃絶に向けた先頭に立つ姿勢になることを、今後と
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も私たちは町民の方とも協力して運動を広げていきたいというふうに思っています。 

 もちろん議会での意見書の可決なども、今後ともまた模索してやっていきたいというふうに

思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（渡裕之君） 小林久美子君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午後１時51分 

              再開 午後２時１分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（渡裕之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 皆さん、こんにちは。 

 傍聴席の皆さん、本日はありがとうございます。今年最後の一般質問になりました中岡敏博

でございます。 

 本日の質問は、私が議員になり、町民の皆様と約束させていただいている安全・安心のまち

づくり、菊陽町の将来、いや日本の未来を担う子どもたちを守るためのものであります。しっ

かり危機管理について調査研究し、現場を見て回り、菊陽町の特徴を十分理解した上での発

言、提案をさせていただきます。 

 皆さんも過去の会議録を見たら分かるように、平成28年熊本地震に対しましてはその２年前

に、菊陽西小学校校区殺人未遂事件についても以前に凶悪事件発生について質問をしておりま

す。また、各町民センター、特に光の森町民センターでは死角が多く、防犯カメラが必要であ

ること、危機管理体制についても厳しく発言させていただきました。若干執行部の皆さんの勢

いに尻込みしたこともありましたが、この分野においては重要であり、充実させることで治安

の維持が教育、福祉の土台になり、子どもも高齢者も、またその家族も明るく楽しい毎日が過

ごせ、菊陽町に本当に住んでよかったと思える人生になると信じております。 

 今回は、過去に質問した内容と同様のところもあり、また光の森在住でありました芝元議員

の願いでもあります。概要説明等は短くお願いいたします。なお、通告相手は、町長、教育長

でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 この後の質問は質問席で行います。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） それでは、初めの質問をいたします。 

 (1)になります。子どもたちの安全・安心を脅かし、保護者を不安にさせるものは、具体的

に何を指すのか。その対策をどのように考えているのか。通学路の安全対策では、どのような

危険を想定しているのかお尋ねいたします。 
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○議長（渡裕之君） 教育長。 

○教育長（上川幸俊君） 子どもたちの安全・安心についてという御質問でございますので、私の

方から最初お答えをさせていただきます。 

 私が昨年の４月に教育長を拝命して以降、校長会議でありますとか、あるいは学校訪問の機

会あるごとに学校にお願いをいたしておりますのは、子どもたちの命を守り、安全・安心な学

校づくりを進めることこそが学校経営の一丁目一番地です。何よりも優先されることでありま

すということを、事あるごとにお願いをしているところでございます。 

 議員におかれましても、常日ごろから、児童・生徒の安全対策に御支援をいただき、そして

また具体的に御助言をいただいておりますことに、この場をかりまして心より感謝を申し上げ

たいと思います。 

 さて、お尋ねのどんな危険を想定して対策を講じているのかということについてでございま

すが、校内にあっては、まずは授業中や部活動中の事故が上げられます。このことにつきまし

ては、先月、県内の高等学校で、運動部活中に将来のある尊い命が失われるという大変痛まし

い事故がございました。各菊陽町の小・中学校には、改めて学校生活における安全指導、安全

点検の一層の徹底について通知を申し上げたところでございます。 

 そのほかにも、酷暑による熱中症でありますとか、あるいは集団生活の中で感染症が蔓延す

るおそれ、学校の遊具、施設あるいは設備による事故、さらには不審者の侵入、給食による食

中毒、いじめによる重大事案、災害からの避難と、対応すべきさまざまな危険が想定されると

ころでございます。 

 これらの事故や事件あるいは自然災害などから子どもを守るためには、総合的な安全計画や

緊急時におけるマニュアルの策定など、学校における危機管理対策が不可欠でございますけれ

ども、先ほど申し上げました、何よりも子どもの安全確保を最重視した学校の管理運営が大切

だろうというふうに思っております。 

 同時にまた、一人一人の教職員あるいは職員の危機管理のスキルを高める取組も重要なこと

だというふうに考えています。校外の通学路にあっては、交通事故あるいは犯罪行為に巻き込

まれるなどの危険が考えられますが、それらの事件、事故から子どもたちを守るためには、保

護者、地域社会、地域住民の方々はもとより、警察、道路管理者等、関係機関と緊密な連携を

図りながら進めていくことが必要となってまいります。現在、教育委員会では、菊陽町町民会

議を地域学校協働本部とした各学校ごとの地域学校協働活動の推進に取り組んでおるところで

ございます。学校、家庭、地域社会がそれぞれの役割を明確にしながら、連携して取り組むこ

とが大切だろうということでございます。 

 さらには、生涯を通じて子どもたちが自らの身を自ら守る力をつけることができるように、

そして進んで安全で安心な社会づくりに参画して、貢献できるような資質や能力を養うための

安全教育をしっかりと進めていかなければならないというふうに考えております。 

 それらの上で、児童・生徒の安全対策上最も心がけることは、万全を期しながらも、決して
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慢心することなく、常にマニュアルを見直すといった謙虚な姿勢で取り組むことが重要だと思

います。日常の小さなひやりとしたこと、はっとしたこと、それを見逃さずに、早目早目の対

策を講じることで未然防止に努める必要があると考えます。今後も、児童・生徒の安全を守る

取組を、計画的、継続的に進めていく所存でございますので、どうぞ御理解と、これまでどお

りの御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） この質問をした理由は、本町での子どもの安全について、３つに分けた場

合、防犯、交通安全、自然災害の大きく分けた場合なんですが、３つを答弁するかなと想定し

てたんですけど、対策でまとめてできること、できないことがあります。前回、９月定例会に

おいては、通学路の安全対策としては、大阪北部地震等から、災害時に登下校中、学校活動中

の子どもたちの安全についての事項を中心に、多少は下校中の安全も含まれておりましたが、

お二人の議員が質問し、執行部が答弁されたと私は認識しております。この後にお聞きしてい

くものは、犯罪防止対策、不審者、犯罪者に対してのものが中心になりますので、ここを御理

解ください。 

 続きまして、２番の質問になりますが、本町の声かけ、つきまとい等の不審者情報の認知件

数及び他の犯罪発生率の把握、情報提供の方法について、また犯罪発生率をさらに減少させる

ために町はどのように取り組んでいるのかになりますが、熊本県防犯協会連合会広報紙防犯く

まもとによりますと、平成29年度中に県下で認知した児童に対するわいせつ声かけ事案は

300件を超え、その７割以上が登下校及び帰宅時に発生しております。特に、新学期は新１年

生がなれない通学路を通ることになり、注意が必要です。今後も来年度に向けてさまざまな取

組が必要になるということは言うまでもありません。同じ資料によりますと、平成29年度中の

熊本県の犯罪発生状況は、刑法犯認知件数は8,288件であり、前年比マイナス635件と14年連続

で減少しております。しかし、個別的に見てみると、熊本県警察による平成30年上半期のわい

せつ声かけ事案の届け出状況におきましては、帰宅中、下校中で296件、登校中で55件であ

り、時間帯別では、夕方帰宅中、下校中に集中していることが分かります。しかも、被害者の

50％以上が中学生以下であることに対してであります。現に、今年４月、熊本市の事案で、小

学校低学年女児が男にさわられ、その上、用水路に投げ込まれる。５月には、警察官を装う男

に２人の小学生が連れ去られる事案も発生しました。忘れてはいけないのは、ここちゃん事

件、リンさん事件、たまきさん事件であります。いつ、どこで起きるか分からないこと、防

止、抑止につなげるためにも、これらを把握していく必要は十分にあります。 

 ２番の質問に対しまして、ここで御質問いたします。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 声かけやつきまといなどの不審者情報は、町内の各学校から学務課に寄せられる情報がほと
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んどでありますが、それ以外の情報を含め、総務課の方で把握をしております。また、町外の

情報は、県警のゆっぴー安心メールでも情報を得ております。 

 情報提供の方法につきましては、その内容にもよりますが、各学校から登録されている保護

者への一斉メールや、保育園への連絡、防災行政無線での放送などを行っておりますが、登録

された方に町からの情報を送信するサービスを始めることとしておりますので、このサービス

でも不審者情報を提供することとしております。 

 犯罪の発生率については、県警のホームページから情報を得ているところでございます。 

 それと、犯罪発生率を減少させる取組につきましては、警察、防犯協会、ＰＴＡ、青少年育

成町民会議、スクールパトロール、地域の防犯パトロール隊、見守りの方々など、関係機関、

関係団体の連携、協力が必要でございます。今後も、連携、協力を深め、犯罪の抑止に取り組

んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 今答弁されたことにおきまして、私は情報提供、伝達の方法について調べ

ました。今、新たな情報伝達手段というものを考えているということで、これは警察庁生活安

全局生活安全企画課課長名で、平成29年３月７日に通知されています通学路等における子ども

の犯罪被害防止対策の徹底についての内容になりますが、不審者情報の迅速な把握と情報の共

有化の部分で、子どもに対する声かけ、つきまとい、変質者、その他不審者の出没等、子ども

に対する犯罪の前兆と思われる不審者事案については、迅速かつ正確に把握するとともに、把

握した事案概要及び犯罪対策に役立つ情報については、関係者のプライバシーに配慮した上

で、教育委員会、学校、学習塾、防犯ボランティア団体、地域住民、保護者、児童に対し、電

子メール、ＳＮＳ、ファクス、各種広報紙等、それぞれの地域の実情に応じた広報媒体を活用

し、タイムリーな情報提供を積極的に実施し、情報の共有化を図ることとしております。ま

た、これらの不審者情報が潜在化することがないよう努める必要がありますとしております。 

 これに対して、現在の状況は大体調査済みですが、今後、町が考えていることや考えられる

ということについてお聞きしたかったんですが、新たにタイムリーに多くの皆さんに不審者情

報を伝える方法を準備しているという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 今年度中にはそのメールサービスを完成させて、提供できるようにし

たいと思っております。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） それでは、再びになりますが、現状を把握するための質問を教育委員会に

いたします。 

 事案の設定は、菊陽町の小学生低学年女児が、下校中、不審者と遭遇、腕をつかまれた。子

ども110番の家に逃げ込み、そこから小学校に通報があった。小学校が通報を受けてから、ど
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こに広げ、どこを経由し、私どもの地域住民区長等に情報が正しく伝達されるのか、この手

順、方法を、今現在の状況で教えていただきたい。また、地域の皆さんに連絡が届くまでに要

する時間を教えてください。 

○議長（渡裕之君） 学務課長。 

○学務課長（矢野信哉君） 御質問にお答えします。 

 子ども110番の家に子どもが逃げ込んだ場合、まず警察等へ連絡していただくことになりま

す。警察及び学校の方に連絡をいただきます。学校の方から教育委員会の方に不審者情報があ

ったということで連絡を受けます。教育委員会としましては、その情報をすぐに各学校へ、そ

して総務課の交通防災係の方へ通報いたします。学校からは、また各保護者の方へメール等を

通じて連絡が行くものと思っております。あと、交通防災係の方から、各住民等への連絡、中

身によるかと思いますが、その通報が行くといった流れになっております。 

 時間に関しましては、具体的に何分というのがちょっとお答えが難しいところです。 

 以上になります。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 犯罪、ケースによっては急を要するものがあり、子育て支援課、保育所

等、子どもがいる施設だったり、各町民センターの職員にも伝えることが重要になるとは思い

ますが、今の状況を見てみると、１日後だったり、二、三日後にこういう事案がありました。

みんな注意してくださいというのがとても多いような感じだったので、そこの部分では、今

後、総務課を中心にシステムをつくる場合、タイムリーである、急がないといけない部分は地

域住民に広げていただくと、私どもも、地域の方たちも、パトロールをしたり、注意喚起のた

めに皆さんに伝達することもできますので、そこのところもお願いいたしまして、次の３番の

質問に参ります。 

 次の質問ですが、子どもたちへの安全教育、これは交通安全、不審者、自然災害などの安全

教育をどのように行い、子どもたちを守る方法では、どのようなツールや技術があり、どのよ

うに指導をしているのか。これも、幾度も聞いております。 

 安全教育には、交通安全教育、被害防止教育などがあり、主に聞きたいものは後者のものに

なります。種類といたしましては、講師による指導、これは講話型だったり、ロールプレー方

式でありますが、寸劇、人形劇、動画の上映等、不審者声かけ事案への対応訓練、防犯機器、

防犯ブザー等の使用、110番駆け込み訓練、保護者参加型の防犯教育などが一般であります。

本町におきましては、どのように、誰が教育、指導をなされているのかお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 学務課長。 

○学務課長（矢野信哉君） お答えいたします。 

 学校保健法第27条では、学校においては児童・生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の

施設及び設備の安全点検、児童・生徒等に対する通学を含めた学校生活、その他の日常生活に

おける安全に関する指導、職員の研修、その他学校における安全に関する事項について計画を
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策定し、これを実施しなければならないと規定されています。これを受けまして、各小・中学

校では、学校防災、防犯計画を作成し、これに沿って、避難訓練、不審者対策、自然災害等へ

の訓練及び安全点検を実施しております。 

 また、子どもたちへの安全に関する指導は、体育科、家庭科及び特別活動の時間はもとよ

り、全ての教科の時間において、それぞれの学習時間の特質に応じて適切に実施しておりま

す。例えば、小学５、６年生の体育では、保健分野の学習として、校内や校外でのけがの防止

について学習します。校外での交通事故によるけがの要因を知り、その対処方法を学びます。

また、小学校１、２年の生活科では、自分たちの安全を見守ってくれる交通指導員や子ども

110番の家などの地域の方々と自分たちのかかわりを学び、安全に登下校する姿勢を育成して

います。さらに、スムーズに小学校生活を開始するためのスタートカリキュラムの一環とし

て、入学後一、二週間程度の期間は、下校時に学校の職員が付き添い、安全な登下校の仕方に

ついての指導も行っております。それらの学習の中から、子どもたちは、これから大人になっ

てからも、自分を自分自身で守っていくための判断や行動の基礎を身につけていくと考えてい

ます。 

 子どもたちを守るための指導方法として、交通安全に関して、小学校では、警察による交通

安全教室を実施し、事故防止に努めています。 

 不審者対策では、各小・中学校で不審者侵入時の対応マニュアルを作成しており、このマニ

ュアルに沿って対応を行っております。同時に、不審者等対応避難訓練等を計画、実施し、児

童・生徒の安全な避難、安全確保ができるようにしています。また、子どもが犯罪に遭う機会

を減らすために、防犯ブザーを定期的に点検し、使い方を熟知させ、見えるように持ち歩かせ

る。登下校時に合わせて地域の人が外に出て子どもを見守る。さらに、大きな声を出す練習を

させる等の対応を行っております。同時に、声が出せない場合も想定し、防犯ブザーの活用や

子ども110番の家など、近くの大人に助けを求めることなども具体的に指導を行っているとこ

ろです。 

 そのほか、１、知らない人にはついていかないの「いか」、２、知らない人の車にはのらな

いの「の」、３、助けてと大声で叫ぶの「お」、４、危ないことがあったらすぐ逃げるの

「す」、５、どんなことがあったかを先生や親に知らせるの「し」をとった「いかのおすし」

という防犯標語についても指導しています。 

 自然災害に関しましては、地震、火災における避難訓練をそれぞれ年に１回は実施していま

す。その際は、防犯標語と同様に、地震や火事などの災害時は、１、押さない、２、走らな

い、３、しゃべらない、４、戻らないという４つの約束の頭文字をとった「おはしも」という

合い言葉を指導し、適切な行動がとれるようにしています。 

 また、各小学校には、全児童分の防空頭巾を備えており、活用の訓練もしています。 

 さらに、風水害、落雷など、各種災害発生時における危険の理解と安全な行動の仕方につい

ての指導も行っております。 
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 以上のような方法により安全教育を実施しております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 全体的にどのような教育をしているかを答弁いただいたと思いますが、こ

れは警視庁がつくりました標語「いかのおすし」、詳しい内容と「おはしも」も説明いただき

ました。それと、防災頭巾ですよね、防空じゃなくて。そこの部分で子どもたちにしっかり教

育しているのかなと感じました。 

 子どもが絶対に不審者と、私が今質問している中で強調してるのは、不審者と遭遇した場

合、時に子どもが絶対にできなければいけない部分を教えなければいけないと思っておりま

す。発達段階ごとに内容を変えていくことは当然のことであり、性格によりできるできないが

あってはならない。そこを心配しておりますが、不審者の訓練等を訓練後検証し、その中で課

題はなかったのかお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 学務課長。 

○学務課長（矢野信哉君） 今、議員がおっしゃられましたとおり、いざ犯罪が起きたとき、いろ

いろな訓練をしていますと、言葉が出ない、体が動かない、逃げようと思っても逃げられな

い、そういった場面がありました。そういったものに対応できるような、これから訓練をでき

ていければと思っております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） これは子どものみならず、大人においても、いざ痴漢に遭ったり、刃物を

突きつけられた場合、大声出せるのか、対応できるのか、子どもにおいてでも大人においてで

も難しいという判断をする人、できないという人は出てくるのかなと、そこのところは心配し

ております。がゆえに、見守り活動、この後の質問になりますが、必要なものが出てくるので

はないかと思いまして、続けて４番の質問に参ります。 

 犯罪防止のため、小学校通学路に防犯カメラの設置や犯罪防止ポスター、標語の募集をし、

それを掲示する。また、子どもたちによる安全マップづくりを進めるべきではないかと通告い

たしました。これも警察署が推進しているものであり、そこの部分では、後でも提案します

が、防犯カメラにつきましては、菊陽町は、いろんなお店、商業施設も多いし、通学路におい

て防犯カメラを設置するというのは東京が事業を起こしており、全部の小学校の通学路に約５

台ずつ設置をしております。また、行政区においては、これはにじの森に現在ございますが、

ほかの行政区においても、自分たちで防犯カメラを設置したいという部分で、そういうケース

の場合、補助などは考えられるのか。防犯カメラについて、通学路の安全を含め、今後計画が

ありますか、お尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 教育部長。 

○教育部長（安武卓明君） 議員の御質問にお答えします。 



- 142 - 

 防犯カメラの設置は犯罪防止上大変効果があるものと考えておりまして、教育委員会としま

しても、関係部署等としっかり連携をしながら、それに向けた情報提供の方も現在進めている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 防犯カメラと、その後に安全マップと防犯のポスター等もお話をしたいん

ですが、その前に、菊陽町においては、自動販売機にＡＥＤ同様、防犯カメラを設置するサー

ビスを菊陽西小学校正門正面に、自動販売機に防犯カメラがついているというものがありま

す。そこの部分では、町長にお尋ねいたしますが、防犯カメラの設置についてどのように考え

ているのかお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 防犯カメラにつきまして、さっきも申し上げましたように、大津警察署の

方で大津町、それから西原村の両町村長と一緒に、菊陽町の方も協定を結んで、危険な箇所の

方、警察とも連絡をとりながら、順次進めていきたいというように考えております。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 教育委員会が進められている地域の目、保護者の目、多くの目が必要であ

るということと、もう今の時代になると、機械の目にも頼らざるを得ない状況になっているの

かと認識しております。 

 続きまして、(5)番になります。 

 ＳＮＳによる子どもを巻き込んだ犯罪について、町は警察と協力し、どのような対策を講じ

ているのかになりますが、ソーシャル・ネットワーキング・サービスによる犯罪であります

が、昨日もブログサービスタンブラーをめぐる検挙が全国初でありまして、学校の先生が逮捕

されるということで、この特徴は、熊本県議会でも取り上げられてるんですが、子どもが自分

の裸を撮影して送信するように求められる、いわゆる自画撮りの被害を防ぐため、熊本県は、

画像を要求した段階で罰則を科すことができる条例の改正案を、今、開会している議会に提出

するという報道がありました。これは、県の少年保護育成条例の改正案となりますが、過去に

おいては、出会い系サイト、いじめ、金品の要求などのＳＮＳによる子どもたちが被害者、加

害者になるケースにおいての防止策を研究しました。少年警察ボランティアでは、サイバー補

導員というもの、熊本県警察では、サイバー犯罪対策室の犯罪防止捜査も一般的なものとなり

ました。学校の先生方による指導、大津警察署生活安全課に所属されている熊本県県警ＯＢの

竹下氏、これはスクールサポーターという名称で活動されている方でございますが、その方が

講話されているのは存じ上げております。 

 それでは、町はネット犯罪の情勢をどのように受けとめ、どのような取組が効果的だと考え

ているのかお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 学務課長。 
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○学務課長（矢野信哉君） お答えします。 

 近年、児童・生徒を脅かす犯罪被害として、インターネットを介した事案が多く発生してお

り、特にＳＮＳに起因する被害は多様化、深刻化しています。そういった事案に対応するた

め、小・中学校の新学習指導要領の各教科等の指導の中で、情報モラルを身につけることが新

たに明記されました。小学校６年生社会科や中学校の技術家庭科、道徳科等の学習の中で、イ

ンターネットやＳＮＳなど、情報社会の仕組みを理解し、どのように行動していくべきかにつ

いて学習しています。 

 警察と協力した対策として、各小・中学校において毎年大津警察署に依頼し、ＳＮＳの安全

な使い方に関する講習会を実施しています。なお、この講習会を、学校によっては保護者を招

いて実施しています。講習会では、ＳＮＳ利用において起こりやすいトラブル事例として、危

険を実感できるような具体的な事例の紹介、トラブル回避をするためのポイントや万一トラブ

ルに巻き込まれてしまった場合の対処法などについて指導していただいております。 

 なお、学校においては、ＳＮＳにかかわる被害を発見した場合は早急な対応が必要であるた

め、すぐに警察等に相談することになっています。特に、大津警察署の、先ほど議員がおっし

ゃられたスクールサポーターとは、日ごろから緊密に連絡をとり合い、児童・生徒が犯罪に巻

き込まれないように情報交換等を重ねております。また、保護者に対しても、児童・生徒がト

ラブルに巻き込まれないようにするため、ＰＴＡ総会や学級懇談会、地区懇談会等の機会に、

携帯電話やスマートフォンのフィルタリングサービスの必要性の指導や県警がインターネット

上にある違法、有害情報巡回チェックとして行っているサイバーパトロールについての説明を

行うなどして、保護者と児童・生徒が一緒に考える機会をつくるようにしています。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） ＳＮＳにおきましては、いいところもあれば、とても危険であるというこ

とは、子どもたちも認識しつつあるのかなという思いでありますが、いろんな犯罪については

落とし穴がありまして、わいせつだったり、そういう自画撮り関係で被害に遭ったときに、す

ぐにスクールサポーターに、また警察の相談窓口、少年、子どもの被害の窓口に相談できれば

いいんですが、なかなか難しい部分もあるのではないのかな。そこの部分では、熊本県警察、

また大津警察署においても、少年課少年係の方に女性警察官がいるんだということで、女性の

警察官、職員さんによる講話とか、女子生徒・児童に対する講話というのもいいのではないの

かなというふうに私は思っております。ここの部分では、今から新たな犯罪として注目してお

かないといけない部分であると思っております。 

 続かせていただきます。 

 ６番の質問になります。 

 ６番の質問は、光の森交番についてなんですが、平成30年４月に、熊本県警察署再編計画が

実行され、大津駅前交番は設置を目指すとしてありました。しかし、平成25年12月策定時点で
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は、光の森交番を新設する、設置を目指すや、合志菊陽交番は合志交番として残すなどは明記

されておりませんでした。確約がとれないうちに次々とデマやうわさを流す人物があらわれ、

私としては非常に残念に思いました。これも町長の熱意により実現としたこと、それと交番と

しては４人の３交代制、また相談員という体制、最高の人員を確保できたことに対し、心から

感謝しております。２回ほど、危機的、絶望的な状況にあり、それを乗り越えたのは事実とし

て受けとめております。 

 西部地区の町民の夢が現実になり、９か月が過ぎましたが、それに合わせた質問をいたしま

す。これが６番になります。 

 光の森交番の新設、運用開始から、子どもたちの安全・安心に対してどのような効果が出て

いると考えているのか。また、今後どのように協力していくのかお尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 今、議員が申されたとおり、光の森交番が本年４月開署しまして８か月が過ぎました。光の

森交番は、４人の３交代制、それと相談員の体制で対応されており、これまでの合志菊陽交番

から光の森交番が本町の西部地域を管轄されておりますが、交番がある場所は、光の森駅から

も近く、大型商業施設のすぐ隣であることから、町内でも非常ににぎわいのある地域でもあ

り、犯罪の抑止には大きな効果を上げているものと思っております。 

 警察からお聞きしたところによると、菊陽町内の窃盗事案の認知件数は、前年の同時期から

比べると減少しており、特に万引きの件数はかなり減少しているということでございました。 

 また、地域住民や子どもたちにとりましても、交番が近くにあることで安心感を持つことが

できるものと思っております。 

 さらに、交番の警察官の方々のパトロールによりましても、地域の子どもたちの登校や日々

の生活の中で、安全・安心に大きく貢献されているものと思っております。 

 今後も、町としまして、光の森交番、地域住民の皆さん、各種団体と連携を図り、犯罪の抑

制、交通事故防止に努めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 今の現状をどのように協力していっているのかという部分では、商業施設

の万引きの防止、抑止、また光の森駅周辺の自転車盗難、自転車を盗むという自転車盗の減少

につながっていき、これはゲートウエイ犯罪といって凶悪犯罪への防止になるのでは。菊陽町

においての犯罪件数、認知件数が多いのは、このような軽犯罪が主に急増しているということ

で、全体的には犯罪発生率、犯罪はそう起きてない。菊陽町は安全なものであるという、さら

に効果が出ているのではと思っております。 

 私としては、昨日出ました新山区の110番の家スタンプラリーで、交番と協力したり、交番

をスタートとかゴールにしたり、また駅前ゆめタウンでの合同の防犯啓発運動だったり、町探
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検で小学生が交番を訪問する、警察官と触れ合うとか、一緒に町を歩く。学校の行事に案内す

る。これはされてますね。訓練等の指導、また安全マップとか、先ほど提案したいろんな部分

で子どもたちと触れ合う時間、協力する時間をとっていただければというふうに思っておりま

す。 

 そこの部分で、学校等が今までやったことがあれば、似たようなケースがあれば教えてくだ

さい。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 私の方で把握はしてございません。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 今までの活動を含め、今後いろいろ計画、可能性があるのではないのかな

というふうに思っております。 

 ここまで、児童・生徒の安全・安心について尋ねてまいりましたが、総括、まとめて提案い

たします。 

 昨日、元警察署署長の助言がありました。私たち菊陽においては、多くの企業、大企業、中

小企業、店舗などがあり、大津警察署署長の、先ほど町長もおっしゃられたんですが、現在は

井上署長ですか、協力を依頼し、警察友の会というものも菊陽町にはございます。連携し、新

たに防犯カメラをもう既に設置している、また設置してもいいですよという協力企業等への見

守り活動について協力を依頼する。これは、皆さんが、教育委員会が進めているもの、地域、

学校、プラス防犯カメラという機械の目、プラスこちらの菊陽町において特徴的な企業の皆さ

んの協力、さらに目を、防犯、子どもたちを守る目を広げる方法は可能ではないのでしょうか

という助言をいただきました。そこの部分でも、子ども110番というものは、家だけではござ

いません。プラス子ども110番の店、会社、子ども110番の車、菊陽自動車学校ですか、車に張

ってありますが、子ども110番のいろんな方法、地域の目、防犯カメラという機械の目、さら

に、菊陽町の特徴である企業の目を生かすべきと提言いたしまして、次の大項目に参ります。 

 ２番になりますが、その他の子どもたちを守る取組についてでありますが、(1)番、今把握

している状況だったり、今後民営化を進めるに当たり、安全・安心、子どもたち、または保護

者が安心するためにつながると考えますが、保育園児の安全・安心のため、町立、私立保育所

はどのような安全策を持っているのか、それは万全であると言えるのかという質問をさせてい

ただきます。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 御質問についてお答えします。 

 保育所などの安全性を確保するため、厚生労働省が策定した保育所保育指針には、保育中の

事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部からの不審者

などの侵入防止のための措置や訓練など、不測の事態に備えて必要な対応を行うこと、また子

どもの精神保健面における対応に留意することと記されています。また、重大事故や不審者の
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侵入など、子どもに大きな影響を及ぼすおそれのある事態に至った際の危機管理についても、

緊急時の対応マニュアルを作成するとともに、実践的な訓練、園内研修の充実などを通して、

全職員が把握しておくことが必要と解説されています。 

 このことを踏まえ、具体的に例を挙げて申しますと、まず重大事故発生時の対応における役

割分担を決める際には、応急処置、緊急蘇生、救急自動車の要請、医療機関への同行、記録と

保護者及び嘱託医や関係機関への連絡などといった具体的な行為に関する分担と指示系統を明

確にしています。 

 次に、不審者の侵入など不測の事態に関しても、保育士などは子どもの安全を確保し、子ど

もや保護者が不安にならないよう冷静に対応するように、その防止措置を含め、対応の具体的

内容や手順、指示の流れなどを職員間で確認しています。 

 また、日常の備えとして、各職員の緊急連絡網、医療機関及び関係機関のリスト、保護者の

緊急連絡先を事前に整理し、見やすい場所に掲示したり、園外活動などの際に携帯したりして

います。 

 また、緊急時に備えた連絡体制や協力体制を保護者や消防、警察、医療機関など、関係機関

との間で整えておくとともに、地域とのコミュニケーションを積極的にとり、あらかじめ緊急

時の協力や援助を依頼しています。 

 以上のように、保育所保育指針を踏まえ、町立保育所、私立保育所ともに万全を期して園の

安全対策に取り組んでいます。 

 また、保育所認可者であります熊本県や町から現地に出向き、指導監査をはじめ、日ごろか

ら機会あるごとに訓練の実態など、各項目を確認しています。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 町立、私立においては、保育指針、共通のものがあって、子どもたちを守

るというのは当然のことでございますが、菊陽町におきまして、特に目にするのが、私立の保

育園は防犯カメラが設置してあったり、電動の扉がありまして、インターホンで確認しなけれ

ば入れなかったり、いろんなフェンスも高さを考えてあり、いろんな工夫をされているのかな

というふうに感じております。 

 それと、町立保育園の方にもさすまたが２本、３本設置してあり、定期的に訓練をなされて

いるということで、これは過去におきましては、大分県宇佐市認定こども園において、フルフ

ェースのヘルメットをかぶった男性が竹刀のようなものを持ち侵入し、子どもも職員もけがを

し、最終的には逃走し、路上で警察官に確保されるという事案が発生しております。そこの部

分では、今後民営化がなるとして、町民の皆さんが菊陽町の保育所は安全で安心で、いろんな

部分で注意を払っているという確認をしたかったのでお尋ねいたしました。 

 ほかに、これに関して質問したかったんですが、時間がありませんので、次の質問に移らさ

せていただきます。 
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 ２番にありますスクールパトロール隊はランダムパトロールを進めているが、その理由を具

体的に示せと通告しています。これにつきましては、担当責任者はさまざまな考えをされてい

るようであり、はっきり言いますと、スクールパトロール隊という名称で重点的に子どもを守

ることをメインにしていると私は思っております。しかし、時には子どもの登下校時間にかか

わらず、子どものいない住宅街、場所を巡回、各町民センターで休憩する。学校、保育所から

遠ざかる。子どもたちが学校の方に向かっているのに反対の方向に行くという町民からの情報

があり、私も見に行き、何度かでございますが、その光景を見ました。要するに、常に子ども

たちや学校、危険箇所のポイント近くを重点的に回っていると思うんですが、巡回するコース

を決定し、それに合わせて菊陽町の方を回っているのではないのかなというふうに見ておりま

すが、これをいわゆるランダムパトロールと称しておりますが、ここの部分において、ランダ

ムパトロールを今後とも続けるのか。ランダムパトロール以外にもほかにいろんなパトロール

をしている事案がありましたらお示しください。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 町のスクールパトロール隊は、午前７時から午後５時15分までの間、昼休憩を除き、２人１

組でパトロールをしております。パトロールは、午前の組と午後の組で巡回区域を定め、１日

で全部の小学校区を回っております。また、パトロールを行う場所は学校、幼稚園、保育園周

辺、通学路、公園、遊び場、その他児童にとって危険と認められる場所を回っております。ま

た、不審者、事件発生、猿の出没情報などが入った場合には、その事案の発生場所周辺を重点

的に警戒、巡回を行っております。 

 お尋ねのこのようなパトロールの実施理由ですけれども、町内全体を広く巡回することがで

きることと、毎日巡回していることを不審者等に知らしめる効果があると思っております。 

 ほかのパトロールのやり方についても、今後、検討してまいりたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） ここにおきましては、青パト、これは青色回転灯装備車両といいますが、

いろんな許可を得て、また警察の許可と講話を受けて、資格を取って、簡単ではあるけれど、

認められた方たちがパトロールする。過去には、職員の皆さんも許可証をおとりになられたと

認識しておりますが、そこの部分では、地域の見守り活動をされている、私もボランティアで

やってますが、それとプロであるスクールパトロール隊というのはちょっと区別していかない

といけないのではないかというのと、あとボランティアの方たちとの協力、連携というのも大

事になると私は思っています。これの違いがはっきり見えてくればいいのかなというふうに感

じております。 

 立正大学小宮信夫教授がホットスポットパトロールということを推進しております。これ
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は、協力している日本財団も進めておりますが、これについて、このパトロールに関する情報

だったり考えがございましたら教えてください。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） ランダムパトロールに対して、ホットスポットパトロールというパト

ロールの仕方があるということは調べております。このやり方につきましては、犯罪が発生す

る可能性の高い場所を、そこにずっと駐留して抑止をするというようなことで伺っておりま

す。こういうパトロールのやり方につきましても、今やっているパトロールの仕方とあわせな

がら、より効果的なやり方を検討してまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 当然ですが、命にかかわる問題で、こういう事案が１件でも起きてはいけ

ないし、先日、11月18日、熊日新聞に掲載されました「青パト巡回12年、児童が肩もみでお返

し」との見出しで、玉名市のガーディアン大野の皆さんが紹介されました。今、隊員さんは

115人だったですか。拡大していったという部分で、その活動のように、子ども、保護者、教

員、地域の皆さんもみんな知っている。感謝し、安心して登下校、学校生活が送れるための最

前線の機動的なものとなり、それから地域への広がりになる。核になるように希望をいたしま

して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（渡裕之君） 中岡敏博君の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問は全て終了しました。 

 これで本日は散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              散会 午後３時１分 
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    （平成30年第４回菊陽町議会12月定例会） 

                                    平成30年12月13日 

                                    午 前 10 時 開議 

                                    於   議   場 

 日程第１ 議案第60号 菊陽町職員の定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第２ 議案第61号 菊陽町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

 日程第３ 議案第62号 菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第４ 議案第63号 菊陽町工場立地法準則条例の制定について 

 日程第５ 議案第64号 平成30年度菊陽町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第６ 議案第65号 平成30年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第７ 議案第66号 平成30年度菊陽町工業団地造成事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第８ 議案第67号 平成30年度菊陽町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第９ 議案第68号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 日程第10 議案第69号 町道路線の変更について 

 日程第11 同意第12号 菊陽町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

 日程第12 同意第13号 菊陽町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

 日程第13 同意第14号 菊陽町固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて 

2. 出席議員は次のとおりである。        

  １番  矢 野 厚 子 君            ２番  大久保   輝 君 

  ３番  阪 本 俊 浩 君            ４番  西 本 友 春 君 

  ５番  那 須 眞理子 君            ６番  佐々木 理美子 君 

  ７番  中 岡 敏 博 君            ８番  吉 山 哲 也 君 

  ９番  北 山 正 樹 君            10番  布 田   悟 君 

  11番  石 原 武 義 君            12番  岩 下 和 高 君 

  13番  大 塚   昇 君            14番  川 俣 鐵 也 君 

  15番  上 田 茂 政 君            16番  小 林 久美子 君 

  17番  甲 斐 榮 治 君            18番  渡  裕 之 君 

3. 欠席議員 

   な   し 

4. 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長  髙 木 定 伸 君 

  書    記  山 川 真喜子 君 



- 156 - 

  書    記  益 満   基 君 

5. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  後 藤 三 雄 君        副  町  長  吉 野 邦 宏 君 

  教  育  長  上 川 幸 俊 君        教 育 部 長  安 武 卓 明 君 

  総 務 部 長  阪 本 浩 德 君        福祉生活部長  阪 本 章 三 君 

  健康保険部長  服 部 誠 也 君        経 済 部 長  士 野 公 典 君 

  土 木 部 長  大 山 陽 祐 君                市 原 憲 吾 君 

  総 務 課 長  板 楠 健 次 君        総合政策課長  中 島 秀 樹 君 

          西 本 一 浩 君                酒 井 章 彦 君 

  人権教育・啓発課長  古 賀 直 之 君        東部町民センター所長  西 本 俊 子 君 

  福 祉 課 長  相 馬 仙 助 君        子育て支援課長  内 藤 優 誠 君 

  町 民 課 長  渡 辺 博 和 君        健康・保険課長  東   桂一郎 君 

  介護保険課長  宮 川 照 之 君        農 政 課 長  山 川 和 徳 君 

  商工振興課長  川 上 一 弘 君                小 野 秀 幸 君 

  都市計画課長  井 芹   渡 君        下水 道課長  矢 野 和 幸 君 

  環境生活課長  丸 山 直 樹 君        総務課総務法制係長  小 泉 秀 和 君 

  学 務 課 長  矢 野 信 哉 君                梅 原 浩 司 君 

  図 書 館 長  川 端 慎 一 君        農業委員会事務局長  鍋 島 二 郎 君 

        

  

会計管理者兼
会 計 課 長

生涯学習課長兼
中央公民館長 

総務部次長兼
税 務 課 長 

土木部次長兼
建 設 課 長

総務部次長兼 
財 政 課 長 



- 157 - 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              開議 午前10時０分 

○議長（渡裕之君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第６０号 菊陽町職員の定数条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（渡裕之君） 日程第１、議案第60号菊陽町職員の定数条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 総務課長、説明を求めます。 

○総務課長（板楠健次君） おはようございます。 

 それでは、議案第60号菊陽町職員の定数条例の一部を改正する条例の制定についてを説明さ

せていただきます。 

 まず、提案理由でございます。本町における近年の急激な人口増加により、部課等または職

員への事務負担が増加しており、複雑化し、多様化する住民ニーズに応えるため、職員の定数

の見直しを行うことに伴い、菊陽町職員の定数条例の一部を改正する必要があるため、地方自

治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、お配りしております議案の最後のページをお開き願いたいと思います。参考資料

の一番後ろのページでございます。新旧対照表を御覧いただきたいと思います。 

 第２条第１項第１号の町長の事務部局の職員「186人」を改正後は「194人」とし、第３号の

教育委員会の職員「34人」を改正後は「40人」にするものでございます。 

 １枚目にお戻りいただきたいと思います。 

 附則で、この条例は平成31年４月１日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 北山正樹君。 

○９番（北山正樹君） では、議案第60号について質問をいたします。 

 僕個人としては現在の職員は足りないと思ってますので、増加することについては大変歓迎

したいと思います。 

 一方で、質問の冒頭でちょっと申し上げますが、今日の熊日新聞なんかでも、「自治体の中

に占める非正規職員」という記事が載りましたね。菊陽町が一番高かったですね、その中で

ね。ですから、非正規者の考え方をどのようにするのかということをまずもってお尋ねをした

いと思います。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 
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○総務課長（板楠健次君） お答えをいたします。 

 今日、熊日に非正規職員の記事が載っておりました。どこの市町村におきましても、地方分

権一括法の後に権限が市町村に移譲されて非常に業務量が増えている中で、人員はそのまま、

削減とか維持といった状況でございます。こういう中で、本町も保育部門、それから教育部

門、非常に非正規と言われる臨時、非常勤職員も多い状況でございます。今後としましては、

今、国の方で働き方改革を進められております。それと、うちでも再任用の職員の制度、それ

から後の議案でもありますが任期付職員の制度、こういったものを活用しながらこの問題には

取り組んでいく必要があると思っております。 

 さらに、平成32年度から制度化されます会計年度任用職員、このあたりの制度も踏まえまし

て取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） ほかに質疑はありませんか。 

 北山正樹君。 

○９番（北山正樹君） 今回14人ほど定員を増やすということですけども、早速来年度以降14人を

増やしていく方向ですか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） この定数につきましては上限ということですので、すぐに上限までと

いうことではございません。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 北山正樹君。 

○９番（北山正樹君） ですから、１回目の質問に戻っちゃうんですけども、非正規職員、今さま

ざまな分野で職員を募集してるけどなかなか集まらないというのは、各課とお話をしている中

でよく出てくる答えです。それについては、なぜそうなるかというと、保育所もそうですけれ

ども、待遇なんです。ですから、処遇改善とかいろいろ口では出てきます。国もそんなこと言

ってますけども、一方で雇用の調整弁として使われる、非職員はですね。そして、正職に対し

てはベースアップもない、ボーナスもない、交通費も出ないみたいなところもありますので、

非常に劣悪な環境でお仕事をする、この人手不足の環境の中で、その状態を改善しなければ町

が必要な人間が要るといってもなかなかそりゃ集まらないと思うんです。ですから、僕は、今

回14人ですけれども、もっともっと、枠だけだったらもっともっと枠を増やして、そして仕事

に応じて配分をしていく、正職を配分していく、あるいは非職員だったとしても処遇改善をし

ながらその仕事に見合ってお給料を払っていく。つまり対価は当然のように払っていくという

考え方でやっていく、職員の募集、確保はしておくべきだと思いますが、そのことについては

いかがですか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 御指摘のとおり、待遇につきましては、これ全国的に問題となってお
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ります。国もそういうことがございまして、平成32年度からの会計年度任用職員、こちらの制

度をということで改正があっておりますので、それを踏まえて町も取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） ほかに質疑はありませんか。 

 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 議案第60号で、北山議員と同じ全く意見なんですけども、枠そのものとい

うことでいけば、まだまだ私自身も菊陽町の職員数は少ないと思ってるんで、もっともっと増

やしていくべきだというふうに思っております。 

 それから、一般質問をさせていただきましたけども、地域おこし協力隊、職員数が少ないと

いうことでそれを補うために次年度にしっかり取り組んでいただきたいという提案はいたしま

したけれども、そのことについて再度、これに合わせてどのように考えているかをお尋ねいた

します。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 多様化、複雑化する住民ニーズに対応するためということで、できる

だけ体制も柔軟に対応できるように、今回の定数条例の改正、それから後から出てきます任期

付職員ですね、こちらの制度、できるだけいろんな制度を活用しながら柔軟に対応できるよう

に取り組んでまいりたいというふうに思います。 

○議長（渡裕之君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第60号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第６１号 菊陽町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

○議長（渡裕之君） 日程第２、議案第61号菊陽町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

制定についてを議題とします。 

 総務課長、説明を求めます。 

○総務課長（板楠健次君） それでは、議案第61号菊陽町一般職の任期付職員の採用等に関する条
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例の制定についてを説明いたします。 

 まず、提案理由でございます。 

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び地方公務員法の規定に基づき、

職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を

定める必要があるため、地方自治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 それでは、１枚めくっていただきたいと思います。条例の内容を説明いたします。 

 第１条は、本条例の趣旨ですが、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に

基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要

な事項を定めるとしております。 

 それから、第２条、第３条は、どのような場合に任期を定めた採用ができるかを定めたもの

でございます。 

 まず、第２条で、専門的知識・経験を有する者を専門的知識・経験が必要とされる業務に従

事させる場合においては、第１号から第４号に該当するときであり、選考により任期を定めて

採用することができるとしております。 

 第１号では、専門的知識・経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、職員を部内

で確保することが一定期間困難である場合。第２号で、専門的知識・経験が急速に進歩する技

術に係るもので、当該専門的な知識・経験を有効に活用する期間が一定の期間に限られる場

合。第３号で、専門的な知識・経験を有する職員を一定の期間ほかの業務に従事させる必要が

あるため、当該専門的な知識・経験が必要とされる業務に従事させることが適任の職員を確保

することが一定の期間困難である場合。第４号で、公務外における実務の経験を通じて得られ

る最新の専門的な知識を必要とするときに、その知識・経験を有効に活用することができる期

間が一定の期間に限られる場合としております。 

 次に、第３条では、一定の期間内に終了することが見込まれる業務、一定期間内に限り業務

量の増加が見込まれる業務で、期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するた

めに必要である場合には、任期を定めて採用することができると定めております。 

 めくっていただきまして、第４条では、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができ

る場合を定めています。第１項で、前条第１項各号に掲げる業務の場合。第２項で、住民サー

ビスの提供時間の延長や繁忙時における提供体制の充実を維持する必要がある場合。第３項

で、職員が介護休暇、育児休業をとる場合に、その業務に従事させる場合と定めております。 

 第５条は、任期の特例ですが、第３条第１項第１号に掲げる業務の終了時期が一定期間延長

された場合や、そのほかやむを得ない事情により任期を延長することが必要な場合は、法で定

める５年を超えない範囲内で定めることができるとするものです。 

 第６条は、任期の更新ですが、１項で第２条の規定により任期を定めて採用された職員の任

期が５年未満の場合は、採用した日から５年を超えない範囲で任期を更新することができると
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しております。また、第２項で、第３条または第４条の規定により、任期を定めて採用された

職員の任期が３年未満の場合は、採用した日から３年を超えない範囲で任期を更新することが

できるとしております。 

 第７条は、任期を更新する場合は、事前にその職員の同意を得なければならないとしており

ます。 

 次のページですけれども、第８条は、給与に関する特例ですが、第１項では、第２条または

第３条の規定により採用された職員の給料月額は、再任用職員の給料月額を準用すると規定し

ております。第２項では、第４条の規定により採用された短時間勤務職員の給料月額について

は、再任用短時間勤務職員の給料月額の規定を準用するとしております。 

 第９条は、給与条例の適用除外等についてですが、第１項は、任期付短時間勤務職員につい

ての適用除外の事項を規定したものです。給与条例第９条から第10条の３までは、扶養手当、

地域手当、住居手当で、第11条の２は単身赴任手当であります。第２項は、給与条例第11条第

２項第２号及び第13条第２項について、「再任用短時間職員」とあるのを「任用付短時間勤務

職員」と読みかえて適用するものでございます。 

 給与条例第11条第２項第２号は通勤手当で、第13条第２項は時間外勤務手当についてであり

ます。 

 第10条は、委任についての規定です。 

 附則第１項で、この条例は平成31年４月１日から施行することとしております。 

 附則第２項は、本条例の制定に伴い、職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部を改正する

ものでございます。内容につきましては、参考資料の新旧対照表、一番最後のページをお開き

願いたいと思います。職員の勤務時間、休暇に関する条例の新旧対照表でございます。 

 第２条は、１週間の勤務時間ですが、第４項の「育児休業法第18条第１項の規定により採用

された職員」の次に、「または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第48号）第５条の規定により採用された職員」を加えるものです。これは、任期付短

時間勤務職員の勤務時間を週31時間以内と定めるものです。 

 次に、下から４行目の第18条は、臨時または非常勤の職員の勤務時間、休暇等についてであ

りますが、「再任用短時間勤務職員」の次に、「及び任期付短時間勤務職員」を加え、任期付

短時間勤務職員をこの規定から除外するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 今、条例の制定について説明がありましたけれども、この条例が制定

された場合はどういうところに具体的には適用される見込みがあるかをお願いします。 
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○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 今のところ具体的にという予定をしていることではございませんけれ

ども、専門的な知識・経験を有する者を期間を限って業務に従事させる場合、それから一定期

間終了することが見込まれる業務で、一定期間内に限り業務量が増加が見込まれる業務です。

それから、それと同様で、短時間の勤務で対応できる場合ということで、具体的な想定はして

おりませんけれども、いろんなこれから増える業務について柔軟に対応できるように、この任

期付職員の制度を導入するというものでございます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第61号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第６２号 菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（渡裕之君） 日程第３、議案第62号菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 子育て支援課長、説明を求めます。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） おはようございます。 

 議案第62号菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。 

 提案理由は、平成29年３月に作成した菊陽町公立保育所民営化計画に基づき、町立保育所を

民営化するに当たり、菊陽町立保育所設置条例中の名称及び位置について改正を行う必要があ

り、あわせて文言の整理を行うため、地方自治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決

を求めるものであります。 

 次に、保育所民営化の経過などについて申し上げます。 

 今年３月に菊陽町立保育所白鈴園、白菊園、さくら園、武蔵ヶ丘第一保育園、武蔵ヶ丘第二

保育園の５つの園について、移管先事業者を決定しました。 

 ４月以降、保護者、職員などへの説明、移管先事業者との民間移管に係る覚書の締結、保護

者会・移管先事業者・町から成る三者協議会を設置いたしました。三者協議会では、保護者の
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皆様の不安解消を図り、理解を得るために、情報を分かりやすく伝えるとともに、意見交換を

行い、新しい園の運営事項や合同保育などについて、保護者の意見を取り入れながら移管の準

備を進めております。 

 現在、新しい園の園長や主任保育士の予定者が保育に参加する合同保育を実施しており、保

育課程や保育活動全般、行事などについての引き継ぎを行っております。今後、移管先事業者

の来年度の人事配置の状況に合わせて、園児ごとの特性や記録などの個別の引き継ぎを行って

まいります。 

 町立保育所で勤務している非正規職員の雇用の継続については、職員などの希望を聞きなが

ら、本人の意向に沿ったあっせんや移管先事業者との調整を行っており、私立保育所に勤務を

希望する職員のほとんどが内定しております。 

 また、今回民営化する全ての移管先事業者において、既にほかの保育園を運営されているこ

とから、事業者自身が運営している保育所などからの職員の異動や移管に伴う新たな採用な

ど、職員の確保に現在努めていただいております。 

 民間移管に伴う財産の移管については、募集要項に基づき、土地については町有の現保育所

敷地を有償で貸与することとし、建物については公募時に示した価格から引き渡し時点の価格

を再評価した上で売却とし、現在保育所で所有している備品については無償で譲渡します。 

 また、それぞれの保育所設置認可に係る事前申請が各移管先事業者から熊本県に提出され、

認可に向けた審査が行われています。 

 このように、来年４月からの運営移管に向けた準備が進んでいる状況でございます。 

 以上のことから本条例の制定をお願いするものでございます。 

 資料、参考資料の新旧対照表を御覧ください。 

 菊陽町立保育所設置条例第１条中、単にを削り、第２条に定める町立保育所７園のうち菊陽

町立保育所白鈴園、菊陽町立保育所白菊園、菊陽町立保育所さくら園、菊陽町立保育所武蔵ヶ

丘第一保育園、菊陽町立保育所武蔵ヶ丘第二保育園の項を削り、第３条に見出しとして職員を

付するものです。 

 条例の本文に戻ってください。 

 附則において、この条例は平成31年４月１日から施行するものとしております。 

 以上で条例改正の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 中岡敏博君。 

○７番（中岡敏博君） 議案第62号菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について

お尋ねいたしますが、説明の方では保護者等の不安解消を図りという発言がありましたが、個

別的に武蔵ヶ丘第一保育園におきまして、今、条項においては武蔵ヶ丘第一保育園の前の道路
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は駐車禁止の規制と標識がかかっておりまして、そこで乗りおりをするべきなんですが、それ

ができない。なので、歩道に乗り上げての乗りおりをせざるを得ない状況でありますが、交通

事故防止に関する不安を解消するためにも、そこにおいては警察と話し合いとか協議もなされ

て、確実にそこは安全が確保できるという状況であるのか、お尋ねいたします。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 議員の御質問にお答えします。 

 武蔵ヶ丘第一保育園の現在駐車場については、前面の歩道に駐車してる部分もございますけ

ども、今回新しい武蔵ヶ丘第一保育園と第二保育園を統合した建物については、駐車場の敷地

を十分に確保し、歩道に駐車することがないように設計をお願いしているところです。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 甲斐榮治君。 

○１７番（甲斐榮治君） 反対討論はないでしょうかね。 

              （「はい」の声あり） 

 それでは、私は議案第62号について賛成の立場で討論をいたしたいと思います。 

 あえてする必要はないかもしれませんけれども、非常に大きな事業で、これまで…… 

              （「議長なんかはっきりしてないのでは」「反対はないのかという

お尋ね」の声あり） 

 いや、賛成の立場で討論をいたしますということです。 

 大きな事業でこれまでいろんな点で議論をしてきた、そういう事業でありますので、やはり

それを認める認めないについては、一定の立場というのを明確にしておかなくちゃいけないと

いう考え方のもとに賛成討論をしたいと思います。 

 まず、民営化ということについての一般的な立場なんですが、公営の事業を民間の経営に移

管することについては、今国会でも上下水道の問題が、もう結論は出ましたけども議論されて

おります。さまざまな議論がございます。事業の性格によっては、例えば上下水道事業や一部

の公共交通などのように独占的な事業に関しては、単に赤字か黒字かとかという採算ベースで

考えるべきではない、それで民営化を考えてはならない事業もあると思います。住民の福祉が

最優先課題だからです。赤字でも公共機関が運営すべきものはあるというふうには思います。

しかし、教育事業や保育事業については、民間でできる部分については民間による運営に移管

した方が、特色が発揮できて活性化すると考えます。 

 本件は、保育事業の民営化がテーマでありますが、事業の水準についてそのレベルを維持
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し、もしくは事業のリーダー的役割を担わせる部分は公営で保持すべきであると考えます。ま

た、民営では対処が難しい部分、例えば障害児などの特殊条件を持つ児童の保育については公

営で対処すべきでありましょう。その他のいわば通常に対処できることについては、むしろ民

営で対処した方がよいと考えます。民営の場合、公益性、それから公共性をどう担保するかと

いう問題がありますが、それは一つは私立といえども法による規制があります。また、親が施

設を選択するという、そういう親の権利はございます。それによって担保されると考えます。

すなわち公益性、公共性をないがしろにし、法によって裁かれ、親の選択に捨てられれば、事

業の存立そのものが成り立たないからであります。 

 民主主義国においては、私企業または私事業は、国家存立の重要な基礎をなしております。

日本語に訳すると、「私」がついて回りますが、私立の本質は住民の福祉と切っても切れない

関係を持つ公的な存在であるというふうに考えます。事業に私がつけられた場合は仲間立と考

えた方がよいと思います。英語のパブリック、公共と訳されておりますが、これは本来は仲間

を意味しております。仲間によって運営されるということですね。 

 以上が民営化に賛成する基本的な理念です。 

 現実の問題に移りますが、菊陽町の本議案については幾つかの懸念があったし、今もそれら

が全面的に解消されたわけではありません。ちょっと申し述べますが、一つは、民営化につい

て理念上の理解が共有されているとは思いません。経済的視点からのみ民営化が語られた嫌い

があります。要するに、幾ら浮くかとか、そういう視点から問題が提起されたという、そうい

う嫌いがございます。 

 ２つ目、５園一斉の民営化は乱暴ではなかったか。人員の配置、公有財産処理引受法人の決

定、三者協議、合同保育、保護者や議会への説明等について、やや丁寧さに欠けたんではない

かと思います。また、地域性への配慮、保育所の歴史的経過への配慮も十分になされたとは言

いがたいと思います。 

 ３番目、民営化保育所と公立保育所のバランスは、執行部の案どおりでよいか。位置です

ね、それから公立保育所の数、そういった問題がございました。特に、公立保育所の今後の運

営について考えがまとまっていない、今の段階でもですね。民営化を企画するならば、公立保

育所の運営も同時に考慮すべきであると考えます。検討委員会は今やっと立ち上がった状況で

す。 

 ４番目に、発議、情報共有、民営化の手順について、なかなか共通理解が生まれなかった。

こういう欠点を当時は有していたと思います。昨年の６月時点まではやや混沌とした状況が続

いておりました。その後、執行部からの情報提供が、昨年の７月段階ぐらいから情報提供が進

んできました。お知らせがあって、それから議会への情報提供も詳しくされるようになりまし

た。事業推進について透明度が増したということが言えると思います。議会での論点整理も大

変しやすくなりました。逐次論点が整理、解決されていって、現在残っている問題点は、町立

保育所に勤務している臨時職員や非常勤職員の再就職と待機児童をどう解消するか、それが残
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っておりますが、大筋の解決は先日の文教厚生常任委員会の報告で見通しが立っているという

印象を受けました。それから、移管時期についても平成31年４月１日ということで、非常に常

識的な最終的な解決になったと思います。国の補助方針そのものが、公立保育所に補助金を薄

く、私立保育所に手厚くなっている、そういう状況の中で民営化を促しておる状況ですが、本

件を総合的に考えるとき、これ以上民営化の流れを滞らせることはかえって町政にも住民にも

利するところはないというふうに判断をいたしました。 

 民営化への理解が確実に進んだとは思えませんけれども、５園一斉の民営化の丁寧さの問

題、それから公私の配置やバランスや位置づけ、これも十分納得に至ったとは言えませんが、

反省点は今後の町政運営に生かされることを期待をしたいと思います。特に、臨時職員、非常

勤職員の再就職、待機児童の解消と公立保育所の今後の運営については、今後も情報を開示し

ながら真摯に取り組むべきことを期待して、賛成討論といたします。 

 長くなりましたが、大事業で、議論も交われてきたことですので、最終的に立場を明確にし

ておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） ほかに討論はありませんか。 

 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 私は今日はもう討論しないというふうに思ってましたけれども、今賛

成討論がありましたので、この菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について

反対するものです。 

 私はずっとこの間、保育所の民営化については意見を述べてきましたけれども、大きくはや

はり公立２園が東部に偏っているという問題は一つどうしても懸念があります。それから、今

後町長の方針では、子育て支援センターを公立に置き、そこを中心にやっていくということで

したけれども、これがまだ形が見えてないというふうに思っています。 

 それから、やはりこの前の一般質問でも述べましたけれども、保育のニーズが非常に強い、

それに応え切れていない。対策が必要だというふうに思っています。今保留児童が約250名、

待機が約60名、そしてこの前言いましたように、兄弟でも同じところに通えない子どもさんが

34世帯、約70名ほどいらっしゃるということで、やはり今とても保育に関しては、非常に切実

な町民の方、保護者の方が多いということにやっぱり十分応え切れてない問題は、この公立か

ら私立への移行の時期で保留児童が増えているということを、私はそこに要因があるのではな

いかというふうに思っています。 

 また、今後の問題なんですけれども、やはり保育の無償化などが国の方針で考えられていま

すが、ますます保育所の入所の希望が増えてきて、保育士不足とかその辺が考えられます。今

はどちらかといいますと民間に頼らざるを得ない、民間であれば保育士を充足できるという町

の考え方ですけれども、今後民間が保育士を本当に確保できるかとか、そういう問題も出てく

るかと思いますので、その点についても今後とも注視をしていきたいというふうに思っていま
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す。 

 保育はそもそもやっぱり公立でというのが私の考え方で、この間も述べてきましたので、そ

ういう意味で反対討論とします。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） ほかに討論ありませんか。 

 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 私は、賛成の立場から討論を行います。 

 先ほど小林議員の方から待機児童、保留児童の問題提起がありましたけれども、文教厚生の

中でもしっかりそこを尋ねながら、今後の待機の対策等もしっかり聞いているところでござい

ます。 

 先ほど甲斐議員の話にもありましたが、国としては民営化を進めており、町と私立との補助

の違いというのがもう明確に出ており、そのまま町立を残すとなれば、その分の財源確保とい

う形では、また町政の方にもいろいろな支障が出てくるというふうに私は思っております。そ

ういう理由から賛成の討論をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） ほかに討論ありませんか。 

 反対討論ですか。 

 北山正樹君。 

○９番（北山正樹君） 議案第62号の保育園民営化について賛成の立場で討論します。 

 賛成がつながったというところで、ちょっと懸念があるというような感じでしたが、この

間、文教厚生常任委員会の委員長としてこの内容に対して取り組んでまいりましたので、私の

立場から賛成討論を述べたいと思います。 

 まず、町の方針です。 

 先ほど甲斐議員も賛成討論という形で述べられましたが、甲斐議員の中でさまざまな手続

上、いろいろ瑕疵があった等々、そういう発言だったと思いますが、先ほど課長が提案理由で

申したように、約１年10か月にわたってこのことが議題に乗って、ずっと説明をされてきまし

た。このことを受けて私たちの常任委員会としては、昨年に福岡県の岡垣町の方に行って、民

営化に至った過程、理由等々をお尋ねをしてまいりました。その岡垣町の方針としては、第一

に国の方針として上げられていると、つまり一般財源の中から全部見なさいよというような形

になって、交付税措置がとられていっている関係上、なかなか財政上厳しいことがあるので、

それを抜け出るためにはやはり民営化という国の方針に従っていくと、そういうことでした。 

 それから、小林議員の討論の中で、保育園が偏っている等々の話がありましたが、岡垣町で

も大きい保育園と小さい保育園がありました。大きい保育園を民営化にした、その理由はなぜ

かというふうなことをお尋ねしたときに、民営化された後の法人がきちっと運営をしていくた

めには財政基盤、運営基盤がしっかりしてないといけないという考えのもとに、比較的児童の
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多い大きな保育園を民営化の対象にした。このことについては、この本町の民営化に関して

も、担当課の方から議会に説明があったときにも再三にわたって触れているところです。 

 さらに、民営化することによって浮いてくる財源があるというような話も岡垣町の方針とし

て出されていました。保育園民営化についての資料ってこのぐらいあるんですね。これをずら

ずらっと昨日も眺めてみましたが、これは今年の１月６日に出された保育園を町立として運営

した場合と民営化した場合の町の財政上の持ち出しがどうなるかということについての資料で

す。この資料をもとに今回のこの５園、民営化することによって大体幾らぐらい浮くのかとい

うような形で、当初、先日文教厚生常任委員会で最終的な担当課の方から説明を受けました。

その以前の、今年の初め、当初に浮くであろうと思われた財源がおおよそ１億5,000万円余り

という当初の予定にほぼ沿った形で、もちろん算出基準が違ってきますのでぴったり同じ形で

は出せませんが、今年度と同じレベルで推移したという、条件つきではありますが、ほぼ１億

5,000万円余りの財源が生み出される。それを今後、小林議員も指摘をしましたが、公立とし

て求められる保育事業とは何なのかということは、今後その検討委員会で順次築き上げてい

く、プランニングしていくということで、今まで行ってきた町の説明方法は全然瑕疵がなかっ

たというふうに私には見えておりました。 

 この１年10か月の間にわたってさまざまな問題について指摘あるいは質疑があったわけです

けれども、その時点で担当課の方からも決して隠すことなくきちっと答弁をされていて、その

時点、その時点で議会の方での質疑も終了してるということですので、そのときに質問した議

員も納得されていたものと僕は解釈をしておりました。 

 民営化になったことについても述べたいと思いますが……。 

○議長（渡裕之君） 北山議員、簡潔にお願いします。 

○９番（北山正樹君） ああ簡潔でいいです。もうもうもう、これが簡潔なんです。 

 昨年民営化になったもみじ園をちょっと例に挙げますけれども、あのときも反対してる議員

がこの中にもいたと思いますが、実際にもみじ園が民営化になった後、そこに入っている子ど

もたち、そして保護者の方々から、保育園が民営化になったことについての否定的な意見は全

く私の耳には届いておりません。なお、今回のこの保育園民営化になって待機児童云々の指摘

もございましたが、各引受法人の方の保育士も民営化された後、必要数を確保するところまで

いっていて、待機児童は著しく減ると。最終的なものはいろいろ、希望等々ありますので、ど

ういうふうになるのかは流動的なところも残っておりますが、少なくとも今年度ゼロ歳児が待

機児童が多かったという事態は避けられるというような方針を述べていただきました。 

 以上、いろんな経過を経て議論を進めてきた中ではありますが、今回のこの保育園民営化は

万全の態勢をとって民営化に向かったというふうに確信して、信じておるといいますか、その

ように認識して賛成をしたいと思います。各関係議員の皆様もよろしく御判断のほどお願いい

たします。 

 以上です。 
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○議長（渡裕之君） ほかに討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第62号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 賛成多数です。したがって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第６３号 菊陽町工場立地法準則条例の制定について 

○議長（渡裕之君） 日程第４、議案第63号菊陽町工場立地法準則条例の制定についてを議題と

します。 

 商工振興課長、説明を求めます。 

○商工振興課長（川上一弘君） 議案第63号菊陽町工場立地法準則条例の制定について御説明申し

上げます。 

 昭和49年に施行されました工場立地法は、一定規模以上の工場を対象に緑地等の整備を義務

づけております。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（第６次地方分権一括法）による工場立地法の改正に伴い、熊本県から工場

の緑地面積率等に係る地域準則の制定制限及び事務処理権限が平成29年４月１日付で町村に移

譲されたところです。これにより、地域の実情に合った緑地等の面積率を地域準則として町村

が定めることができるようになりました。これを受けまして、国が定める準則にかえて、本町

における地域準則を定めることにより、既存工場の増設や企業誘致の促進を図るものでありま

す。本条例の制定につきましては、地方自治法第96条第１項の規定によりまして議会の議決を

求めるものであります。 

 ページをめくっていただきまして、菊陽町工場立地法準則条例第１条の趣旨では、工場立地

法第４条第１項の規定による準則の緑地等の面積率にかえて、同法第４条第１項により本町に

おいて適用する準則を定めるものです。 

 第２条は、使用する用語の定義を定めており、その定義は工場立地法の規定によるとしてい

ます。 

 第３条は、同法第４条の２第１項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設

のそれぞれの敷地面積に対する割合を示している表です。区域につきましては、都市計画法第

８条第１項第１号の用途地域の定めのない地域としています。具体的には、市街化調整区域に

ついて適用するものであります。国の基準では、工場等の緑地等の整備については、環境施

設、樹木、芝生等の緑地や噴水、調整池、グラウンドなどの施設を敷地面積の25％以上とする

ことを定めています。本条例においては、表に示しています環境施設の面積の敷地面積に対す

る割合を国の基準にかえて15％以上に緩和するものであり、そのうち緑地の面積の敷地面積に
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対する割合を国の基準の20％以上から10％以上に緩和するものです。 

 第３条第２項は、施設と重複する土地及び建築物屋上等の緑化については、敷地面積に緑地

面積率をかけた面積を緑地の面積に算入できるとしており、その算入できる面積の割合を国の

取扱基準の25％から50％まで引き上げる緩和規定であります。 

 附則で、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第63号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第６４号 平成３０年度菊陽町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（渡裕之君） 日程第５、議案第64号平成30年度菊陽町一般会計補正予算（第４号）につ

いてを議題とします。 

 財政課長、説明を求めます。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） おはようございます。 

 議案第64号平成30年度菊陽町一般会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 平成30年度も残り４か月となりましたが、歳入予算の区分ごとの増減や歳出予算に不足額が

生じたものなど、状況の変化等により支出すべき事案が発生したため、補正をお願いするもの

です。 

 内容につきましては、主なものについて御説明申し上げ、詳細につきましては、御質問に応

じ担当課長等がお答えしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１枚めくっていただき、１ページをお開きください。 

 平成30年度菊陽町一般会計補正予算（第４号）は、第１条の歳入歳出予算の補正で歳入歳出

予算の総額に９億57万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165億916万

6,000円と定めるものであります。 
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 次に、第２条で繰越明許費を、第３条で地方債の補正をそれぞれ計上しているところであり

ます。 

 次の２ページからは第１表の歳入歳出予算補正ですが、内容は９ページ以降の補正予算に関

する説明書の中で説明いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 第２表の繰越明許費は、今回の補正予算による予算計上により、施工期間が足りない事業や

協議等に日数を要した事業など、年度内に完了が見込めない７件について繰越明許費とするも

のであります。 

 下の７ページを御覧ください。 

 第３表の地方債補正は、１の追加として、（仮称）光の森多目的広場整備のための都市防災

総合推進事業を２億3,320万円計上しております。 

 次に、２の変更では、古閑原上堀川線の道路改良工事のための土木道路事業の限度額を

1,630万円増額し4,790万円、小学校施設整備費整備のうち菊陽北小学校大規模改造工事の減に

より、小学校施設整備事業の限度額を5,360万円減額し１億5,860万円とするものであります。 

 ９ページからは、補正予算に関する説明書になります。 

 12ページをお開きください。 

 ２の歳入について、補正額の大きなものを中心に御説明申し上げます。 

 款の１徴税、項の１町民税、目の１個人の現年課税分は4,281万7,000円、目の２法人の現年

課税分は9,642万9,000円、それぞれ増額しています。内訳は説明欄に記載のとおりです。 

 下の13ページを御覧ください。 

 款の16国庫支出金、項の１国庫負担金、目の１民生費国庫負担金は、節区分の１社会福祉費

負担金で、サービス事業費の増加により障害者自立支援給付費負担金を1,625万円増額し、節

区分の５児童福祉費負担金で私立保育所の処遇改善等加算により施設型給付費負担金を

2,896万円増額しています。 

 14ページをお開きください。 

 項の２国庫補助金、目の７教育費国庫補助金、節区分１小学校費補助金、２中学校費補助金

は、それぞれ熊本地震により被災した要保護及び準要保護児童・生徒の就学援助のため、被災

児童・生徒就学支援等事業交付金を小学校80万1,000円、中学校71万3,000円計上しています。 

 下の段の目の８消防費国庫補助金は、（仮称）光の森多目的広場整備により社会資本整備総

合交付金防災・安全交付金を２億5,920万円計上しています。 

 款の17県支出金、項の１県負担金、目の１民生費県負担金は、節区分の１社会福祉費負担金

で、障害者自立支援給付費等負担金を920万円増額し、下の15ページを御覧いただき、節区分

の４児童福祉費負担金で施設型給付費負担金を1,448万円増額しています。理由は、国庫補助

金のところで説明したとおりです。 

 次に、項の２県補助金、目の４農林水産業県補助金は、節区分の２土地改良費補助金で、津
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久礼井手の改修工事の完了により中心経営体農地集積促進事業補助金を544万5,000円計上し、

節区分の３農業振興費補助金で、農業再生協議会、ＪＡの補助として経営所得安定対策推進事

業費補助金を263万7,000円計上しています。 

 16ページをお開きください。 

 項の２県補助金、目の９災害復旧費県補助金は、共同墓地復旧支援事業や被災文化財等復旧

支援事業、消防団詰所等再建支援事業のため、平成28年熊本地震復興基金交付金を924万

5,000円増額しています。 

 次に、款の18財産収入、項の２財産売払収入、目の１不動産売払収入は、原水工業団地ほか

２件の普通財産の売払いにより、土地売払金5,983万7,000円を増額しています。 

 下の17ページを御覧ください。 

 次に、款の20繰入金、項の２基金繰入金、目の３公共施設整備基金繰入金は、（仮称）光の

森多目的広場整備の経費に充てるため、公共施設整備基金繰入金を１億円計上しています。 

 18ページをお開きください。 

 款の23町債は、先ほど地方債の補正で説明したとおりですが、項の７土木債は、道路改良工

事のため土木道路事業を1,630万円増額し、項の８消防債は、（仮称）光の森多目的広場整備

のため都市防災総合推進事業を２億3,320万円新規に計上しております。 

 下の19ページを御覧ください。 

 項の９教育債は、小学校施設整備のうち菊陽北小学校施設整備事業を5,360万円減額してお

ります。 

 20ページをお開きください。 

 次は、３の歳出になります。 

 補正額の大きいものを中心に御説明いたします。 

 款の２総務費、項の１総務管理費、目の10地域政策費、節区分の13委託料、説明欄、調査等

委託料で交通弱者対策に係る公共交通体系検討業務委託を1,674万円計上しています。 

 23ページをお開きください。 

 款の３民生費、項の１社会福祉費、目の３障害者福祉費、節区分の20扶助費で、障害福祉サ

ービスの事業費の増加により、障害福祉サービス費を3,090万円、障害児通所支援サービス費

を900万円増額しています。 

 24ページをお開きください。 

 項の２児童福祉費、目の１児童福祉総務費、節区分の19負担金、補助及び交付金で、ＮＰＯ

法人子育てサポート学童クラブきくようの指導員処遇改善として、放課後児童支援員キャリア

アップ処遇改善事業補助金を869万8,000円計上しています。 

 下の25ページを御覧ください。 

 目の４保育園費、節区分の13委託料で、私立保育所保育委託料を2,863万5,000円増額してい

ます。これは私立保育所の補助単価増及び処遇改善等加算分となります。また、節区分の20扶
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助費で、地域型保育給付費を486万1,000円増額し、施設型給付費を2,895万5,000円増額してい

ます。これは、小規模保育所や認定こども園などの補助単価増及び処遇改善等加算分となりま

す。 

 26ページをお開きください。 

 款の４衛生費、項の１保健衛生費、目の３環境衛生費で、馬場楠、南方などに所在する集落

共有の墓地において通路部分や擁壁等の共有部分の復旧のため、共同墓地復旧支援事業補助金

復興基金を514万6,000円増額しています。 

 下の27ページを御覧ください。 

 款の６農林水産業費、項の１農業費、目の８土地改良費、節区分の19負担金、補助及び交付

金で、津久礼井手の改修工事の完了により、中心経営体農地集積事業補助金を726万円計上し

ております。 

 28ページをお開きください。 

 款の７商工費、項の１商工費、目の２企業誘致費は、工業団地造成事業特別会計繰出金のた

め5,799万5,000円を増額しています。 

 下の29ページを御覧ください。 

 款の８土木費、項の２道路橋梁費、目の２道路橋梁維持費、節区分の12役務費で、側溝清

掃、除草、道路クラック補修等、軽作業のため道路清掃等手数料を600万円増額しています。 

 下の段の目道路新設改良費で、古閑原上堀川線など道路改良工事を6,788万7,000円増額して

います。 

 30ページをお開きください。 

 款の８土木費、項の３都市計画費、目の３公共下水道費は、説明欄、下水道事業補助金で、

熊本北部流域下水道維持管理負担金の減、受益者負担金の収入増により1,150万8,000円減額し

ています。 

 32ページをお開きください。 

 款の９消防費、項の１消防費、目の３消防施設費は、新町班の消防施設整備に当たり、当初

積載車格納庫建て替えとしていたものを詰所付積載車格納庫建て替えと変更したことにより、

説明欄の消防施設整備補助金を234万円増額しています。 

 下の段の目の４防災管理費は、（仮称）光の森多目的広場整備のため、節区分の12役務費で

説明欄、建築確認申請手数料15万円、節区分の13委託料で説明欄、管理委託料1,162万

1,000円、節区分の15工事請負費で説明欄、施設整備工事６億円、それぞれ計上しています。 

 下の33ページを御覧ください。 

 款の10教育費、項の２小学校費、それから、次の34ページ、項の３中学校費は、それぞれ目

の２教育振興費、節区分の扶助費で、熊本地震により被災した要保護、準要保護児童・生徒の

就学援助のため、要保護及び準要保護児童・生徒援助費補助（被災）を小学校で165万

3,000円、中学校で147万2,000円計上しています。 
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 34ページをお開きください。 

 項の２小学校費、目の５学校建設費は、菊陽北小学校大規模改造工事の減により8,078万

8,000円減額しています。 

 最後に、37ページをお開きください。 

 款の14予備費は、予算調製のため27万8,000円減額しています。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 北山正樹君。 

○９番（北山正樹君） お尋ねをいたします。 

 14ページ、国庫補助金で消防費国庫補助金、光の森ですけれども、２億5,920万円が国から

補助金として防災・安全交付金として入りますが、それによって防災公園をつくるということ

になっていますけれども、国から補助金をもらった場合、その同公園をどのぐらいの期間の

間、補助金の縛りといいますか、ちょっと適当な言葉が見つからなかったんです、いろいろ調

べたけど。補助金をもらって建設した以上、ある一定期間は維持する必要があると思います

が、それは何年になりますか。 

○議長（渡裕之君） 総務課長。 

○総務課長（板楠健次君） 今手持ちで、何年ということをちょっと把握しておりません。資料を

持っておりません。 

○議長（渡裕之君） 後ほど調べて。 

○９番（北山正樹君） そうですね。じゃあ、後ほど調べて議会の方にお示しいただきたいと思い

ます。 

○議長（渡裕之君） あるかないか。 

○総務課長（板楠健次君） はい、分かりました。 

○議長（渡裕之君） で、よろしいですね。 

○９番（北山正樹君） はい、結構です。 

○議長（渡裕之君） ほかに質疑ありませんか。 

 西本友春君。 

○４番（西本友春君） ページ24ページの児童福祉費のところで、節19負担金、補助及び交付金と

いうところで、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金ということであります

が、私自身、結構放課後クラブのところにお伺いさせていただくと、やはり指導員さんがよく

ちょこちょこかわったりとかしております。ＮＰＯ法人の学童クラブきくようさんとも話しし

て、いろんなところで処遇改善しながら公募も一生懸命やっていらっしゃるということはきち

んと聞いております。特に、今後菊陽西小校区においては今開発が物すごく進んでおるところ
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で、今学童クラブも全部開校した状態で、全部運営はしているんですが、この中で、たしか処

遇改善以外のキャリアアップ研修というところがあったかというふうに私は記憶をしてるんで

すが、分からなければ後で示していただきたいんですけど、このキャリアアップの研修に今年

度何名の方が行かれたかということが分かれば教えていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（内藤優誠君） 本年度研修については、手元に資料がございませんので、後ほ

ど。 

○議長（渡裕之君） よろしいですか。 

○４番（西本友春君） はい。 

○議長（渡裕之君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第64号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              休憩 午前11時12分 

              再開 午前11時22分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（渡裕之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案６５号 平成３０年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい 

             て 

○議長（渡裕之君） 日程第６、議案第65号平成30年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とします。 

 健康・保険課長、説明を求めます。 

○健康・保険課長（東 桂一郎君） 議案第65号平成30年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算
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（第２号）について御説明申し上げます。 

 それでは、１枚めくっていただき、１ページをお開きください。 

 平成30年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、第１条の歳入歳出予算の補

正で、歳入歳出予算の総額に１億3,219万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を37億

2,092万7,000円と定めるものであります。 

 ８ページをお開きください。 

 ２の歳入について御説明いたします。 

 款の６県支出金、項の１県補助金、目の１保険給付費等交付金は、普通交付金を１億

3,219万6,000円増額しています。 

 下の９ページを御覧ください。 

 ３の歳出について、主なものを御説明いたします。 

 款の２保険給付費、項の１療養諸費、目の１一般被保険者療養給付費を7,953万8,000円増額

しています。 

 項の２高額療養費、目の１一般被保険者高額療養費を5,265万8,000円増額しています。 

 10ページをお開きください。 

 款の９諸支出金、項の３繰出金、目の１一般会計繰出金は、きくよう健康倶楽部事業に対す

る国保被保険者加入分として188万円の繰出金を計上しています。 

 款の10予備費は、調整のため188万円減額するものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第65号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第６６号 平成３０年度菊陽町工業団地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

              について 



- 177 - 

○議長（渡裕之君） 日程第７、議案第66号平成30年度菊陽町工業団地造成事業特別会計補正予

算（第１号）についてを議題とします。 

 商工振興課長、説明を求めます。 

○商工振興課長（川上一弘君） 議案第66号平成30年度菊陽町工業団地造成事業特別会計補正予算

（第１号）について御説明いたします。 

 まず、予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出の予算の補正は、第１条で歳入歳出予算の総額に5,799万5,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を３億2,654万9,000円と定めるものです。 

 第２条の債務負担行為は、第２表の債務負担行為で定めています。 

 ２ページをお開きください。 

 第１表の歳入歳出補正予算ですが、ここでの説明は省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表の債務負担行為であります。事項に工業団地用地取得事業とし、期間と限度額を定め

ています。債務負担行為につきましては、（仮称）第二原水工業団地整備事業に必要な用地の

大部分が農地であり、関係権利者との土地売買の契約を行ってから契約金額の支払いに至るま

でに所定の手続に時間を要することから、契約見込み金額12億円の１割に相当する額、１億

2,000万円を契約時の前金として本年度予算に計上し、残り９割に相当する額、10億8,000万円

について、将来にわたる債務を負担することで関係権利者との土地売買契約を担保するもので

あります。 

 ５ページからは、補正予算に関する説明になります。 

 ８ページをお開きください。 

 ２の歳入です。 

 款の２繰入金、項の１他会計繰入金、目の１一般会計繰入金は、原水工業団地４の２画地、

面積4,988平方メートルの土地売払金5,799万5,000円を一般会計から繰り入れするものです。 

 下の９ページは、３の歳出になります。 

 款の１事業費、項の１事業費、目の１工業団地造成事業費、節の区分の17公有財産購入費

は、（仮称）原水工業団地整備事業の用地取得に係る経費として、土地売買契約の前金１億

2,000万円を計上するものであります。 

 款の３予備費、項の１予備費、目の１予備費につきましては、補正額の財源調整のため

6,217万9,000円を減額し、款の１事業費、項の１事業費、目の１工業団地造成事業費に充当し

ております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 



- 178 - 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第66号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第６７号 平成３０年度菊陽町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（渡裕之君） 日程第８、議案第67号平成30年度菊陽町下水道事業会計補正予算（第１

号）についてを議題とします。 

 下水道課長、説明を求めます。 

○下水道課長（矢野和幸君） 議案第67号平成30年度菊陽町下水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて御説明いたします。 

 まず、今回の補正予算編成の主な理由としましては、公共下水道事業において熊本北部流域

下水道維持管理負担金が減額となったものであります。 

 また、下水道事業受益者負担金について、開発や事業所及び住宅建設などの理由で負担金の

予定額が増加したことによるものであります。 

 それでは、１ページをお開きください。 

 詳細につきましては、この後の補正予算実施計画で御説明いたします。 

 まず、第２条収益的収入及び支出の補正につきましては、既決予定額を次のとおり補正する

ものであります。 

 収益的収入の第１款事業収益を72万8,000円増額し、13億4,846万7,000円としております。 

 支出の第１款事業費用を623万1,000円減額し、13億2,391万円としております。 

 続いて、次ページの第３条資本的収入及び支出の補正につきましては、既決予定額は次のと

おり補正するものであります。 

 第１款資本的収入を695万9,000円減額し、６億1,265万9,000円としております。 

 なお、支出につきましては、補正増減額はありません。 

 御覧のように、資本的収入額が資本的支出額に対し３億5,943万7,000円不足しておりますの

で、その補填財源についての説明を第３条に記載しております。 

 続いて、第４条議会の議決を経なければ流用することができない経費、職員給与費の補正に

つきましては、225万7,000円減額し、4,603万4,000円としております。 
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 第５条他会計からの補助金の補正につきましては、他会計補助金を1,150万8,000円減額し、

１億4,075万7,000円としております。 

 次に、６ページの補正予算実施計画をお開きください。 

 ここからは附属書類になりますが、主なものを御説明いたします。 

 まず、収益的収入の款の１事業収益、項の２営業外収益、目の２他会計補助金は、次ページ

の項の１営業費用の減額に伴いまして623万1,000円減額し、7,443万8,000円としております。 

 項の３特別利益、目の３その他特別利益は、695万9,000円増額し、695万9,000円とするもの

です。これは、合志の西合志処理分区が平成28年４月に熊本北部流域下水道へ接続したことに

伴う、過去の建設費にかかわる負担金精算金であります。当初予算において資本的収入に計上

しておりましたが、過去の建設費にかかわる負担金精算金でありますので、今回特別利益とし

て予算の組み替えを行うものであります。 

 以上、収入合計は72万8,000円増額し、13億4,846万7,000円とするものです。 

 次に、７ページの支出ですが、款の１事業費用、項の１営業費用、目の１管渠費は、熊本北

部流域下水道維持管理負担金656万8,000円及び職員給与費225万7,000円、計882万5,000円の減

額により３億5,822万3,000円とするものです。熊本北部流域下水道維持管理負担金について

は、昨年度の負担額が昨年度の実績数量に応じて今年度精算されますので、その精算額を減額

しております。 

 以上、支出合計は、623万1,000円減額し、13億2,391万円とするものです。 

 次に、８ページをお開きください。 

 資本的収入の款の１資本的収入、項の３負担金、目の２受益者負担金は、開発や住宅建設な

どに伴う増額見込み額でございまして、527万7,000円増額し、2,064万3,000円としておりま

す。 

 続いて、項の４補助金、目の３他会計補助金は、建設改良費に関する一般会計からの繰入金

でございますが、受益者負担金の増額見込みに合わせて527万7,000円減額し、6,631万9,000円

としております。 

 続いて、項の７その他資本的収入、目の１その他資本的収入は、合志市からの熊本北部流域

下水道建設負担金精算金ですが、収益的収入の特別利益として計上するため、予算の組み替え

を行うものであります。695万9,000円減額し、82万2,000円としております。 

 以上、収入合計は695万9,000円減額し、６億1,265万9,000円とするものです。 

 次に、９ページの支出ですが、補正増減額はありません。 

 次の10ページは平成30年度予定キャッシュフロー計算書、11ページには給与費明細書を、

12、13ページには平成30年度末の予定貸借対照表、14、15ページには貸借対照表等に関する注

記を掲載しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 
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 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第67号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第６８号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

○議長（渡裕之君） 日程第９、議案第68号熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について

を議題とします。 

 総務課長、説明を求めます。 

○総務課長（板楠健次君） それでは、議案第68号熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更につ

いてを説明いたします。 

 まず、提案理由ですが、熊本県市町村総合事務組合の規約の一部を変更する必要があります

ので、地方自治法第290条の規定により関係団体において同文での議会の議決を求めるもので

ございます。 

 この規約の変更は、同組合の構成団体である地方独立行政法人熊本県北病院機構設立組合が

平成30年10月１日から熊本県北病院機構設立組合に名称を変更したことによるものでございま

す。 

 ２枚めくっていただきたいと思います。 

 参考資料としまして新旧対照表をおつけしておりますが、別表第１は、組合を組織する地方

公共団体で、左側の現行の７行目の「地方独立行政法人熊本県北病院機構設立組合」を、右側

の改正後は「熊本県北病院機構設立組合」とするものであります。 

 次のページを御覧ください。 

 別表第２は、組合の共同処理する事務で、第３条第９号に関する事務は、議会の議員、その

他非常勤の職員の公務災害補償に関する事務ですが、左側の現行の８行目から９行目にかけて

の「地方独立行政法人熊本県北病院機構設立組合」を、右側の改正後は「熊本県北病院機構設

立組合」とするものでございます。 

 最後に、１枚目にお戻りいただき、附則で、この規約は地方自治法第286条第１項の規定に
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よる熊本県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の熊本県市町村総合事務

組合規約の規定は、平成30年10月１日から適用するとしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第68号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第６９号 町道路線の変更について 

○議長（渡裕之君） 日程第10、議案第69号町道路線の変更についてを議題とします。 

 建設課長、説明を求めます。 

○土木部次長兼建設課長（小野秀幸君） 議案第69号町道路線の変更について御説明いたします。 

 提案理由でありますが、戸次地内の下戸橋について町道認定を行う必要がありますので、道

路法第10条第３項の規定において準用する同法第８条第２項の規定により議会の議決を求める

ものであります。 

 御承認をいただきたい路線は、空港戸次線であります。 

 内容につきましては、参考資料の位置図により御説明いたします。 

 参考資料の１ページを御覧ください。 

 ①の路線は、空港戸次線であります。赤色の実線が変更前で、現在下戸橋の際までが終点と

なっておりますが、赤色の波線が示しますように、下戸橋の途中の大津町との行政界まで、延

長にして43.5メーターを延伸し、終点を変更するものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 
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○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第69号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１１ 同意第１２号 菊陽町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることにつ 

               いて 

○議長（渡裕之君） 日程第11、同意第12号菊陽町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについてを議題とします。 

 総務部長、説明を求めます。 

○総務部長（阪本浩德君） それでは、同意第12号菊陽町教育委員会委員の任命につき議会の同意

を求めることについて説明いたします。 

 まず、提案理由でございますけども、現教育委員会委員の紫垣徹様の任期が本年12月31日を

もって満了となります。つきましては、引き続き紫垣徹様を教育委員会委員に任命したく、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。 

 紫垣徹様でございますけども、議案にありますとおり、住所は菊陽町大字久保田2790番地６

でございまして、生年月日が昭和23年１月６日でございます。紫垣様の経歴につきましては、

先にお渡ししておりますけども、昭和45年４月から菊陽中学校を皮切りに、平成20年３月の旭

志中学校校長を最後に定年退職されておりますけども、38年間の長きにわたりまして教職に携

わっておられております。その後、平成23年１月１日から菊陽町の教育委員会に就任されてお

りまして、平成28年11月からは教育長の職務代理者を務めていただいており、現在はちょうど

２期目でございます。 

 紫垣様は、人格が高潔で、教育行政に対する熱意はもとより、長年の教職の経験や教育委員

としての経験を生かされ、さらに充実した菊陽町教育行政の推進を期待するところでございま

す。教育委員として最適と思いますので、御同意いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 同意第12号は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、同意第12号は原案のとおり同意することに決

定をいたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 同意第１３号 菊陽町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求 

               めることについて 

○議長（渡裕之君） 日程第12、同意第13号菊陽町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議

会の同意を求めることについてを議題とします。 

 総務部長、説明を求めます。 

○総務部長（阪本浩德君） それでは、同意第13号菊陽町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き議会の同意を求めることにつきまして説明いたします。 

 議案にありますとおり、現固定資産評価審査委員会委員の竹田哲夫様の任期が来る12月18日

をもって満了となります。つきましては、引き続き竹田哲夫様を固定資産評価審査委員会委員

に選任したく、地方自治法第423条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

 議案にありますとおり、竹田哲夫様は、住所が菊陽町大字原水1190番地７でございまして、

生年月日が昭和23年11月22日でございます。竹田様の経歴につきましては、先日皆様にお配り

しておりますけども、昭和42年４月に民間会社に就職されまして、その後、昭和47年４月に熊

本県庁に入庁されております。その後、県庁内ではさまざまな部署を回られておりまして、平

成21年３月に監査委員事務局監査審議委員を最後に定年されております。平成24年12月からは

本町の固定資産評価審査委員会委員に就任していただいております。現在２期目でございま

す。 

 竹田様は、固定資産に関し高い見識をお持ちであり、その豊富な経験と高潔なお人柄は、委

員として適任であると思いますので、御同意いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 



- 184 - 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 同意第13号は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、同意第13号は原案のとおり同意することに決

定をいたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３ 同意第１４号 菊陽町固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることにつ 

               いて 

○議長（渡裕之君） 日程第13、同意第14号菊陽町固定資産評価員の選任につき議会の同意を求

めることについてを議題とします。 

 総務部長、説明を求めます。 

○総務部長（阪本浩德君） それでは、同意第14号菊陽町固定資産評価員の選任につき議会の同意

を求めることにつきまして御説明いたします。 

 提案理由でございますけども、現固定資産評価員の阪本修一様から本年12月末をもって辞職

したい旨の願いが提出されました。慰留いたしましたが、御本人の意志がかたいため、12月

31日をもちまして辞職を承認したところでございます。 

 つきましては、新たに酒井章彦税務課長を固定資産評価員に選任したく、地方税法第404条

第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 酒井課長の経歴につきましても、先に送らせていただいておりますけども、氏名が酒井章

彦、住所が菊陽町大字辛川1280番地、生年月日が昭和34年11月20日でございます。酒井課長の

経歴でございますけども、昭和58年４月に役場に入所されております。現在36年目の職員でご

ざいまして、現在は総務部次長兼税務課長の要職にありまして、町長が行います固定資産の価

格の決定を補助する者として適任であるというふうに考えておりますので、ぜひ御同意いただ

きますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 同意第14号は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、同意第14号は原案のとおり同意することに決

定をいたしました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 お疲れさまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              散会 午前11時50分 
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1. 議 事 日 程（５日目） 

    （平成30年第４回菊陽町議会12月定例会） 

                                    平成30年12月17日 

                                    午 前 10 時 開議 

                                    於   議   場 

 日程第１ 委員長報告（付託案件）・質疑・討論・表決 

 日程第２ 発議第４号 認知症施策の推進を求める意見書（案） 

 日程第３ 発議第５号 介護職員の処遇改善を求める意見書（案） 

 日程第４ 発議第６号 国民健康保険に関する「国庫支出金」の増額を求める意見書（案） 

 日程第５ 研修報告 

 日程第６ 議員派遣について 

 日程第７ 常任委員会の閉会中の特定事件（所管事務）調査について 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              開議 午前10時０分 

○議長（渡裕之君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 委員長報告（付託案件）・質疑・討論・表決 

○議長（渡裕之君） 日程第１、委員長報告を行います。 

 各委員会に付託しました案件につきまして、審査の経過と結果について各委員長の報告を求

めます。 

 順序は、文教厚生常任委員会、総務常任委員会、産業建設常任委員会の順といたします。 

 まず初めに、文教厚生常任委員長北山正樹君。 

○文教厚生常任委員長（北山正樹君） おはようございます。 

 それでは、今定例会に私たち文教厚生常任委員会に付託された案件についての委員会の報告

をいたします。 

 最初に、付託案件についてです。認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認

定、認定第３号平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定、認定第４号平成

29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定、認定第５号平成29年度菊陽町介護

保険特別会計の歳入歳出決算の認定、この４件でございます。 

 12月10日、11日の両日で、各課からの説明と質疑及び審査を行いました。 

 11日には、菊陽西小学校の給食室改築の現場を訪れた際、児童が給食の受け取りや教室での

配膳の行いなどをつぶさに拝見をいたしました。いずれの児童も礼儀正しく、かつ言葉もはき

はきとして、日ごろの先生方の御指導のたまものとうれしく思いました。その後、校長先生か

らふだんの取組などをお聞きしながら給食をいただきましたが、これも大変おいしく、給食の

先生方にも感謝を申し上げたいと思います。 

 その後、武蔵ヶ丘中学校のグラウンド整備現場、菊陽北小学校の大規模改築現場を視察をい

たしました。 

 委員会冒頭での上川教育長の御挨拶の中で、今年度取り入れた、本町中学普通学級３年生の

全員が英検３級以上に挑戦をしたということでした。英語はますます身近な言語となってきて

おり、これから日本を背負っていく子どもたちの前途が大きく広がっていく可能性を感じまし

た。 

 それでは、報告に入ります。 

 当文教厚生常任委員会に付託された議案の結果の前に、もう既にお手元に配付されている要

点筆記がありますので、その中で要点を絞って審議の内容の後、それぞれの付託案件について

の結果を報告をいたします。 

 まず、図書館について。 
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 蔵書についてです。平成30年３月末時点で蔵書17万4,000冊ほどがあり、11万冊が表の棚に

陳列をしていて、６万4,000冊が裏の倉庫にしまってある状況、管理されている状況です。ま

た、常時１万5,000冊ほどが貸出中であるとのこと。各書庫にはまだ若干の余裕があるが、古

い本は破棄するなども行っている。 

 ＡＶコーナーについては、長期にわたって利用できない状況であるが、別の形態でもっと多

くの人が利用できるように検討している。 

 次の学務課に移ります。 

 トイレ改修の際、ＬＧＢＴへの配慮についての見解についてですが、トイレの西洋化を進め

ながらＬＧＢＴにも配慮して取り組む。 

 スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカー及びスーパーバイザー、３者について

の役割についてです。不登校の未然防止を主な目的として導入をしている。それぞれ役割が異

なっており、重層的な職務を担っていただいていて、不登校の減少には絶大な効果がある。児

童の不登校の原因はさまざまであり、貧困やＤＶも一因としてある。学校だけでは解決できな

いことは福祉部門とつなぐようにしている。 

 南小の空調設備をもって、本町の小・中学校の普通教室と特別教室の全ての教室で設置が完

了したということです。 

 次に、生涯学習課、中央公民館に移ります。 

 武蔵ヶ丘コミュニティセンターの図書の購入は独自に行っているが、今後は図書館とも相談

しながら、あわせて中央公民館の蔵書も検討していく。 

 次の介護保険課に移ります。 

 サポーター養成について。地域の公民館で、住民主体で軽い運動などをしている方々を対象

に、介護予防パートナーとして養成する講座を開催している。 

 健康・保険課に移ります。 

 妊婦診断の助成についてです。診断費用の助成として14回分が支給されております。里帰り

など、本町外の医療機関で受診したものについては後日精算払いをしていて、ほぼ全てが利用

されている。 

 子ども医療費助成は、総額１億7,772万円余を助成しました。 

 なお、平成31年１月からは、月500円の窓口負担は廃止されます。 

 福祉課に移ります。 

 臨時福祉給付金事業の給付率が91％で、９％が申請されていません。その理由についてです

が、町は未提出者に何度か催促をしているが、それでも申請されておらず、その原因は不明で

あるということでした。 

 次の町民課に移ります。 

 光の森町民センターの健康増進室で使用しているトレーニング機の借り上げ料307万5,000円

ほどかかってるが、歳入と歳出の関係でどのように判断するのかと。そのようなことに関して
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は、利用実績は延べ１万940人が使用しており、所期の目的は達成していると考えているとの

ことでした。 

 体育館の予約の申し込みについては、各施設に来てもらって、料金支払いも日中だけのとこ

ろもあり、煩雑との意見もあります。今後、さまざまな方策を含めて検討していくということ

でした。 

 子育て支援課に移ります。 

 病後児保育「こあら」の利用状況については、29年度は351人の利用がありました。 

 学童クラブきくようの会計については、総額１億1,500万円で、保護者が負担する保育料

4,600万円と公費補助6,900万円で、その比率は４対６で運営されております。 

 なお、保育園民営化に関する質疑を行った際の議事録も次のページ以降に附属しております

が、これは付託案件ではございませんので、各自、熟読の方をお願いいたします。 

 それでは、採決の結果を一括して報告をいたします。 

 認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定、認定第３号平成29年度菊陽町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定、認定第４号平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定、認定第５号平成29年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定、

以上４点について、いずれも全員賛成で認定すべきものと決しました。 

 以上をもって報告といたします。 

 なお、質疑については自席から答弁をいたします。 

○議長（渡裕之君） 文教厚生常任委員長の報告を終わります。 

 これから案件ごとに質疑、討論、採決を行います。 

 なお、認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定については、各委員会に関

連しておりますので、各委員長の報告が終わってから質疑、討論、採決を行います。 

 まず初めに、認定第３号平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 認定第３号平成29年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、この決算

に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の方は起立願います。 
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              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 賛成多数です。したがって、認定第３号は認定することと決定をいたしま

した。 

 次に、認定第４号平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について質

疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 認定第４号平成29年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、この決

算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 賛成多数です。したがって、認定第４号は認定することに決定をいたしま

した。 

 次に、認定第５号平成29年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 認定第５号平成29年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、この決算に対

する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 賛成多数です。したがって、認定第５号は認定することに決定をいたしま

した。 
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 次に、総務常任委員長阪本俊浩君。 

○総務常任委員長（阪本俊浩君） おはようございます。 

 それでは、総務常任委員会に付託されました認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出

決算の認定について、認定第２号平成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、２件につきまして審議の結果を報告いたします。 

 12月10日、11日の２日間にわたり、各担当課から詳細な説明を受け、質疑応答を行い、慎重

に審議いたしました。経過につきましては、資料が配付されておりますので、主なものについ

て報告をさせていただきます。 

 まず、東部町民センターでございます。 

 事業費に対しての補助金の割合は、の質問に対し、約43％で、引き続き補助金を毎年、国、

県に要請していくとの回答でございます。ちなみに、県補助金は742万1,000円の歳入があって

おります。 

 人手は足りているのかの問いに対しては、土曜日も開館しているので出勤日の調整が大変だ

との回答でございました。13日の議案第60号でも、北山議員と西本議員からも質問がありまし

た。今後はしっかりと考えていただきたいと思います。 

 続きまして、人権教育・啓発課です。 

 バス借り上げ料34万675円の質問には、人権子ども集会の民間バス４台分で、行政バス１台

も含め、500人の児童・生徒を送迎したとの回答でございました。 

 また、大久保委員からは、歳入で住宅新築資金の収入未済額がずっと残ったままになるので

はないかの質問がございました。調べてみますと、前年が2,721万4,891円に対し今回が

2,738万9,484円、約17万円増加しております。この問題については何年も指摘してきたなど、

他の委員からも厳しい指摘があり、これに対し、町として甘い部分があった、今後は方向性を

出すという回答でございます。たとえ１円でも貴重な財源として大切にしていかねばならな

い。そういう観点からも、今後も委員会としてチェックを怠ってはいけないと考えておりま

す。 

 ほかにも、団体活動助成金381万1,000円の支出の根拠、馬場、入道水集会所の工事の進捗状

況についての質問もあり、入道水はほぼ完成しているが、馬場集会所は基礎工事が完成し、解

体は完了しているとの報告でございました。 

 次に、財政課です。 

 小林委員から、熊本地震復興基金について質問がございました。答弁を総括しますと、復興

基金には基本事業分と創意工夫分があり、総額は２億264万6,000円。そのうち基本事業分

3,900万円、これは県内の統一事業分でございます。共同墓地復旧支援事業や被災地復興支援

事業に充当しているとのことでございます。残り１億6,364万2,000円は創意工夫分として交付

されており、教育集会所や被災した文化財を保管する倉庫の建設などで、繰り越した事業も含

め活用している。そのうち9,005万1,000円が積立金になるそうでございます。 
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 布田委員から、総合スポーツ施設整備基金１億10万618円を積み立てているが、今後の見通

しについて質問があり、それに対し、平成30年度末で10億円の積立てを予定しているが、どの

場所に建設するかによって事業費も変わる。総合計画の中に盛り込んでおり、財源も含め検討

しているとの回答でございました。この件につきましては、町長の公約であり、今回も一般質

問も２人されております。場所、財源を含め、課題も多い状況だとは察しますが、今後のプラ

ンにおきましてはなるべく早く、分かりやすくお示しいただきたいと思います。 

 認定第２号土地取得特別会計につきましては、質問はあっておりません。 

 会計課、議会事務局には主な質問はあっておりません。 

 総合政策課に入ります。 

 ふるさと寄附金の収入は幾らか。手間や費用対効果を考えると意味がないのではないかと質

問がありました。金額につきましては、資料の11ページの上の方を見ていただきたいと思いま

す。答弁にもございますように、この制度は町税が減収となるため町内へのＰＲはできない。

町外移住者にＰＲしなければならないので難しいとの見解でございます。 

 次に、町内巡回バス委託料の費用については、キャロッピー号、産交バス２台、電鉄バス１

台の運行費用とのこと。 

 また、地方バス運行特別対策補助金、町内巡回バス導入補助金の内容については、前者が産

交の路線バスに対する補助金、後者が小型バス１台分のリース費用に対する産交バスへの補助

金ということでございます。町内巡回バス委託料が2,633万9,959円、町内巡回バス導入補助金

が186万7,620円、地方バス運行特別対策補助金は前年よりも191万円上がっており、2,371万

1,600円。このように、バス事業に関しましては大きな費用もかかっております。キャロッピ

ー号については、多くの町民の皆様方から意見も出ております。その点も踏まえ、当委員会で

は閉会中の継続調査として、公共交通体系の整備について協議していきたいと考えておりま

す。 

 情報システム機器借り上げ料について、これはパソコン230台分とのことでございます。 

 次に、税務課です。 

 空中写真撮影委託料671万7,600円について質問があり、土地、家屋の現況を調べるため、評

価に合わせ３年に１度実施しているとの回答でございます。 

 選挙管理委員会に行きます。 

 選管では、決算とともに、石原委員から、キャロッピアの期日前投票の日数、原水地区に投

票所を増やせないかなど要望も出されました。投票率に関しましては、大久保委員、布田委員

におかれましては一般質問があっております。 

 三里木町民センターです。 

 男女共同参画の定義について質問がありました。17ページに記載してありますので、御覧い

ただきたいと思います。 

 最後は、総務課です。 



- 197 - 

 248ページに記載されております復興基金について、先ほど財政課の決算で報告しました創

意工夫分との違いについて小林委員より質問がありました。県の復興基金はメニューが分かれ

ており、自治公民館再建支援事業補助金199万8,733円は、下原区、駅前区など７つの地区で活

用されております。 

 消防団の報酬についても質問がありました。407名で984万5,500円。20ページの中ごろに階

級ごとの報酬が書いてあります。高いか安いかは各自御判断ください。 

 最後に、決算と直接関係はないが、議員と消防団との打ち合わせもできればと意見が出まし

た。今後、進めていきたいと考えております。 

 以上が２日間の主な審査の経過です。 

 なお、付託されました案件につきまして採決を行った結果、認定第１号平成29年度菊陽町一

般会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で認定することに決定しました。認定第２号平

成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定については、全員賛成で承認することに

決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

 質疑につきましては、自席にてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 総務常任委員長の報告を終わります。 

 これから質疑、討論、採決を行います。 

 認定第２号平成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 認定第２号平成29年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、この決算に対

する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、認定第２号は認定することに決定をいたしま

した。 

 次に、産業建設常任委員長中岡敏博君。 

○産業建設常任委員長（中岡敏博君） それでは、産業建設常任委員会の審議の経過と結果につい
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て報告いたします。 

 産業建設常任委員会への付議事項は、認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の

認定についてのうち産業建設常任委員会に属する事項が付託されました。 

 12月10日、認定第１号について、経済部長、土木部長、担当課長及び係長等から詳細な説明

を受け、質疑応答を行い、慎重に審議いたしました。 

 審議の経過につきましては、要点を筆記した資料が配付されていますので御覧ください。そ

の中の主なものだけを報告いたします。 

 まず、大きな事業であります10月17日にリニューアルオープンした「さんふれあ」の改修工

事に関する資料の提出を求める質問がありました。それに対しましては、内訳の記載してある

資料を提出するとの答弁がありました。 

 次に、青年就農給付金の給付対象に関する質問があり、金額、内容の説明もあり、また変動

制という制度の変更についての答弁、説明がありました。これは、農政課に関する質疑応答で

す。 

 次に、商工振興課に対する質問では、まち遊び事業について、350万円の補助金、事業内容

についてのものがあり、それに対しまして、まち遊び実行委員会が存在し、役場職員２人を派

遣し、事業は一緒に進めているとの答弁でございました。 

 そのほかにも、組合等への補助金に関する、また必要性についての質疑応答もございまし

た。それは、記載のとおりです。 

 農業委員会においては、農業委員制度の改正に伴う前年度との比較、それに関する決算に関

する質問がありました。 

 次に、土木部において主なものを報告いたします。 

 まず、菊池広域連合負担金、し尿処理費の内容について、基本料金と搬入量の総量で決まる

との答弁がありました。 

 ほか、平成28年熊本地震に関するものもありました。これらは、環境生活課に対するもので

す。 

 そのほかに、町営住宅使用料の滞納状況、花いっぱい運動についての質疑応答もございまし

た。内容については、要点筆記を御覧ください。 

 以上が審査の主な経過でございます。 

 なお、付託されました案件につきまして採決を行った結果、認定第１号平成29年度菊陽町一

般会計歳入歳出決算の認定についてのうち産業建設常任委員会に属する事項は、全員賛成によ

り認定と決定いたしました。 

 これで産業建設常任委員会に付託されました案件についての経過と結果の報告を終わりま

す。議員各位の御賛同よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 産業建設常任委員長の報告を終わります。 

 以上で各委員長の報告が終わりましたので、これから認定第１号平成29年度菊陽町一般会計
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歳入歳出決算の認定について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 小林久美子君。 

○１６番（小林久美子君） 認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について反

対討論を行います。 

 その理由は２つです。 

 １つは、菊陽町職員の非正規率が非常に高い問題です。町職員の業務は、急激な人口増加と

ともに、熊本地震からの復旧・復興業務、また国や県からの権限移譲による業務も増加してい

ます。その中で、平成29年度も非正規率５割を超え、平成30年度は既に60％となっています。

余りにも高過ぎると思います。私は、以前の議会でも、菊陽町の非正規率は九州でも４番目に

高いということも示して改善を求めてきましたが、熊日の最近の報道にもあったように県内で

もトップです。この職員構成は、今の菊陽町の行政に求められてる職員の業務に対して問題だ

というふうに思っています。非正規職員の待遇改善も必要です。やはり、この構成比率が高い

というのは改善していくべきだと考えます。 

 また、第２に、平成29年度、平成30年度にかけて公立保育所の民営化が進められてきたこと

です。民営化につきましては、今議会で条例が、議案が提案されましたけれども、町立保育所

５園の民営化に向けて、平成29年度は移管先事業者の選考などが進められてきた。また、現在

でも保留児童が200名を超えてる状況がなかなか改善できてない。 

 以上のような理由で反対をするものです。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） ほかに討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 認定第１号平成29年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について、この決算に対する各委

員長の報告は認定とするものです。この決算は各委員長の報告のとおり認定することに賛成の

方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 賛成多数です。したがって、認定第１号は認定することに決定をいたしま

した。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  日程第２ 発議第４号 認知症施策の推進を求める意見書（案） 

○議長（渡裕之君） 日程第２、発議第４号認知症施策の推進を求める意見書（案）についてを

議題とします。 

 この議案は、西本友春君外４名の議員から提出をされました。 

 提出者を代表して、西本友春君、趣旨の説明をお願いします。 

○４番（西本友春君） 皆さんおはようございます。 

 それでは、認知症施策の推進を求める意見書（案）につきまして、上記の議案を別紙のとお

り、会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出いたします。 

 提案理由。世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々

増え続けています。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突

破すると見込まれている。認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり

得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。 

 また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と判断されても尊厳を持って生きることがで

きる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むこと

が重要であるとともに、若年性認知症など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも

踏み込んでいく必要がある。さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療、介護だけでな

く、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっていることから提案をいたしま

す。 

 各議員の賛同をよろしくお願いいたします。 

 質問は自席にて行わせていただきます。 

○議長（渡裕之君） 趣旨の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 発議第４号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 発議第５号 介護職員の処遇改善を求める意見書（案） 
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○議長（渡裕之君） 日程第３、発議第５号介護職員の処遇改善を求める意見書（案）について

を議題とします。 

 この議案は、小林久美子君外４名の議員から提出されました。 

 提出者を代表して、小林久美子君、趣旨説明のお願いをいたします。 

○１６番（小林久美子君） それでは、発議第５号につきまして提案理由を説明をさせていただき

ます。 

 介護職員の処遇改善を求める意見書です。 

 いまだに介護従事者の離職率は高く、他産業との賃金格差など労働条件の改善も必要であ

り、介護事業者の経営努力だけでは地域に必要な介護を支えることが困難な状況である。介護

職員の処遇改善は切実な課題であるためとしています。 

 皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 趣旨の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 発議第５号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 発議第６号 国民健康保険に関する「国庫支出金」の増額を求める意見書（案） 

○議長（渡裕之君） 日程第４、発議第６号国民健康保険に関する「国庫支出金」の増額を求め

る意見書（案）についてを議題とします。 

 この議案は、小林久美子君外４名の議員から提出されました。 

 提出者を代表して、小林久美子君、趣旨の説明をお願いします。 

○１６番（小林久美子君） 発議第６号国民健康保険に関する「国庫支出金」の増額を求める意見

書。 

 提案理由。国民健康保険制度は、加入者層がさま変わりし、無職者や高齢者など低所得世帯

が占める割合が増えている。国民健康保険制度を存続させるために、国による国庫支出金の増

額は喫緊の課題となっているためとしています。 
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 皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 趣旨の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 西本友春君。 

○４番（西本友春君） 国民健康保険に関する「国庫支出金」の増額を求める意見書（案）への反

対の討論をさせていただきます。 

 まず、協会けんぽと国民健康保険ということでの比較をされておりますが、保険制度そのも

のが協会けんぽと国民健康の場合は違っております。例えて言うならば、Ａ社とＢ社で収入も

支出も違う、給料も違うところの、例えばＢ社の社員がＡ社と同じ給料を獲得するとなれば、

Ｂ社はおのずから倒産をするというふうなことがあるので、同じ比較をして論ずることは必要

はないというふうに思ってます。 

 それから、それを踏まえまして、日本の社会保険制度には、平成27年３月末で国民健康保険

3,303万人、協会けんぽ3,639万人、健康保険組合2,913万人、共済組合884万人があります。財

源としては、加入者の負担プラス公費や、加入者だけの負担で公費を投入しないのもありま

す。厚生労働省の資料によりますと、平成29年度の予算ベースでの財源構成として、国民健康

保険9.9兆円の予算に対して、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合の予算10.2兆円から3.4兆

円が財源の交付として支出されています。 

 また、意見書にあるように、保険料の負担率は国民健康保険9.9％に対し、協会けんぽ7.5％

となっておりますが、１点目、加入者１人当たりの医療費は、国民健康保険33.3万円に対し、

協会けんぽ16.7万円となっております。加入者の平均年齢が違いますので、このような結果と

なっておりますが、２点目としましては、加入者１人当たりの保険料は、国民健康保険8.5万

円に対して協会けんぽ10.7万円。公費負担の割合は、国民健康保険50％に対し、協会けんぽ

16.4％となっています。 

 以上の事柄を踏まえて、反対理由といたしまして、１点目は、財源の示されない意見書だ

と、今後増える一方の社会保障費の中で公費を投入することは、現在でさえ財政赤字により次

世代に負担を回しながら確保している状況なので反対です。 

 ２点目は、先ほども述べましたが、現在の各保険料の負担率は、加入者１人当たりの医療

費、平均保険料、公費負担等を考慮しながら国で比率を決めているのであり、財源が示されな

いと、結局は現在の社会保険制度の中での調整となってくることになると思います。そうする

と、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合の人たちが負担することになると考えれば、その人
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たちに対しては逆に不公平になることから反対です。 

 ３点目は、国民健康保険と協会けんぽは公費を投入していますが、健康保険、共済組合は労

使で折半負担をしており、医療費制度の恩恵を受けるのであれば、受益者負担の原則から現状

の負担率は妥当と考えますので反対です。 

 議員各位におかれましては賛同をお願いいたしまして、反対討論を終わります。 

○議長（渡裕之君） ほかに討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 発議第６号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 賛成少数です。したがって、発議第６号は否決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 研修報告 

○議長（渡裕之君） 日程第５、研修報告について。 

 これから、閉会中の特定事件の調査について、産業建設常任委員会で研修されました件につ

いて報告をお願いいたします。 

 産業建設常任委員長中岡敏博君。 

○産業建設常任委員長（中岡敏博君） それでは、産業建設常任委員会平成30年度研修報告をさせ

ていただきます。 

 日程は、10月９日、10日の２日間。この日時につきましては、当初、８月22日、23日と計画

をしておりましたが、ダブル台風の接近、その後の豪雨も想定し、再び計画したものでありま

す。研修地にえびの市、霧島市、鹿児島県庁を選び、研修目的を、地産地消の販売促進、物産

館、道の駅の運営について、また工業団地の造成等についてとし、学んでまいりました。事前

に質問事項として合計13問を伝えておき、それに従い、委員からの個別の質問を認め、意見の

交換をする形式で行ってまいりました。 

 それでは、研修地ごとに報告をしていきます。 

 まず、宮崎県にあります道の駅えびのでありますが、えびのインターチェンジをおりて車で

３分のところにあり、バイキング形式のレストランでの食事、視察を行いました。この施設

は、市場、食堂、軽食コーナー、屋外テラススペースがあり、支配人の橋口氏、ＪＡえびの市

生活課高戸氏から話を聞くことができました。 

 えびの市交流物産館みなほぴあは、宮崎県内16番目の道の駅で、えびの市が平成25年４月開

設。運営主体は、えびの市農業協同組合である。設置目的は、えびの市における農林業等の所

得増大及び就業の場の確保を図るとともに、観光、伝統文化、自然などのえびの市が有する地

域資源を活用した市内外の住民との連携及び交流を促進することにより、活力ある地域づくり
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に寄与するとしております。敷地面積１万2,367平方メートル、延べ床面積は982平方メートル

であり、駐車台数は約100台で、今後、建物増設を予定しているとのことでありました。事業

費は、土地購入費１億52万5,000円、工事費３億3,698万6,000円、そのほか8,095万4,000円

で、合計５億1,846万5,000円であります。 

 売上実績は、平成25年度は売り上げ３億2,000万円、来客者数42万人であり、毎年向上して

いる。平成29年度においては、ふるさと納税、これは宮崎牛の影響もあり、売り上げ６億

3,000万円、来客数63万人とのことでありました。出荷者協議会の会員数は350名とのことで、

従業員数は事務所に３人、物販６人、レストラン９人、軽食コーナー３人、精肉コーナー１人

で運営しておりました。ほか、年に５回のイベントを開催しているとのことです。 

 ほかには、自衛隊グッズの販売について、防災施設として道の駅の役割について、避難場

所、避難所、食料の提供についても質問しました。本町の総合交流ターミナルとは少し違うと

ころもありましたが、共通することもあり、学ぶことができました。 

 次に、視察でありますが、自分の目で見ること、何回も周辺を車、徒歩で回るという方法

で、翌日の研修につなげるため、霧島市にあります鹿児島県管理団地の鹿児島臨空団地13.4ヘ

クタールの現地視察を行いました。ここは、鹿児島空港、九州自動車道インターチェンジに隣

接しています。本町にも似ているものが、空港、インターチェンジが近い点でも参考になるの

ではと感じました。次の日の鹿児島県庁の研修に生かすためにも、細かく回り、周辺の道路、

交通状況を見てまいりました。 

 続いて、研修２日目でございます。鹿児島県庁、鹿児島県商工労働水産部産業立地課におい

て、鹿児島県職員の立地環境整備係である溝ノ上主事、小園係長から話を聞いてまいりまし

た。こちらにも質問事項として７問を事前にお伝えしており、それに合わせ、回答及び詳細な

説明をしていただきました。主には、鹿児島県の企業誘致の考え方から、鹿児島臨空団地の造

成に至る経緯や場所選定の理由等をお聞きいたしました。また、課題についてもお尋ねいたし

ました。 

 これに対しましても多くの資料を準備していただきまして、鹿児島県の暮らしよさから、具

体的に気候、食材の宝庫であること、交通網、空路、海路、新幹線、高速道路について、それ

を十分生かした工業用地の一覧などの概要説明を受けてから、現地視察を行った鹿児島臨空団

地について内容を絞り込んで研修を行いました。 

 何度も出ますが、霧島市は鹿児島空港、高速道路インターチェンジにも近い場所にあり、鹿

児島県の中央部にあり、交通手段が発達していることもあり、ソニーや京セラなどのハイテク

産業が発展している。温泉施設もある観光地とのことで決めたとのことでした。大都市圏アジ

アも視野に入れた産業拠点とする鹿児島臨空団地は、総面積が18万7,731平方メートル、分譲

面積は13万3,401平方メートルで、分譲価格は１平方メートル当たり２万8,168円であり、補助

制度の適用もあるとのことでございました。分譲済みが９件であり、業種は運送業、製造業、

道路貨物運送業、本社が鹿児島、福岡、静岡、大阪にある企業でございました。 
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 また、平成28年３月に鹿児島製造業振興方針を策定し、官、企業間連携による情報共有など

の仕組みもつくられ、企業立地の促進、立地企業へのフォローアップによる産業集積と県内製

造業の成長のための施策、製造業を支える人材の確保、育成などに力を入れているとのことで

ございました。 

 そのほか、課題といたしまして、工業団地周辺の交通渋滞に関するもの、その対策として道

路拡張方法、また雇用についても質問をさせていただきました。 

 ほかに、同行者として農政課山川課長が、専門的かつ鋭い質問、菊陽町の現状、課題も含め

質問をされました。さらに研修内容がレベルアップしたと思います。 

 これは私の見解ですが、最後に、常任委員会研修は研修旅行でもなく、計画を事前に用意さ

れていたものでもないこと。各委員が自ら研修の目的、候補地を計画すること。役場の皆さん

は随行ではなく、同行ということを理解していることが肝心だと感じております。ともに委員

が安全で学べること、その後、菊陽町に生かせることが目的だと思います。 

 この研修に関しまして協力していただきました方々にお礼を申し上げまして、平成30年度産

業建設常任委員会研修報告とさせていただきます。 

○議長（渡裕之君） 産業建設常任委員長の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議員派遣について 

○議長（渡裕之君） 日程第６、議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員研修会に議席に配付のとおり議員派遣したいと思いますが、御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。したがって、議員研修会への議員派遣については、

議席に配付のとおり派遣することに決定をいたしました。 

 次に、お諮りをします。 

 ただいま決定されました議員派遣で、諸事情により期間、派遣場所、派遣議員等の変更が生

じる場合は、その変更に当たっては議長に一任いただきたいと思いますが、御異議ありません

か。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。お諮りしたとおり決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 常任委員会の閉会中の特定事件（所管事務）調査について 

○議長（渡裕之君） 日程第７、常任委員会の閉会中の特定事件（所管事務）調査の件を議題と

します。 

 各常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第75条の規定によって、議席に配付しました

特定事件（所管事務）の調査事項について閉会中の継続調査の申し出があります。 
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 お諮りします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（渡裕之君） 日程第８、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、議席に配付しました本会議の会期日

程等議会の運営に関する事項、議長の諮問に関する事項について閉会中の継続調査の申し出が

あります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定をいたしました。 

 最後に、お諮りします。 

 本定例会において議決されました各案件について、その条項、字句、その他の整理を要する

ものについては、会議規則第45条の規定により、その整理を議長に一任願いたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定をいたしました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 これで平成30年第４回菊陽町議会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              閉会 午前10時59分 
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